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​Ⅰ　男女共同参画の推進状況​





​１　「第５次男女共同参画さっぽろプラン」の概要​

​(1)　計画策定の趣旨​

​「第２次女性計画」を策定した平成６年（1994年）３月以降、少子・高齢化を始​

​め社会・経済状況の変化の中で男女共同参画社会の実現は緊要な課題となってお​

​り、その実現に向けて、国は平成11年（1999年）６月に男女共同参画社会基本法を​

​制定、さらにその実施計画である男女共同参画基本計画を平成12年（2000年）12月​

​に策定しました。​

​こうした中、札幌市は、平成15年（2003年）１月施行の札幌市男女共同参画推進​

​条例第８条に規定する「札幌市男女共同参画計画」として「男女共同参画さっぽろ​

​プラン（平成15～24年度）」を策定したあと、社会経済情勢など様々な変化に対応​

​するため、改訂を重ね、令和５年（2023年）３月に新たに第５次男女共同参画さっ​

​ぽろプランを策定しました。​

​(2)　男女共同参画の数値目標​

​男女共同参画の実現に向けた取組の進捗状況を把握し、効果的な推進につなげる​

​ため、第４次プランに引き続き、以下の２つの指標を基に数値目標を設定します。​

​＜活動指標＞「いつまでに、何を、どこまでするか」という取組の数値目標を設定​

​＜成果指標＞「取組を行った結果」を示す指標として、目指すべき数値を設定​

​●基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成​

​1​

​項目​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​1​
​男女共同参画に関する啓発事業の参加者数（延​

​べ）（デートＤＶ関連除く）​

​32,601人​

​（R3）​

​170,000人​

​（R5～R9）​

​2​ ​男女共同参画センターの利用者数（年間）​
​149,690人​

​（R3）​

​対前年比増​

​（毎年）​

​成​

​果​

​指​

​標​

​3​ ​社会全体で男女平等と考える人の割合​
​10.6％​

​（R3市調査）​

​20％​

​（R8市調査）​

​4​
​男性は仕事、女性は家事や育児という考え方に​

​賛成の人の割合​

​31％​

​（R3市調査）​

​20％以下​

​（R8市調査）​



​●基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり​

​項目​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​5​ ​市職員係長昇任試験受験率（女性）​
​27.8％​

​（R3）​
​35％​

​6​ ​働き方に関する啓発事業参加者数（延べ）​
​3,495人​

​（R3）​

​20,000人​

​（R5～R9）​

​7​
​ワーク・ライフ・バランスplus認証企業数（延​

​べ）​

​764社​

​（R4.3.31）​
​1,500社​

​8​
​就職を希望するここシェルジュSAPPORO登録者の​

​うち、就職活動を始めた人の割合​

​50.3％​

​（R3）​
​70％​

​成​

​果​

​指​

​標​

​9​ ​札幌市の審議会等における女性委員の登用率​
​34.0％​

​（R4.6.30）​
​40％（注1）​

​10​ ​札幌市男性職員の育児休業取得率​
​26.7％​

​（R3）​

​85％（注2）​

​※一般行政部問は​

​2週間以上（R7）​

​11​ ​札幌市職員の女性管理職割合​
​16.5％​

​（R4.4.1）​

​19％（注2）​

​（R7）​

​12​ ​管理的職業従事者における女性の割合​
​15.3％​

​（R2国勢調査）​

​25％​

​（R7国勢調査）​

​13​
​男性も育児休業・介護休業を積極的に取るべきで​

​あると考える人の割合​

​26.9％​

​（R3市調査）​

​40％​

​（R8市調査）​

​14​ ​待機児童数​
​0人​

​（R4.4.1）​
​0人​

​15​ ​15～64歳の女性労働力率​

​市：71.5％​

​国：73.2％​

​（R2国勢調査）​

​全国平均以上​

​（R7国勢調査）​

​※注1：40％達成後は、40～60％の持続を目指す。​

​※注2：総務局職員部所管の「札幌市子育て・女性職員応援プラン」にて令和7年度末​

​までの目標を設けており、本プランにおいても、これを準用している。​

​●基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現​

​2​

​項目​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​16​ ​DV防止講座の参加者数（延べ）​
​55,715人​

​（R4.3.31）​
​80,000人​

​17​ ​LGBTフレンドリー指標制度登録企業数（延べ）​
​64社​

​（R4.3.31）​
​150社​

​18​
​困難を抱える女性支援事業における相談件数​

​（年間）​

​288件​

​（R3）​
​360件​

​19​ ​性と健康に関する普及啓発人数（延べ）​
​26,579人​

​（R3）​

​130,000人​

​（R5～R9）​



​(3)　基本目標と施策の基本的方向​

​平成15年（2003年）１月に施行した札幌市男女共同参画推進条例に規定されてい​

​る次の５つの基本理念を具現化するために、３つの基本目標に沿った施策を展開し​

​ます。​

​＜条例の基本理念＞​

​　　● 人権が尊重され、性別にとらわれることなく能力が発揮できること​

​　　● 制度及び慣行によって、直接的又は間接的に差別されないこと​

​　　● 政策や方針の立案及び決定への男女共同参画の機会の確保​

​　　● 家庭生活における活動と家庭以外のあらゆる分野での活動の両立​

​　　● 生涯にわたる女性の性と生殖に関する健康と権利の尊重​

​基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成​

​性別などにかかわらず、家庭・職場・学校・地域その他の社会のあらゆる分野におい​

​て、男女共同参画の意義や目的が理解されるよう、学校教育や生涯学習などの機会を通​

​じた男女共同参画の基盤づくりを進めます。​

​《 基本的方向 》​

​１　人権の尊重と男女共同参画の視点に立った意識改革​

​基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり​

​働く場はもとより、家庭や地域活動などあらゆる場面において、誰もが対等に参画し​

​活動ができるよう、企業や家庭等に向けた支援を行います。​

​《 基本的方向 》​

​１　働く場における男女共同参画の推進​

​２　男女共同参画を推進するための家庭環境支援​

​３　多様な働き方への支援​

​４　地域における男女共同参画の推進​

​基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現​

​重大な人権侵害である配偶者・パートナー等への暴力など、特定の性別や境遇などに​

​より偏在している課題が、改善又は解消されるよう取組を進めます。​

​また、女性をめぐる様々な課題が多様化、複雑化してきた中で、国においては女性へ​

​の支援の在り方について検討されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大が契​

​機となって、こうした問題がより浮き彫りにされてきたことを背景として、「困難女性​

​支援法」が施行されることとなりました。こうしたことから、困難な問題を抱えた女性​

​への支援を新たな基本的方向に位置付けました。​

​《 基本的方向 》​

​3​

​成​

​果​

​指​

​標​

​20​ ​DVを経験したときに相談しなかった割合​
​37％​

​（R3市調査）​

​20％以下​

​（R8市調査）​

​21​
​「性的マイノリティ」という言葉について、内​

​容まで知っている人の割合​

​33.3％​

​（R3市調査）​

​50％​

​（R8市調査）​



​１　配偶者・パートナー等に対するあらゆる暴力の根絶​

​２　多様な性の在り方への理解の促進と支援​

​３　困難や不安を抱える女性への支援​

​４　生涯を通じた女性の健康支援​

​(4)　計画の位置付け​

​このプランは、男女共同参画社会基本法第14条第３項及び札幌市男女共同参画推​

​進条例第８条に基づく基本的な計画として策定します。​

​このプランでは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍​

​推進法）」に定める市町村推進計画及び「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保​

​護等に関する法律（配偶者暴力防止法）」に定める市町村基本計画を包含していま​

​す。​

​また、札幌市のまちづくりの指針である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の個​

​別計画に位置付けられるとともに、「さっぽろ子ども未来プラン」や「札幌市ひと​

​り親家庭等自立促進計画」を始め、関わりのある各分野の個別計画とも連携してい​

​きます。​

​さらに、生活困窮やＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、性暴力被害、家庭​

​関係破綻など女性をめぐる問題が多様化、複雑化してきた中で、国においては女性​

​への支援の在り方について検討されていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡​

​大を契機として、こうした問題がより浮き彫りになりました。これらを背景とし​

​て、令和４年（2022年）５月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律​

​（困難女性支援法）」が成立し、女性が日常生活や社会生活を営むに当たり、女性​

​であることにより直面する課題への支援が法制化されました。法律の施行は令和６​

​年（2024年）４月となっていますが、法律で策定を求められている「市町村基本計​

​画」として、今後このプランで位置付けることを見込み、体系的かつ効果的な施策​

​の展開について庁内一体となって検討していきます。​

​(5)　計画の期間​

​令和５年度（2023年度）から令和９年度（2027年度）までの５年間とします。​

​4​



​２　「第５次男女共同参画さっぽろプラン」の体系​

​5​



​３　男女共同参画の推進に関する指標項目​

​男女共同参画社会の実現には市民の意識改革や社会全体の変革を伴うことから、長​

​期的な取組が必要とされています。同時に、プランに掲げている基本目標や基本的施​

​策の達成度やそれに対する評価についても、長期的な視点で総合的に判断していく必​

​要があります。​

​札幌市男女共同参画審議会及び札幌市では、市民の皆さんに分かりやすく男女共同​

​参画社会の進捗状況を確認していただくための具体的な指標として、「男女共同参画​

​の推進に関する指標項目」を設定し、プランに掲げる基本目標及び施策の基本的方向​

​ごとに分類しています。札幌市では、これらの指標項目を念頭に置きながら、男女共​

​同参画社会の実現に向けて、本プランに基づく様々な取組を推進していきます。​

​＜基本目標Ⅰ＞　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成​

​(1)　男性は仕事、女性は家事や育児という考え方に対する意識​

​(2)　分野ごとの男女の地位の平等感​

​(3)　セクシュアルハラスメントを受けたことがある人の割合​

​＜基本目標Ⅱ＞　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり​

​(4)　ジェンダーギャップ指数​

​(5)　管理的職業従事者における女性の割合​

​(6)　審議会等への女性登用率​

​(7)　札幌市職員の女性管理職割合（課長職以上）​

​(8)　男性が育児休業や介護休業を利用することについて​

​(9)　育児休業・介護休業を利用する男性が少ない理由​

​(10) 民間企業における介護休業制度の規定状況​

​(11) 結婚している人が、１日のうちで家事に要する時間（育児、介護を含む）​

​(12) 民間企業における育児休業取得率​

​(13) 家族介護における介護者の男女別比率​

​(14）女性の労働力率​

​(15) 女性の就業希望者数​

​(16) 地域活動のリーダーとして女性の参画を促すために必要なこと​

​(17) 避難所運営において男女共同参画の視点から必要な配慮​

​＜基本目標Ⅲ＞　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現​

​(18) ＤＶを経験したことがある割合​

​(19) 配偶者や恋人から行われた行為の暴力としての認識​

​(20) 札幌市配偶者暴力相談センターにおける相談件数​

​(21) ＤＶの相談窓口の認知度​

​(22) ＤＶを経験した際の相談先​

​(23) 性暴力被害の相談窓口の認知度​

​(24) 性暴力被害者支援センター北海道SACRACH（さくらこ）の相談件数​

​6​



​(25) 性的指向に関し起きていると思う人権問題​

​(26) 性同一性障害者に関し起きていると思う人権問題​

​(27) 性的少数者に関する制度や相談窓口の認知度​

​(28) 性的少数者に対する理解の促進や支援のために必要なこと​

​(29) 全国の自殺者数の前年同月差の推移（男女別）​

​(30) 女性の有業率​

​(31) 雇用者に占める男女別の非正規の職員・従業員比率​

​(32) 男女の賃金格差​

​(33) 母子世帯・父子世帯の就業状況（従業員上の地位）​

​(34) 10代の人工妊娠中絶率（女子人口千対）の推移​

​(35) 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策​
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​４　男女共同参画の推進状況の評価​

​男女共同参画の推進状況について、男女共同参画の数値目標の達成状況などを基​

​に、プランに掲げる基本目標ごとに以下のとおり評価します。​

​基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成​

​　１　人権の尊重と男女共同参画の視点に立った意識改革​

​　【主な取組】​

​　　男女共同参画センターにおいて、ジェンダー平等の学びの入口の機会を提供す​

​るため、多くの学校や団体等と連携して子ども・若者や企業・地域等、幅広い対​

​象に応じた講座を実施した。​

​　　また、ジェンダー平等に関わる団体への支援に取り組み、団体立ち上げの支援​

​や情報提供、広報協力や将来的に活動に関わりたい人向けの講座等を実施した。​

​　　団体とのネットワーク構築については市内で困難を抱える女性支援に携わる団​

​体とのネットワークと一緒に事業を進める中で、情報交換や意見交換を行った。​

​また、同センターの自主事業として北海道におけるジェンダー平等の実現を目的​

​に企業やNPO、教育機関、行政、メディア、若者など多様な関係者が協働するプ​

​ラットフォームが立ち上がるといった動きも生まれている。​

​【評価】​

​男女共同参画に関する啓発事業の令和６年度の参加者数については順調に推移​

​した。​

​　　また、令和６年度は連携先が多様化し、ミニシアターやメディア、女性議員団​

​体、主任児童委員の団体等、それぞれの連携先の切り口とジェンダーをかけ合わ​

​せた形で学ぶ機会を提供することができた。​

​さらに、ジェンダー平等とダイバーシティの実現を目指したフォーラム「#SA​

​PPORO​ ​DIVERSITY​ ​FORUM​​」​​を​​オ​​ン​​ラ​​イ​​ン​​か​​ら​​対​​面・​​オ​​ン​​デ​​マ​​ン​​ド​​配​​信​​形​​式​​に​​変​​更​

​し、道内最大級のクリエイティブイベント「NoMaps」や経済観光局雇用労働課、​

​子ども未来局子育て支援推進担当課、さっぽろまちづくりパートナー協定企業で​

​ある株式会社良品計画と共催するなど、事業の相乗効果に繋がっている。​

​【今後の方向性】​

​　　男女共同参画社会基本法の一部改正を受けて、男女共同参画センターが関係者相​

​互の連携・協働を促進するための拠点として位置付けられたことから、さらなる機​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​1​

​男女共同参画に関する啓発事業​

​の参加者数（延べ）（デートDV​

​関連除く）​

​32,601人​

​（R3）​

​78,746人​

​（R5～R6）​

​170,000人​

​（R5～R9）​

​2​
​男女共同参画センターの利用者​

​数（年間）​

​149,690人​

​（R3）​

​264,582人​

​（R6）​

​対前年比増​

​（毎年）​

​成​

​果​

​指​

​標​

​3​
​社会全体で男女平等と考える人​

​の割合​

​10.6％​

​（R3市調査）​

​20％​

​（R8市調査）​

​4​
​男性は仕事、女性は家事や育児​

​という考え方に賛成の人の割合​

​31％​

​（R3市調査）​

​20％以下​

​（R8市調査）​



​能の充実を図っていく。　　​

​　　引き続き男女共同参画センターでは多種多様な関係者とのネットワークを形成し​

​連携、協働を進める取組を推進していく。​

​　基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり​

​　１　働く場における男女共同参画の推進​

​　【主な取組】​

​市役所職員の誰もが主体的にキャリア実現が可能な環境の整備に向け、札幌市​

​では「ジョブチャレンジ制度」を導入。同制度の中で育児中の職員が、育児をし​

​ながら新たな業務分野に挑戦し、キャリア実現を目指すことを支援する「キャリ​

​アサポート制度」のプログラムを開始した。​

​市内企業のワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進に積極的に取り組む企​

​業を応援する「札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」の認証を取​

​得した企業約1,000社に対するアンケート調査や市内企業2,000社を対象とする​

​「札幌市企業経営動向調査」において、市内企業の女性活躍に関する課題意識や​

​取組内容等を調査した。​

​アンケート結果から女性活躍に関する事例の情報発信を求めるニーズを確認し​

​たため、業種別事例企業インタビューを実施した。​

​【評価】​

​市職員係長昇任試験受験率（女性）は横ばいが続いているところ。​

​札幌市男性職員の育児休業取得率については、75.2％と順調に推移。​

​札幌市職員の女性管理職割合は増加傾向にあるが、令和７年度時点の目標値で​

​ある19％を超えることができなかった。​

​※注１：40％達成後は、40～60％の持続を目指す。​

​※注２：総務局職員部所管の「札幌市子育て・女性職員応援プラン」にて令和７年度末まで​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​　​

​動​

​　​

​指​

​　​

​標​

​5​
​市職員係長昇任試験受験率（女​

​性）​

​27.8％​

​（R3）​

​28.0％​

​（R6）​

​35％​

​(R9)​

​6​
​働き方に関する啓発事業参加者​

​数（延べ）​

​3,495人​

​（R3）​

​12,372人​

​（R5～R6）​

​20,000人​

​（R5～R9）​

​7​
​ワーク・ライフ・バランスplus​

​認証企業数（延べ）​

​764社​

​（R4.3.31）​

​1,135社​

​（R7.3.31）​

​1,500社​

​（R9）​

​成​

​　​

​果​

​　​

​指​

​　​

​標​

​9​
​札幌市の審議会等における女性​

​委員の登用率​

​34.0％​

​（R4.6.30）​

​33.4％​

​（R7.3.31）​

​40％（注1）​

​（R9）​

​10​
​札幌市男性職員の育児休業取得​

​率​

​26.7％​

​（R3）​

​75.2％​

​（R6）​

​85％（注2）​

​※一般行政部門は​

​2週間以上（R7）​

​11​ ​札幌市職員の女性管理職割合​
​16.5％​

​（R4.4.1）​

​17.3％​

​（R7.4.1）​

​19％（注2）​

​（R7）​

​12​
​管理的職業従事者における女性​

​の割合​

​15.3％​

​（R2国勢調査）​

​25％​

​（R7国勢調査）​



​　　　　　　　の目標を設けており、本プランにおいても、これを準用している。​

​【今後の方向性】​

​女性職員が様々な領域で政策決定過程などに参画できる環境づくりの一環とし​

​て、札幌市の女性職員間の交流活性化、匿名制による本音の相談・悩み解消、育​

​休中職員のコミュニケーションの場を目的としたコミュニティサロンの運営も開​

​始されており、市役所が率先して女性活躍を進めていくことで社会全体の機運醸​

​成に繋げていく。​

​また、令和６年度に行った企業に対する調査により、業種や規模によって女性​

​活躍の悩みや課題意識が全く異なることを確認したため、今後は札幌市の産業構​

​造や業種・規模の特徴を踏まえて企業への働きかけを行っていく。​

​　　　​

​　　２　男女共同参画を推進するための家庭環境支援​

​【主な取組】​

​　　　　夫婦で協力して育児ができるよう、初めてのお産を迎える妊婦とその夫を対象​

​にマタニティ教室を実施した。父親の育児力向上を目指して、講座やイベント等​

​を通じて情報発信に取り組んだ。​

​また、地域子育て支援拠点事業により、地域で安心して子育てができるよう講​

​座の開催や相談・交流の場としての子育てサロンの運営等の支援を行った。​

​　　【評価】​

​　　　　#SAPPORO DIVERSITY FORUMの中で男性の育児休業や家事・育児シェアをテーマ​

​としたセミナーを開催したほか、家事・育児シェアに関する冊子「Smile​​Sharing​

​Book」を図書館や民間店舗、関係部署と連携して配架するなど、家庭内における​

​男女共同参画を支援するための啓発活動が多角化している。​

​【今後の方向性】​

​　　　　仕事と両立可能な家庭環境の整備のために、家事・育児シェアについての情報​

​発信の取組を継続するほか、市民のニーズに応えることが出来るよう引き続き保​

​育サービスの充実や保育士等支援事業や保育人材確保緊急対策事業等を通じて保​

​育人材確保の支援を行っていく。​

​　　３　多様な働き方への支援​

​【主な取組】​

​　　　　就労と保育の相談を一体的に受け付ける女性向け就労支援窓口「ここシェル​

​ジュSAPPORO」や女性の起業や多様な働き方の支援を目的としたコワーキングス​

​ペース「リラコワ」の運営を行った。​

​　　　　また、働き方改革や人材確保に課題を抱える市内中小企業等に対する支援の一​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​成​

​果​

​指​

​標​

​13​

​男性も育児休業・介護休業を​

​積極的に取るべきであると考​

​える人の割合​

​26.9％​

​（R3市調査）​

​40％​

​（R8市調査）​

​14​ ​待機児童数​
​0人​

​（R4.4.1）​

​0人​

​（R7.4.1）​

​0人​

​（R9）​



​環として、テレワークの導入支援を行った。​

​　　【評価】​

​　　　　ここシェルジュSAPPOROでは、利用者のニーズに応えて在宅ワークやスポット​

​ワークなど新たな働き方への相談対応も行うなど、きめ細かな支援を実施してお​

​り、就職を希望するここシェルジュSAPPORO登録者のうち、就職活動を始めた人​

​の割合は70.9％と順調に推移している。​

​【今後の方向性】​

​　　今後も多様な働き方を安心して選択できる環境づくりのために、就業ニーズや​

​ライフスタイルに応じた就労支援や関係機関とのネットワークを活かした「リラ​

​コワ」を拠点とした女性の起業に対する支援を継続して実施していく。​

​４　地域における男女共同参画の推進​

​　【主な取組】​

​　　　男女共同参画センターのオンラインマガジンにおいて、災害の発生に備えた防​

​災対策や被災後の復興支援で必要な“男女共同参画の視点”とは何かを考える記​

​事を発信した。​

​　【評価】​

​　　　災害は社会課題の縮図という側面があることから、災害発生時の対応を考える​

​だけでなく、日頃から、女性支援に関わる団体と、防災や復興支援に関わる関係​

​団体間及び関係部署とのネットワーク構築やコーディネートといった視点を持つ​

​ことで、地域における防災力が高まることについて発信を行うことができた。​

​【今後の方向性】​

​能登半島地震においても、課題として避難所運営において固定的な性別役割分​

​担が当たり前となってしまっている事例や、被災後の復職までの期間が女性の方​

​が長引くなどの事案が報告されており、防災を男女共同参画の視点で考え備えて​

​いくことは引き続き重要であることから、今後も男女共同参画の視点からの防災​

​について情報発信を継続していくとともに、男女共同参画センターが防災体制づ​

​くりの中で果たすべき役割について検討を進めていく。​

​基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現​

​　　１　配偶者・パートナー等に対するあらゆる暴力の根絶​

​　　【主な取組】​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​8​

​就職を希望するここシェルジュ​

​SAPPORO登録者のうち、就職活動​

​を始めた人の割合​

​50.3％​

​（R3）​

​70.9％​

​（R6）​

​70％​

​（R9）​

​成​

​果​

​指​

​標​

​15​ ​15～64歳の女性労働力率​

​市：71.5％​

​国：73.2％​

​（R2国勢調査）​

​全国平均以上​

​（R7国勢調査）​



​　　　　市内の中学校、高校、大学において関係機関との連携によりデートDV防止講座​

​を実施したほか、「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ、配偶者暴力​

​根絶のため市民へ普及啓発を行った。​

​　また、従来のDVに関する啓発パンフレットについて、女性だけでなく男性もDV​

​被害者になることがより伝わるよう工夫した改訂版を作成。さらに、市民にあま​

​り認知されていない精神的DVに焦点を当て、ピクトグラムで分かりやすく表現し​

​た啓発パンフレットを新たに作成し、DVに気が付かず、被害が表面化しにくい高​

​齢者のために、高齢者との接点となっている関係機関向けの周知を図った。この​

​ほか、精神的なDVを中心に取り上げた啓発用動画を作成した。​

​　　【評価】​

​　　　　DV防止講座の参加者数については、令和９年度までの目標値80,000人（延べ）​

​に向けて順調に人数を伸ばしている。市民意識調査で判明した、市民が「怒鳴​

​る」、「長時間無視する」、「脅す」などの精神的なDVをDVだと認識していない​

​という結果を踏まえた啓発に取り組むことができた。​

​【今後の方向性】​

​　　　　今後も作成したパンフレットや啓発用動画を活用し、市民への情報発信や普及​

​啓発のほか、様々な支援団体との意見交換及び情報提供を行っていく。​

​　　２　多様な性の在り方への理解の促進と支援​

​　　【主な取組】​

​　　　　性的マイノリティの理解促進に関する取組として、「札幌市パートナーシップ​

​宣誓制度」、「札幌市LGBTフレンドリー指標制度」の運用や、「性的マイノリ​

​ティ電話相談事業」等を実施した。​

​　そのうち、パートナーシップ宣誓制度では、同様の制度を導入する道内全自治​

​体と連携協定を締結したほか、道外の自治体との連携を進めるため、全国的な自​

​治体間連携の枠組みであるパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに道​

​内の自治体が足並みを揃えて加入できるよう、関係自治体間の調整役を担った​

​（令和７年４月１日連携開始）。​

​　さらに、制度を活用した企業での取組を進めるため、LGBTフレンドリー企業の​

​協力により、企業の取組事例集を作成した。​

​　また、性的マイノリティ電話相談の実施回数を月２回に縮小し、新たな相談手​

​法としてLINE相談の試行実施を行った。​

​　　【評価】​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​16​
​DV防止講座の参加者数（延​

​べ）​

​55,715人​

​（R4.3.31）​

​78,217人​

​（R7.3.31）​

​80,000人​

​(R9)​

​成​

​果​

​指​

​標​

​20​
​DVを経験したときに相談し​

​なかった割合​

​37％​

​（R3市調査）​

​20％以下​

​（R8市調査）​



​　　　　LGBTフレンドリー指標制度の登録企業拡大に向けた企業訪問や講師派遣のほ​

​か、当事者を交えた企業同士の意見交換会を新たに実施したことにより、登録企​

​業数は順調に増加している。​

​【今後の方向性】​

​　　　　性的マイノリティ当事者が抱える様々な困難を解消するため、今後もパート​

​ナーシップ宣誓制度やLGBTフレンドリー指標制度、電話相談事業の運用と一層の​

​周知に取り組むほか、LINE相談の本格実施とその周知を進める。​

​　　　　また、多様な広報手法による周知啓発を効果的に実施するなど、性的マイノリ​

​ティに関する市民や企業の理解促進を図る。​

​３　困難や不安を抱える女性への支援​

​【主な取組】​

​　　　　困難を抱える女性支援事業として、女性を対象としたSNS相談の実施、相談員​

​と対面でじっくり話せる場としての相談会や、悩みを抱えた女性たちとの交流を​

​目的とする居場所づくりとしてのワークショップの開催、希望に応じて行政手続​

​きなどの同行支援等を行った。また、行政に繋がりが薄い、主に10代後半から20​

​代の思春期・若年期の女性を対象としたアウトリーチ型支援を実施した。​

​　　　　さらに、困難女性支援法が定める支援調整会議を立ち上げ、代表者会議や実務​

​者会議を開催した。​

​このほか、成人女性が抱える困難の状況やニーズを把握するため、市内在住の​

​18歳～74歳の女性4,000人を対象に、生活状況に関する調査を実施した。​

​【評価】​

​　　　　困難を抱える女性支援事業における相談件数（年間）は策定時数値を大幅に上​

​回る結果となった。​

​　　　　支援調整会議を通じて庁内外の関係機関との活発な情報交換が行われたところ​

​であり、法が求める行政機関と民間団体が対等な立場で協働するという趣旨に​

​沿った連携の場となった。​

​　　　　生活状況に関する調査により、困難を抱える女性への現行の支援制度や相談窓​

​口の情報が必要な人に届いていない可能性が浮かび上がった。​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​17​
​LGBTフレンドリー指標制度登録​

​企業数（延べ）​

​64社​

​（R4.3.31）​

​137社​

​（R7.3.31）​

​150社​

​（R9）​

​成​

​果​

​指​

​標​

​21​

​「性的マイノリティ」という言​

​葉について、内容まで知ってい​

​る人の割合​

​33.3％​

​（R3市調査）​

​50％​

​（R8市調査）​

​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​18​
​困難を抱える女性支援事業にお​

​ける相談件数（年間）​

​288件​

​（R3）​

​725件​

​（R6）​

​360件​

​（R9）​



​【今後の方向性】​

​　　　　支援調整会議などの機会を活用して、各関係機関間の連携を深めると同時に各​

​機関の取組等の情報共有・情報収集を行い、相談窓口や各支援制度の普及啓発に​

​取り組んでいく。​

​また、相談窓口を通じた個別のフォローアップについても引き続き実施する。​

​４　生涯を通じた女性の健康支援​

​　　【主な取組】​

​　　　　若者の性に関する知識の普及啓発事業として正しい避妊方法や性感染症予防の​

​ための相談・指導を行ったほか、保健師や母子保健訪問指導員の訪問により妊​

​娠・出産・育児などに関する相談や保健指導を実施した。​

​　　【評価】​

​　　　　令和６年度の性と健康に関する啓発事業参加者数については順調に推移。​

​　　　　また、広報さっぽろの女性の健康課題特集に協力し、#SAPPORO DIVERSITY​

​　　　FORUMで実施した生理をテーマとした講座の内容を誌面で紹介したことで、広く​

​市民への周知に繋がった。​

​【今後の方向性】​

​今後も生涯を通じた女性の健康の保持・増進のため各ライフステージに応じた​

​正しい情報提供や支援を行うほか、職場や家庭、学校などで、性別に関係なく女​

​性の健康課題への理解を促進する機会を提供していく。​

​　また、広報さっぽろの女性の健康課題特集を契機として、複数の関係機関や企​

​業が女性の健康課題に取り組む流れが生まれているため、協力しながら啓発に取​

​り組んでいく。​
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​項　目​ ​策定時数値​ ​現状値​ ​目標値​

​活​

​動​

​指​

​標​

​19​
​性と健康に関する普及啓発人数​

​（延べ）​

​26,579人​

​（R3）​

​70,238人​

​（R5～R6）​

​130,000人​

​（R5～R9）​



​５　男女共同参画社会形成の進捗状況​

​【基本的指標の現状】​

​◆ 札幌市の人口の将来見通し（各年１０月１日現在）​

​出典：総務省「国勢調査」、札幌市作成​

​◆ 札幌市・北海道・全国・東京都の合計特殊出生率​

​出典：厚生労働省「人口動態統計」​
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​◆札幌市及び全国の持つつもりの子どもの数が持てない場合の理由別割合（複数回​

​答、不詳含まない）​

​出典　札幌市：札幌市まちづくり政策局「令和５年度結婚・出産・子育てに関する市民アンケート」​

​全国：厚生労働省「2021出生動向基本調査」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​◆​​札幌市の単独世帯の推移​

​　　出典：総務省「国勢調査」​
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​◆​​札幌市と全国の共働き世帯と専業主婦世帯の推移​

​　​

​出典：総務省「国勢調査」​

​◆​​札幌市の男女、道内・道外、年齢（５歳階級）別転入超過数（R6中）​

​出典：住民基本台帳より札幌市作成。日本人のみの数値​
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​◆​​各政令市の人口に占める女性割合​

​出典：総務省「R2国勢調査」​

​◆​​男女別15歳以上労働力人口の推移​

​　​

​出典：総務省「国勢調査」​
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​◆​​男女別労働力率（全国・札幌市）​

​出典：総務省「R2国勢調査（不詳補完値）」​
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​【男女共同参画の推進に関する指標の現状】​

​＜基本目標Ⅰ＞　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成​

​(1)　男性は仕事、女性は家事や育児という考え方に対する意識​

​出典：R3市調査​

​(2)​ ​分野ごとの男女の地位の平等感​

​出典：R3市調査​
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​(3)　セクシュアルハラスメントを受けたことがある人の割合​

​出典：R3市調査​
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​＜基本目標Ⅱ＞　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり​

​(4)　ジェンダーギャップ指数（R7）​

​出典：Global Gender Gap Report 2025​

​(5)　管理的職業従事者における女性の割合（札幌市）​

​出典：総務省「R2国勢調査」​
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​(6)　審議会等への女性登用率​

​出典：札幌市：札幌市市民文化局資料、北海道：北海道資料より作成、国：内閣府資料より作成​

​(7)　札幌市職員の女性管理職割合（課長職以上）​

​　　　　　出典：札幌市総務局資料​
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​(8)　男性が育児休業や介護休業を利用することについて​

​出典：R3市調査​

​(9)　育児休業・介護休業を利用する男性が少ない理由（複数回答）​

​出典：R3市調査​
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​(10)　 ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度認証企業数（累計）の推移​

​出典：札幌市市民文化局資料​

​(11)　結婚している人が、１日のうちで家事に要する時間（育児、介護を含む）​

​出典：R3市調査​
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​(12)　民間企業における育児休業取得率（全国・北海道）​

​出典：全国：厚生労働省「雇用均等基本調査」、北海道：北海道「就業環境実態調査」​

​(13)　家族介護における介護者の男女別比率（札幌市）​

​出典：札幌市保健福祉局「要介護（支援）認定者意向調査」​

​26​



​(14)　女性の労働力率 （札幌市）​

​出典：総務省「国勢調査（不詳補完値）」​

​(15)　女性の就業希望者数（全国）​

​出典：総務省「R2国勢調査」​
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​(16)　地域活動のリーダーとして女性の参画を促すために必要なこと​

​出典：R3市調査​

​(17)　避難所運営において男女共同参画の視点から必要な配慮​

​出典：R3市調査​

​28​



​＜基本目標Ⅲ＞　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現​

​(18)　ＤＶを経験したことがある割合​

​出典：R3市調査​

​(19)　配偶者や恋人から行われた行為の暴力としての認識​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：R3市調査​
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​(20)　 札幌市相談機関におけるＤＶ相談件数​

​出典：札幌市市民文化局資料​

​※札幌市相談機関（配偶者暴力相談センター、各区母子・婦人相談員、男女共同参画室）​

​(21)　ＤＶの相談窓口の認知度（複数回答）​

​出典：R3市調査​
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​(22)　ＤＶを経験した際の相談先（複数回答）​

​出典：R3市調査​

​(23)　性暴力被害の相談窓口の認知度（複数回答）​

​出典：R3市調査​
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​(24)　性暴力被害者支援センター北海道SACRACH（さくらこ）の相談件数​

​出典：札幌市市民文化局資料​

​(25)　性的指向に関し起きていると思う人権問題​

​出典：内閣府「H29人権擁護に関する世論調査」​

​(26)　性同一性障害者に関し起きていると思う人権問題​

​出典：内閣府「H29人権擁護に関する世論調査」​
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​(27)　性的少数者に関する制度や相談窓口の認知度（複数回答）​

​出典：R3市調査​

​(28)　性的少数者に対する理解の促進や支援のために必要なこと​

​出典：R3市調査​
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​(29)　全国の自殺者数の前年同月差の推移（男女別）​

​出典：警視庁統計「自殺者数」​

​(30)　女性の有業率（政令指定都市と全国）​

​出典：総務省「R4就業構造基本調査」​
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​(31)　雇用者に占める男女別の非正規の職員・従業員比率（札幌市）​

​出典：総務省「R4就業構造基本調査」​

​(32)　男女の賃金格差（札幌市・北海道・全国）​

​出典　札幌市：札幌市まちづくり政策局「R6毎月勤労統計調査」​

​北海道・全国：厚生労働省「R6毎月勤労統計調査」　　　​
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​(33)　母子世帯・父子世帯の就業状況（従業員上の地位）​

​出典：札幌市子ども未来局「R4ひとり親家庭等の生活と意識に関するアンケート調査」​

​(34)　10代の人工妊娠中絶率（女子人口千対）の推移​

​出典　札幌市：札幌市保健福祉局「札幌市衛生年報」、全国：厚生労働省「衛生行政報告例」​
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​(35)　女性の生涯にわたる健康づくりへの支援策​

​出典：R3市調査​
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​Ⅱ　男女共同参画施策実施状況​





​１　男女共同参画関係事業の実施状況​

​男女共同参画社会の実現に向けた施策・事業について、第５次男女共同参画さっぽろ​

​プランに掲げる基本目標ごとに実施状況を報告します。​

​　なお、実施状況の表の読み方については、以下(1)から(8)のとおりとなります。​

​(1) 基準時点​

​　　  令和７年４月１日​

​(2) 担当局・区、担当部・室​

​当該事業を所管する局・区名及び部・室名を記載している。​

​※　いずれの場合も複数に跨る場合は、事業を主に所管する部・室を記載​

​(3) 基本的方向－基本施策​

​当該事業に対応する基本目標における「基本的方向-基本施策」の番号を記載し​

​ている。​

​(4) 令和６年度実績（決算見込額・実施内容）​

​「決算見込額」は令和６年度の当該事業費の決算見込額（千円）を記載し、「実​

​施内容」は令和６年度実施事業の具体的な内容を記載している。​

​※　経費を伴わない事業もしくは事業費が算出できない場合は「－」としている。​

​(5) 自己評価​

​　　 令和６年度実績について、下記に基づき評価を行っている。​

​　Ａ：概ね予定どおり、もしくは、予定以上の執行ができたもの​

​　Ｂ：事業は実施したが、予定どおりの執行が出来なかったもの​

​　Ｃ：事業の実施を中止したもの​

​(6) 令和７年度実施計画（計画内容・予算額）​

​「計画内容」には、令和７年度実施予定事業の具体的な内容を記載し、「予算​

​額」欄には、令和７年度の当該事業費の予算額（千円）を記載している。​

​※ 経費を伴わない事業もしくは事業費が算出できない場合は「－」としている。​

​(7) 今後の課題と目標​

​当該事業の課題及び目標（今後の方向性など）を記載している。なお、令和６年​

​度に事業を実施しなかった場合、令和６年度で当該事業を終了した場合及び令和７​

​年度に事業を実施しない場合は、その理由を記載している。​

​(8) 関連計画、計画期間​

​　　　当該事業に関連する計画がある場合に計画名及び計画期間を記載している。​
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

1 2 3

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-① 1-① 1-①

子ども向け男女共同参画意識啓発事業
子ども・若者への男女共同参画啓発事
業

生涯学習情報の提供

事業概要

子どもたちが男女共同参画の理念を理
解した上で自己形成ができるよう、子
どもの頃からの男女共同参画への理解
促進に取り組みます。

未来の男女共同参画社会の担い手であ
る子ども・若者に対し、それぞれの年
代や環境に合ったアプローチで、子ど
も・若者特有の課題を取り扱うなど工
夫し、意識啓発を図ります。

男女共同参画に関する自主的活動を促
進するため、男女共同参画センターな
どにおいて、多種多様な情報を広く市
民に提供します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 363 75 －

実施
内容

小学６年生及び中学３年生を対象とし
て、性別による無意識の思い込みの解
消とだれもが自分の意志でいろいろな
活動に取り組みともに責任を担う男女
共同参画社会の考え方を伝えることを
目的としたパンフレットをそれぞれ製
作し、札幌市立小学校及び中学校に提
供した。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

小学６年生及び中学３年生を対象とし
て、性別による無意識の思い込みの解
消とだれもが自分の意志でいろいろな
活動に取り組みともに責任を担う男女
共同参画社会の考え方を伝えることを
目的としたパンフレットをそれぞれ製
作し、札幌市立小学校及び中学校に提
供する。

若年層がジェンダーについて発信でき
る場や若年層同士が繋がりジェンダー
課題を軸としたコミュニティ形成がで
きるきっかけの場を作り、継続的な繋
がりのプラットフォームとしてコミュ
ニティの支援を行っていく。

市民に向けて講演やワークショップ、
オンラインなど様々な手段を用いて、
ジェンダーの情報を発信する。

予算額
(千円) 593 236 －

今後の目標
と課題

子ども達が性別による無意識の思い込
みの解消と男女共同参画の理念を学ぶ
機会を通じて、互いの個性や多様性を
認め合うことや男女共同参画への理解
促進に取り組んでいく。

学校と連携を行い、ジェンダーをテー
マに講演やワークショップの継続をし
ていくだけでなく、若年層が主体的に
ジェンダー課題に取り組めるよう、学
習啓発やコミュニティ創出の場を提供
していく。

市民に向けて講演やワークショップ、
オンラインなど様々な手段を用いて、
ジェンダーの情報を発信する。

関連計画 第4次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和2年度～令和6年度

若年層がジェンダーについて発信でき
る場や若年層同士が繋がりジェンダー
課題を軸としたコミュニティ形成がで
きるきっかけの場を作り、継続的な繋
がりのプラットフォームとしてコミュ
ニティの支援を行った。

・子ども・若者のためのエンパワメン
ト事業（16回）

計16回

市民に向けて講演やワークショップ、
オンラインなど様々な手段を用いて、
ジェンダーの情報を発信した。

・子ども・若者のためのエンパワメン
ト事業（16回）
・ジェンダーイシュー事業（９回）
・企業向けセミナー事業（10回）
・学習アウトリーチ事業（８回）
・誰もが働きやすい環境づくり事業
（３回）

計46回
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

4 5 6

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-① 1-① 1-①

男女共同参画に関する各種啓発資料の
充実

男女共同参画に関する啓発事業の開催 男女共同参画に関する講座の推進

事業概要

男女の固定的な性別役割分担意識や女
性への偏見を是正し、男女共同参画へ
の理解を深めるとともに啓発広報の充
実を目指します。

男女共同参画について市民の理解を深
めるため、パネル展や講演会、ワーク
ショップ等の各種啓発事業を行いま
す。

男女共同参画に関する問題を様々な角
度から見つめ直し、理解と関心を深め
てもらうとともに、男女共同参画につ
いての取組を促すための講座などを開
催します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 60 － －

実施
内容

さまざまな分野のジェンダーに関する
情報や意見の周知、札幌市や男女共同
参画センターの取り組みなどの情報の
発信を目的として、オンラインマガジ
ンでの発信等を行った。
・オンラインマガジン「note」「Local
Gender Magazine Sapporo 小さい空
を、のぞいたら。」の更新。（全12回）

計12回

学校や企業、地域など多様な場に出向
き、出張講座として男女共同参画の学
びや啓発の場を提供した。
・子ども・若者のエンパワメント事業
　出張講座（６回）
・学習アウトリーチ事業　出張講座
（８回）

計14回

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

自主コンテンツを含めた男女共同参画
に関する取組および男女共同参画セン
ターに関する情報発信を行う。また、
メディアに対して広く情報提供を行う
ことでセンターの認知度向上を図る
他、多様な媒体を活用し事業やジェン
ダー課題に関する情報を発信する。

ジェンダー課題に関心のある市民がよ
り学びを深められる講演会やセミ
ナー、学習会などを実施する。

ジェンダー課題に関心のある市民がよ
り学びを深められる講演会やセミ
ナー、学習会などを実施する。

予算額
(千円) 1,359 － －

今後の目標
と課題

様々な分野におけるジェンダー課題に
ついて、社会情勢や市民の関心に合わ
せて広く発信し、市民への意識啓発や
気づきの機会を創出していく。

関連計画

計画期間

ジェンダーに関する取り組みを行う市
内のキーパーソンや団体と連携・協働
することで多様な視点からジェンダー
に関する継続的な学びの機会を提供
し、市民の関心に合わせた様々なテー
マとジェンダーを掛け合わせて事業を
行うことで、広く市民に啓発を行って
いく。

ジェンダーに関する取り組みを行う市
内のキーパーソンや団体と連携・協働
することで多様な視点からジェンダー
に関する継続的な学びの機会を提供
し、市民の関心に合わせた様々なテー
マとジェンダーを掛け合わせて事業を
行うことで、広く市民に啓発を行って
いく。

ジェンダー課題に関心のある市民がより学
びを深められる講演会やセミナー、学習会
などを実施し、ジェンダー課題を自分ごと
として考えられるきっかけの場を提供し
た。

・子ども・若者のためのエンパワメント事
業（16回）
・ジェンダーイシュー事業（９回）
・企業向けセミナー事業（10回）
・学習アウトリーチ事業（８回）
・誰もが働きやすい環境づくり事業（３
回）

計46回
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

7 8 9

中央区 中央区 北区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

男女共同参画に関する啓発事業 中央区みんなの講演会 男女共同参画に関する啓発事業の開催

事業概要

「男女共同参画社会」実現に向けて、
区民の理解を深めるとともに意識啓発
を行うことを目的に、パネル展を行い
ます。

「男女共同参画社会」実現に向けて、
区民の理解を深めることを目的に、講
演及び区内の各住民組織（女性部）の
活動発表やパネル展を開催します。

男女共同参画に関する啓発ポスターや
懸垂幕を掲出し、区民の男女共同参画
に関する意識を高めることを目指しま
す。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 374 －

実施
内容

〇男女共同参画パネル展
　日程：６月23日（日）～28日（金）
　内容：パネルの展示
　場所：中央区民センター

〇中央区みんなの講演会
　日程：10月23日（水）
　場所：札幌市教育文化会館
　内容：男女共同参画に係る講演、
　　　　地域住民によるステージ
　　　　発表、パネル展
　入場者数：234人

男女共同参画週間ポスター掲示及び研
修等を活用した区民への啓発
期間：6月23日（日）～29日（土）
会場：北区役所
内容：区役所内掲示板にポスターを掲
示、啓発物品の配布
【ポスター内容】
・家庭、職場、暮らし、地域の中での
男女共同参画について等
【啓発物品の配布】
・青年育成委員会委員研修会参加者及
び一般来庁者にパンフレット等を配布

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

〇男女共同参画パネル展
　日程：６月23日（月）～27日（金）
　内容：デジタルサイネージによるパ
ネルの展示
　場所：中央区複合庁舎３階

〇中央区みんなの講演会
　日程：10月26日（日）
　場所：札幌市教育文化会館
　内容：男女共同参画に係る講演、
　　　　地域住民によるステージ
　　　　発表、パネル展
　入場予定者数：300人

男女共同参画週間ポスター掲示及び研
修等を活用した区民への啓発
期間：6月23日（月）～29日（日）
会場：北区役所
内容：区役所内掲示板にポスターを掲
示、啓発物品の配布
【ポスター内容】
・家庭、職場、暮らし、地域の中での
男女共同参画について等
【啓発物品の配布】
・青年育成委員会委員研修会参加者及
び一般来庁者にパンフレット等を配布

予算額
(千円) － 440 －

今後の目標
と課題

区民に対し、男女共同参画の意義をよ
り理解してもらうため、継続して広報
及び啓発活動を実施したい。

区民に対し、男女共同参画の意義をよ
り理解してもらうため、継続して広報
及び啓発活動を実施したい。

男女共同参画に関する効果的な啓発事
業について検討し、区民の意識が高ま
るよう取り組んでいきたい。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

10 11 12

東区 白石区 厚別区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

男女共同参画に関する啓発事業の開催 男女共同参画に関する啓発事業の開催 男女共同参画に関する啓発事業の開催

事業概要

女性団体を中心とした実行委員会の
チャリティーバザー実施支援及び男女
共同参画に関する理解を深める講演会
を共催実施します。

男女共同参画への理解を推進するた
め、パネル展を開催し、広報・啓発活
動の充実を目指します。

男女の固定的な性別役割分担意識や女
性への偏見を是正し、男女共同参画へ
の理解を深めるとともに啓発広報の充
実を目指します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 108 － －

実施
内容

東区人と人のつどい実行委員会事業
○盲導犬チャリティーバザー
日時：９月27日（金）
会場：東区民センター２階大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区
食生活改善推進員協議会、東区女性学
級連絡会、東区連合町内会女性部連絡
会
協力：東区年輪の会、東区民センター
運営委員会

男女共同参画週間啓発事業
期間：6月24日（月）～28日（金）
会場：厚別区役所、厚別区内地下鉄駅
構内掲示板
内容：区役所庁舎内のデジタルサイ
ネージ及び戸籍住民課待合スペースの
モニターを活用した啓発画像の配信、
区内地下鉄駅構内掲示板へのポスター
掲示、区民センター壁面に懸垂幕の掲
出、庁内放送の実施

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

東区人と人のつどい実行委員会事業
○盲導犬チャリティーバザー
日時：９月12日（金）
会場：東区民センター２階大ホール
<実行委員会構成〉
主管：東区女性サークル連絡会、東区
食生活改善推進員協議会、東区連合町
内会女性部連絡会
協力：東区年輪の会、東区民センター
運営委員会

男女共同参画に係る啓発
１　実施期間
　①デジタルサイネージを利用した啓
発：６月23日（月）～６月29日（金）
　②啓発：10月11日（土）
２　実施場所
　①白石区複合庁舎
　②白石区民センター
３　実施内容
①パネル展：白石区複合庁舎内のデジ
タルサイネージに啓発画像を掲載。
②啓発：啓発物品を「白石区中学生の
出張発表会」来場者へ配布。

男女共同参画週間啓発事業
期間：6月23日（月）～27日（金）
会場：厚別区役所、厚別区内地下鉄駅
構内掲示板
内容：令和６年度と同一の内容を実施
予定

予算額
(千円) 338 － 30

今後の目標
と課題

東区人と人のつどい実行委員会に参加
されている各団体の協力の枠組みを強
化し、より円滑な運営を目指すととも
に、多くの区民に理解を得られるよう
な事業を実施する。

男女共同参画の意義について、より多
くの区民から理解を得られるよう、広
報・啓発活動を今後も継続していく。

より効果的な広報、啓発活動を目指
し、男女共同参画に対する区民の理解
が得られるよう努める。

関連計画

計画期間

男女共同参画パネル展、啓発
１　実施期間
　①パネル展：６月24日（月）～６月28日
（金）
　②啓発：⑴７月～11月、⑵10月12日
（土）
２　実施場所
　①白石区民センター
　②白石区民センター
３　実施内容
①パネル展：白石区民センターロビーを使
用してパネル展を実施した。
②啓発：啓発物品を⑴「白石区寿大学」の
受講者へ配布、⑵「白石区中学生の出張発
表会」来場者へ配布した。
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

13 14 15

豊平区 清田区 南区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

男女共同参画に関する啓発事業の開催 男女共同参画に関する啓発事業の開催 男女共同参画に関する啓発事業の開催

事業概要

男女の固定的な性別役割分担意識や女
性への偏見を是正し、市民の男女共同
参画への理解を深めるため、広報・啓
発活動を実施します。

男女の固定的な性別役割分担意識にと
らわれず、個性と多様性を尊重する社
会の実現に向けて、男女共同参画への
理解を深めるための啓発活動を展開し
ます。

男女の固定的な性別役割意識にとらわ
れず、個性と多様性を尊重する社会の
実現に向けて、男女共同参画への理解
を深めるとともに啓発広報の充実を目
指します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － －

実施
内容

区民センター、所管コミュニティ施設
内で啓発ポスターの掲示及びパンフ
レットの配布を行った。

男女共同参画週間啓発事業
期間：６月21日（金曜日）～７月１日
（月曜日）
会場：清田区役所２階ロビー
内容：ポスター掲示及びパンフレット
当の啓発品の配布や、庁舎壁面への懸
垂幕の掲出

男女共同参画週間に関する啓発事業
期間：６月23日（日）～６月29日
（土）
内容：
①区役所庁舎内・地下鉄真駒内駅掲示
板・区内各まちづくりセンター・商業
施設（イオン札幌藻岩店）に男女共同
参画週間ポスターを掲出
②区役所正面玄関脇の壁面に懸垂幕を
設置
③商業施設（イオン札幌藻岩店）で啓
発品の配布（６月25日（火）)

自己評価 A A Ａ

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

執務室内で来庁者向けに男女共同参画
啓発物品を配布する。

男女共同参画週間啓発事業
期間：６月23日（月曜日）～６月27日
（金曜日）
会場：清田区役所１階ロビー

男女共同参画週間に関する啓発事業
期間：６月23日（月）～６月29日
（日）
内容：
①区役所庁舎内・地下鉄真駒内駅掲示
板・区内各まちづくりセンター・商業
施設（イオン札幌藻岩店）に男女共同
参画週間ポスターを掲出
②区役所正面玄関脇の壁面に懸垂幕を
設置
③商業施設（イオン札幌藻岩店）で啓
発品の配布（６月24日（火）)

予算額
(千円) － － －

今後の目標
と課題

事業継続に当たって、より効果的な事
業の実施方法を検討する。

当該事業を継続することで、区民への
男女共同参画への関心を高めてもら
い、理解を得られるように取り組む。

今後も継続し、より多くの区民（市
民）に理解が得られるよう取り組む。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

16 17 18

西区 手稲区 手稲区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

男女共同参画に関する啓発事業の開催
男女共同参画等に関する学習事業の実
施

男女共同参画に関する啓発事業の開催

事業概要

男女共同参画社会の実現に向けた意識
啓発の一環として、男女共同参画を
テーマとしたパネル展等を開催しま
す。

男女共同参画等について市民の理解を
深めるため、市民団体「ジェンダーフ
リーていね」との共催によりパネル展
や公開学習会等の各種事業を実施しま
す。

男女共同参画について市民の理解を深
めるため、市民団体「ジェンダーフ
リーていね」との共催によりパネル展
や公開学習会などの各種事業を実施す
るとともに、懸垂幕の掲示や啓発物品
の配布を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － －

実施
内容

〇男女共同参画週間啓発事業
期間：６月24日（月）～30日（日）
場所：西区役所、西区民センター
内容：ポスター展示、啓発品の配架、
掲揚旗の掲揚、庁内放送

１.男女共同参画パネル展
期間：６月21日（金）～６月26日
（水）
場所：手稲駅自由通路「あいくる」

２.男女共同参画公開学習会
日時：７月９日（火）18：30～20：00

懸垂幕の掲示
期間：６月24日（月）～６月28日
（金）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

〇男女共同参画週間啓発事業
期間：６月23日（月）～30日（月）
場所：西区役所、地下鉄琴似駅
内容：ポスター展示、啓発品の配架、
掲揚旗の掲揚、庁内放送

１.男女共同参画パネル展
期間：６月18日（水）～６月24日
（火）
場所：手稲駅自由通路「あいくる」

懸垂幕の掲示
期間：６月23日（月）～６月30日
（月）

予算額
(千円) － － －

今後の目標
と課題

今後も啓発事業を継続することで、よ
り多くの区民に男女共同参画社会への
理解が得られるように取り組む。

男女共同参画について、より多くの区
民に関心をもってもらえるような機会
を提供する。

男女共同参画について、より多くの区
民に関心をもってもらえるような機会
を提供する。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

19 20 －

教育委員会 教育委員会 まちづくり政策局

総務部 学校教育部 政策企画部ユニバーサル推進室

1-① 1-① 1-①

さっぽろ市民カレッジ 人間尊重の教育 ユニバーサル推進事業

事業概要

市民の自己充実や生きがいづくりを支
援し、学習の成果を地域社会の発展な
どにつなげるため、生涯学習センター
を拠点として、市民の多様な学習ニー
ズに対応する学習機会を提供する。当
該事業の中で、起業やビジネススキル
アップ、社会技能の向上に資する講座
を開講し、多様な生き方の選択や社会
進出を支援します。

「人間尊重の教育」のガイドラインに
基づき、一人一人が自分が大切にされ
ていると実感できる学校づくりについ
て、教職員の意識向上、校種間の連携
による取組、子ども自身の振り返りの
手だての構築を図ります。

「誰もが互いにその個性や能力を認め
合い、多様性が強みとなる社会」（共
生社会）の実現に向けて、ユニバーサ
ル展開プログラムの策定・管理等によ
るユニバーサル関係施策の推進のほ
か、（仮称）共生社会推進条例の制定
検討等を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 979 17,705

実施
内容

心理学の視点から差別や偏見が起こる
仕組みを学び、多様性について考える
「多様性を尊重する社会を考えよう」、
ハンドメイドで起業するために必要な
手順や長く活動を続けるためのポイン
トを学ぶ「ＨＡＮＤＭＡＤＥをビジネ
スにしよう」、「もっと！ＨＡＮＤＭＡ
ＤＥビジネス」、無料デザインツール「
Canva」の基本的な使い方を体験し、
副業や在宅ワークへの活用方法を学ぶ
「はじめてのCanva入門・デザイン編
（年２回開講）」の計５講座を実施し
た。

1.ユニバーサル展開プログラムの策定
（令和６年６月）
２．共生社会バリアフリーシンポジウ
ムin札幌の開催（令和６年８月）
３．札幌市ユニバーサル推進本部会議
の開催（令和６年11月）
３．札幌市誰もがつながり合う共生の
まちづくり条例の制定（令和７年３
月）及び条例制定に向けた外部有識者
会議の運営や各種意見聴取の実施

自己評価 Ａ A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、男女共同参画の理解促進を
進めるような講座を行う。

令和７年４月１日から施行された「札
幌市誰もがつながり合う共生のまちづ
くり条例」の普及啓発を進めるととも
に、札幌市ユニバーサル推進本部会議
の開催や、附属機関の設置、施策間連
携を目的としたイベントを開催するな
ど、関係施策の一層の推進を図る。

予算額
(千円) － 1,800 15,000

今後の目標
と課題

今後も男女共同参画について考えるこ
とのできる講座を実施していきたい。

ユニバーサル関係施策の適切な進捗管
理を行うことなどを通じて、施策等の
スパイラルアップを図るほか、市民や
事業者との協働促進策の具体的な検討
を行っていく。

関連計画
①第２期札幌市教育振興基本計画
②第３次札幌市生涯学習推進構想

第２期札幌市教育振興基本計画 ユニバーサル展開プログラム

計画期間
①令和６年度～令和15年度
②平成29年度から概ね10年間 令和６年度～令和15年度 令和５年度～令和13年度

・札幌市学校教育の基盤に位置付け、ガイドライ
ンの活用促進や「人間尊重の教育」フォーラムな
どを実施し、教職員の意識の向上を図った。
・「人間尊重の教育」推進事業を実施し、「多様
な性」「アイヌ民族」「子どもの権利」をテーマ
に研究推進校による実践研究を進めた。
・子ども一人一人が「自分が大切にされている」
と実感できる学校づくりに参画できるよう「さっ
ぽろっ子自治的な活動」を推進するとともに、新
たに「さっぽろっ子サミット」を実施し、全市の
子どもが参画できる機会を拡充した。
・市民講座を開設し、多様性に向き合い、一人一
人を大切にする学校教育の在り方について周知を
図った。

・札幌市学校教育の基盤に位置付け、ガイドライ
ンの活用促進や「人間尊重の教育」フォーラムな
どを実施し、教職員の意識の向上を図る。
・「人間尊重の教育」推進事業を実施し、研究推
進として「多様性に向き合う学校教育の推進」、自
治的な活動推進として、「『子どもの声を聴く』学
校教育の推進」をテーマに、研究推進校による実
践研究を進める。
・子ども一人一人が「自分が大切にされている」
と実感できる学校づくりに参画できるよう、自校
及びパートナー校における自治的な活動推進の重
点として、昨年度に引き続き「さっぽろっ子サ
ミット」を実施し、全市の子どもが参画できる機
会を拡充する。
・市民講座を開設し、多様性に向き合い、一人一
人を大切にする学校教育の在り方について周知を
図る。

・引き続き、「人間尊重の教育」を基盤に位
置付け、全ての教育活動において充実が図ら
れるよう継続する。
・教職員のより一層の意識の向上を図るた
めに、「人間尊重の教育」フォーラムや推進
事業の充実を図る。
・さっぽろっ子自治的な活動のより一層の
推進を図り、子どもの相互承認の感度を高め
る。
・保護者、地域にも「人間尊重の教育」の
大切さを周知し、理解を広げていく。
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

21 22 23

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

公的な催事における託児の実施 国際社会と連動した情報発信
男女共同参画活動団体とのネットワー
ク構築・強化

事業概要

乳幼児を持つ親が札幌市の主催する講
座や催事に参加できるようにするた
め、一時的な託児を実施するよう努め
ます。

国際社会と連動しながらジェンダー平
等を推進することを目的に、国際社会
の潮流や各国の情報を受発信し、グ
ローバルな視点で私たちの社会を見つ
めます。

男女共同参画に関する活動を行う市内
外の団体、機関とネットワークを構築
し、情報交換・意見交換、各種事業の
連携を図ります。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － －

実施
内容

子育て等を行いながらも事業に参加し
やすい環境を整えるため、希望に応じ
て託児を利用できる環境を準備した。

国際的な視点からビジネスの作り方や
多様なキャリアを選択することについ
て考える機会を提供した。
誰もが働きやすい環境づくり事業
・起業支援セミナー「海外で働くとい
う生き方ー故郷北海道や家族と繋がり
ながら」
・ワークショップ「北欧から学ぶ！持
続可能なビジネスの作り方」

「困難を抱える女性支援におけるアン
ケート調査」として、困難を抱える女
性支援に携わる北海道内の機関、団体
の実態を調査し、課題を明らかにし
た。（１回）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

子育て等を行いながらも事業に参加し
やすい環境を整えるため必要に応じて
託児を設けることで、学びの促進を図
る。

男女共同参画の推進にあたり、国際的
な情報を持ち多様な事業展開を図るた
め情報交換や国際交流活動の支援を実
施する。

男女共同参画に関する活動を行う市内
外の団体や機関とネットワーク構築の
ため情報交換・意見交換を行う他、事
業等においても連携を行うことで継続
的なネットワーク構築を進めていく。

予算額
(千円) 56 － 145

今後の目標
と課題

事業において積極的に託児を実施し、
子育て等を行いながらも学びの場に参
加できるよう環境整備を行う。

海外で活躍する専門性の高い女性を支
援する団体や機関と協力し、国際的な
視点からジェンダー平等について発信
し、理解を深める場を提供する。

男女共同参画に関する活動を行う団体
や機関同士のネットワークを構築する
だけでなく、各団体や機関の人材不足
の課題解決のためにジェンダー課題に
関心のある市民へのエンパワメントを
行うための事業も併せて行っていく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

24 25 26

市民文化局 東区 厚別区

男女共同参画室 市民部 市民部

1-② 1-② 1-②

男女共同参画活動団体への支援 各種女性団体・グループへの支援 各種女性団体・グループへの支援

事業概要

男女共同参画に関わる活動を行う市民
活動団体の活動支援を行います。ま
た、団体が男女共同参画の視点を持ち
ながら活動を継続していくために必要
な団体運営や資金調達に関する研修の
実施や情報提供を行います。

東区内の女性団体主催の体育大会に対
して後援を行い、開催場所の確保及び
必要物品の提供等の支援を実施しま
す。

女性団体・グループ等に対して活動の
場を提供し、自主的な活動への支援を
行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 118 － －

実施
内容

「女性支援のはじめの一歩～知りた
い、学びたいあなたへ～」をテーマに
市民が女性を取り巻く社会情勢や女性
支援団体の取り組みを広く学ぶことが
できる場を提供した。（５回）

令和４年度事業終了
令和５年度以降実施なし

自己評価 A A －

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

団体にとってより良い団体運営をして
いくための学びの場を創出するため男
女共同参画に関わる団体に対し、活動
支援を行う。

令和４年度事業終了
令和５年度以降実施なし

予算額
(千円) 299 － －

今後の目標
と課題

男女共同参画活動団体の持つ課題感や
社会的な課題の解決を目指し、女性を
取り巻く社会状況を広く市民に伝える
ことや、支援者育成のための事業を
行っていく。

毎年行われている事業として定着して
いるため、各団体の自立性を高めなが
ら今後も継続して支援する。

今後活動が再開した場合は、支援を行
うこととしたい。

関連計画

計画期間

○東区ママさんバレーボール協議会
・春季大会　５月11日（日）東区体育館　
・秋季大会　11月９日（日）東苗穂小学校
・親善大会　11月30日（日）東区体育館
○東区婦人卓球サークル連絡会
・団体戦　４月24日（木）東区体育館
・団体戦　７月10日（木）東区体育館
・ダブルス戦　11月６日（木）東区体育館
○東区婦人ソフトテニス連絡会
・交流会　４月４日（金）東区体育館
・4区対抗大会 ４月11日（金）
・春季大会　６月９日（月）美香保公園
・秋季フェスティバル　９月８日（月）美
香保公園
・秋季大会　10月30日（水）東区体育館
・交流ゲーム会　３月６日（金）東区体育
館

○東区ママさんバレーボール協議会
・春季大会　５月19日（日）東区体育館　
・秋季大会　９月29日（日）東苗穂小学校
・親善大会　11月17日（日）東区体育館
○東区婦人卓球サークル連絡会
・団体戦　４月25日（木）東区体育館
・団体戦　８月１日（木）東区体育館
・ダブルス戦　11月７日（木）東区体育館
○東区婦人ソフトテニス連絡会
・交流会　４月５日（金）東区体育館
・春季大会　６月10日（月）美香保公園
・秋季フェスティバル　９月９日（月）美
香保公園
・秋季大会　10月30日（水）東区体育館
・交流ゲーム会　３月７日（金）東区体育
館
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

27 28 29

豊平区 南区 南区

市民部 市民部 市民部

1-② 1-② 1-②

各種女性団体・グループへの支援 各種サークル等の交流事業の支援
各種女性スポーツ団体・グループへの
支援

事業概要

豊平区内の女性団体主催の体育大会に
対して後援を行い、開催場所及び必要
物品の提供などの支援を実施します。

区内において、社会貢献活動を行う女
性団体の交流事業を支援します。

南区内の女性スポーツ団体の主催大会
に対して共催・後援するとともに、必
要物品提供等の支援を行います。
※各団体とも主幹は関係団体。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 37 － 359

実施
内容

１　南区女性団体協議会
日時：令和６年５月７日（火）
内容：
今後の運営方針について協議、検討
結果：令和６年８月31日（土）をもっ
て当該団体の解散を決定。

１　南区レディースバドミントン大会
・５月25日（木）
２　南区レディース卓球大会
・６月19日（月）（団体ダブルス戦）
・８月21日（月）（団体戦）
３　南区長杯ママさんバレーボール大
会
・５月13日（土）
４　南区ママさんバレーボール大会
・７月22日（土）
５　南区レディースミニバレー大会
・10月19日（木）

自己評価 A － A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

　豊平区内の女性団体主催の体育大会
に対して後援を行い、開催場所及び必
要物品の提供などの支援を実施する。
・豊平区ママさんバレーボール春季大
会　
・豊平区ママさんバレーボール秋季大
会
・豊平区ママさんソフトボール春季大
会
・豊平区長旗争奪ママさんソフトボー
ル大会

令和６年度に解散したため令和７年度
以降実施なし

１　南区レディースバドミントン大会
・５月23日（木）
２　南区レディース卓球大会
・６月17日（月）（ダブルス戦）
・８月19日（月）（団体戦）
３　南区長杯ママさんバレーボール大
会
・５月18日（土）
４　南区ママさんバレーボール大会
・９月21日（土）
５　南区レディースミニバレー大会
・10月17日（木）

予算額
(千円) 37 － 359

今後の目標
と課題

本事業は、男女共同参画の実現や多様
性を尊重する意識の醸成に大きく寄与
していることから、今後も継続して支
援を行っていく。

－

今後も団体の自立性を高めるため、必
要とされる支援の在り方を検討してい
く。

関連計画

計画期間

　豊平区内の女性団体主催の体育大会に対
して後援を行い、開催場所及び必要物品の
提供などの支援を実施した。
・豊平区ママさんバレーボール春季大会　
　５月23日（木）　豊平区体育館
・豊平区ママさんバレーボール秋季大会
　９月19日（木）　清田区体育館
・豊平区ママさんソフトボール春季大会
　６月13日（木）清田公園グラウンド
・豊平区長旗争奪ママさんソフトボール大
会
　９月10日（火）　月寒公園高台野球場
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

30 31 32

手稲区 市民文化局 市民文化局

市民部 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-③ 1-③

各種市民団体・グループへの支援 男女共同参画センター相談事業の推進
テクノロジー分野における男女格差の
解消

事業概要

市民団体・グループの自主的な活動に
対し、活動場所や必要物品等を提供し
ます。

家庭や社会の中で生じる様々な問題に
対して、各種相談を通し、相談者自ら
が解決できる力をつけるよう適切なア
ドバイスを行います。

情報化社会の中で男女が共に自立した
生活ができるよう、テクノロジー分野
における男女格差の解消につながるよ
うな情報提供や学習機会の提供を行い
ます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 781 －

実施
内容

１.ジェンダーフリーていね定例会
日時：毎月第１月曜日　10：30～11：
30
場所：手稲区役所会議室

２.手稲区ママさんバレーボール親善大
会（区内８チーム）
日時：10月20日
場所：手稲鉄北小学校

女性に向けた各種相談窓口の設置およ
び、若年女性に向けた居場所事業を行
い、女性が抱える困りごとに広く対応
をした。

・女性のための総合相談（通年）
・女性のための法律相談（21回）
・ガールズトークルーム（16回）
・womens LINE（通年）

女子中高生に向けたキャリアプログラ
ム提供を行っているgirlsUnlimited
Programと共催で、「girlsUnlimited
Program in札幌」を開催し、女子中高
生の将来の選択肢を増やすことや視野
が広がる機会の提供を行った。

・協力事業「girls Unlimited Program in
Sapporo 2024」（５回）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１.ジェンダーフリーていね定例会
日時：毎月第１月曜日　10：30～11：
30
場所：手稲区役所会議室

女性が抱える困りごとに広く対応する
総合窓口と法的な課題について弁護士
が対応する窓口を開設する他、若年層
が対面で気軽に足を運べる居場所づく
りを行う。
相談窓口への相談のハードルを下げる
こと、相談や支援に繋がりにくい人に
つなげることを目的にアウトリーチ支
援を行う。支援の現
場から見えてきた課題についても広く
発信する。

職業選択におけるジェンダー課題とい
う視点で、テクノロジー分野を含めた
多様な選択について情報提供を行い、
アンコンシャス・バイアス払しょくの
機会を提供する。

予算額
(千円) － 1,185 －

今後の目標
と課題

市民団体・グループの自立性を高めな
がら、今後も継続して支援を行ってい
く。

各種相談において様々なニーズを
キャッチし、適切な関係機関への繋ぎ
や女性が安心して繋がることのできる
場所づくりを行っていく、併せて、そ
の中から見えてきた課題を広く発信し
ていく。

女性のキャリア構築をジェンダーの視
点から広く考えられる事業等を実施す
る。特に、STEAM分野における進路選
択など、ジェンダーに捉われずに人生
を選択していくことができるような意
識啓発を行っていく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅰ　男女共同参画の実現や多様性を尊重する意識の醸成】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

33

市民文化局

男女共同参画室

1-③

ホームページや情報システムによる情
報収集・提供

事業概要

市民のニーズに応じた男女共同参画に
関する情報を適時適切に提供するた
め、ホームページの充実を図るほか、
男女共同参画センターの情報システム
により男女共同参画に関する団体やイ
ベント情報を収集・発信します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) －

実施
内容

ホームページにて男女共同参画に関す
る団体やイベントなどの情報提供を実
施した。
・男女共同参画センターホームページ
・男女共同参画センターFacebookペー
ジ
・男女共同参画センターInstagram
・男女共同参画センターpeatix

自己評価 A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

ホームページにて男女共同参画に関す
る団体やイベントなどの情報提供を実
施する。
・男女共同参画センターホームページ
・男女共同参画センターFaceBookペー
ジ
・男女共同参画センターInstagram
・男女共同参画センターpeatix

予算額
(千円) －

今後の目標
と課題

事業の広報のための活用だけでなく、
事業の様子を視覚的に分かりやすく市
民に伝えることで、参加者獲得に繋げ
ていく。また、情報発信を頻繁に行う
ことで、情報発信媒体としての認知度
を高めていく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

34 35 36

総務局 市民文化局 市民文化局

職員部 男女共同参画室 男女共同参画室

1-① 1-① 1-①

事業名 札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 意思決定過程への女性の参画の推進 女性の人材発掘とデータの収集・整備

事業概要

市女性職員の積極的な登用や職域拡大
に努めます。

社会活動のあらゆる分野における女性
の人材を広く発掘し、審議会等への登
用促進に活用します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － －

実施
内容

１　任用における男女平等の徹底
２　適材適所主義の積極的推進
【参考】女性職員数及び登用状況
※項目、女性職員数、女性割合の順で
掲載
※令和７年４月1日時点の数値
※特別職、現業職、教職員、派遣受入
職員を除く
　局長職：7人　14.0%
　部長職：53人　18.5%
　課長職：116人　17.1%
　係長職：424人　18.7%
　課長職以上：176人　17.3%
　総職員数：4,337人　35.0%

庁内ホームページにおいて、審議会等
への女性委員登用を呼びかけたほか、
女性委員登用状況を掲載し、促進を
図った。
また、女性委員登用率の目標値（40
％）を下回る審議会等の所管課に対し
ヒアリングを行い、個別に女性委員登
用を促した。

女性委員選考の参考となるよう、審議
会等委員の就任歴を有する女性の情報
を集約した「審議会等女性委員リス
ト」を作成しているため、本リストに
ついて、庁内ホームページにて周知を
図り、希望する審議会等所管課に対し
情報提供を行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

役職者の仕事の魅力発信や昇任後の不
安解消のために、女性役職者のロール
モデル紹介事業を実施するほか、令和
６年度から新たに導入したキャリアサ
ポート制度により、育児短時間勤務等
を活用する職員が、育児をしながら新
たな業務分野等に挑戦することを支援
する。
また、前年に引き続き、男女差のない
任用や女性の職域拡大など、環境整備
を推進していく。

引き続き、改選期を迎える審議会等の
所管課に対しヒアリングや女性委員登
用の促進依頼を行い、所管課から外部
団体へ推薦依頼をする際の働きかけを
強化するよう要請する。

引き続き、庁内ホームページにおい
て、「審議会等女性委員リスト」の情
報提供が可能である旨を周知するとと
もに、常時利用できるよう本リストを
更新する。

予算額
(千円) － － －

今後の目標
と課題

札幌市子育て・女性職員応援プラン
（令和２年８月策定）において、令和
７年度末までに女性管理職割合を19％
以上とすることを目標としている。

女性委員の登用促進に向け、審議会等
の所管課に対し都度要請を行っている
ものの、登用率は近年ほぼ横ばいで、
依然目標値には届かない。
令和９年度までに女性委員の登用率
40%以上を達成できるよう、今後も個
別の働きかけ等を進めていく。

今後も女性人材の発掘に努めるととも
に、審議会等所管課に対し積極的なリ
ストの活用を提案するなど、情報提供
の充実を図る。

関連計画 札幌市子育て・女性職員応援プラン

計画期間 令和２年度～令和７年度

審議会等委員の外部団体への推薦依頼に
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

37 38 －

市民文化局 人事委員会事務局 消防局

男女共同参画室 人事委員会事務局 総務部

1-① 1-① 1-①

事業名 審議会等委員への女性の登用促進 市職員の昇任意欲を喚起する取組 女性消防吏員の増員に向けた広報

事業概要

市政における政策・方針決定過程への
女性の参画を拡大するため、審議会等
への女性の登用の目標を40％とし、こ
の目標値の早期達成を目指します。

男女を問わず多様で有能な人材の登用
が組織の活性化や市民サービスの向上
につながることから、市職員の昇任意
欲を喚起する取組を推進します。

女性消防吏員の増員に向け、より効果
的な広報活動等に努める。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － 1,177

実施
内容

庁内ホームページにて女性委員登用促
進を呼びかけたほか、登用率が目標値
を下回る審議会等の所管課に対し、個
別にヒアリングを実施した。所管課が
希望する場合には、女性委員選考の参
考として「審議会等女性委員リスト」
を提供した。
また、女性委員登用率によらず、今後
改選期を迎える審議会等の所管課に対
し、女性委員の登用促進のため依頼文
を送付した。
女性登用率：33.4％（令和７年３月31
日時点）

・出産や育児を理由とした１次試験免
除期間の延長制度の実施
・係長試験第１次試験会場において、
託児サービスを実施
・受験者の試験勉強に係る負担を軽減
するため、令和５年度以降は難易度の
低減及び試験範囲縮小等の制度改正を
行った上で試験を実施
・令和６年度女性職員受験率：28.0％

・「バーチャルオフィスツアー」とし
て、女性専用設備等の職場内を撮影し
たVR動画を作成し、リアルな職場見学
を行えるようにした。
・女性消防吏員の働き方及び採用促進
に関するWEB広告を実施した。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、審議会等所管課へのヒアリ
ング、女性登用促進依頼の実施、女性
人材情報の提供を行い、女性登用を促
進する。

・前年度同様に、１次試験免除期間の
延長制度及び託児サービスを継続実施
し、子育て中の職員が受験しやすい体
制を整える。
・全庁の各職場を対象として、係長試
験制度に関する出前説明会を実施する
とともに、令和６年度試験の最終合格
者による合格体験記を庁内HPに掲載
し、昇任意欲喚起を図る。
・任命権者が行う職員の多様なキャリ
ア形成支援策の実施状況や効果を注視
しつつ、令和５年度の試験制度変更後
の受験率等も踏まえて、今後の昇任試
験制度のあり方について適宜検討を行
う。

・SNSやホームページ、採用パンフ
レット等を活用した広報の実施
・高校、大学等での業務説明会や民間
主催の企業説明会への参加などによる
広報の実施

予算額
(千円) － － －

今後の目標
と課題

女性委員の登用促進に向け、審議会等
の所管課に対し都度要請を行っている
ものの、登用率は近年ほぼ横ばいで、
依然目標値には届かない。
令和９年度までに女性委員の登用率
40%以上を達成できるよう、今後も個
別の働きかけ等を進めていく。

・昇任意欲喚起について様々な取組を
行っているが、係長試験の受験率は令
和元年度以降、男女ともに減少傾向に
ある。このため、受験率減少の要因を
把握し効果的な昇任意欲喚起の取組に
ついて、任命権者とともに検討してい
く必要がある。
・目標値である女性の係長試験受験率
35％以上（令和９年度）の達成を目指
し、引き続き昇任意欲喚起に取り組
む。

引き続き、女性消防吏員の認知獲得と
消防業務への理解促進を目指した広報
活動を行っていき、女性の採用試験受
験者の増加を目指す。

関連計画

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和７年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②札幌市子育て・女性職員応
援プラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

39 40 41

総務局 市民文化局 市民文化局

職員部 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

事業名
市職員のセクシュアルハラスメント等
の防止に関する啓発

男女が共に活躍するための意識啓発 女性の継続就業に関する啓発

事業概要

職場におけるセクシュアルハラスメン
トや妊娠、出産、育児等に関するハラ
スメント行為の防止に向けて、今後も
各種研修や服務通知等を通じて、職員
全体に対する意識啓発を行います。

男女が共に働きやすい社会を目指し、
札幌市の女性を取り巻く環境の実情
や、様々な活躍の形を共有することに
加え、女性に限らず、男性や企業、学
生などが様々な立場から課題解決の方
向性や方策を見出す場として、官民協
働のフォーラム等を開催します。

男女双方の労働者が仕事と家庭の両立
を進められるよう男女雇用機会均等法
や育児介護休業法の一層の周知徹底を
図るほか、制度・仕組みづくりやマネ
ジメントについての学習機会を提供す
るなど、女性が継続して働き続けられ
るような啓発を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 3,265 －

実施
内容

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修での啓発
３ 各種通知の発出による啓発
４ 職員研修センターのDVD教材の活用
促進

令和５年度から「さっぽろ女性活躍・
働き方改革応援事業」を統合し、「男
女がともに活躍できる環境づくり応援
事業」として、誰もが暮らし働きやす
い社会の実現を目指し、市民・企業向
けの#SAPPORO DIVERSITY FORUM
の開催や、家事・育児シェアをテーマ
にした冊子や動画を通じた意識変容を
目指す普及啓発を実施した。

公益財団法人母子衛生研究会との協力
事業として母子保健の普及啓発を目的
に就業中の妊婦とパートナーを対象に
男性の家庭参画や育児介護休業法の周
知を行った。

自己評価 A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１ 相談窓口の運営・周知
２ 職員研修での啓発
３ 各種通知の発出による啓発
４ DVD教材の活用促進
５ ハラスメントの防止に向けた職員ア
ンケートの実施

誰もが暮らし働きやすい社会の実現を
目指し、市民・企業向けの#SAPPORO
DIVERSITY FORUMを庁内や民間団体
や事業者と連携しながらこれまでのオ
ンライン形式から対面＋オンデマンド
配信形式に切り替えて開催するほか、
家事・育児シェアをテーマにした冊子
や動画を通じた意識変容を目指す普及
啓発を実施する。

就労継続のための学習会の実施や講演
などを通して、男性の家庭参画や男性
育休の促進支援などを実施する。

予算額
(千円) － 3,276 －

今後の目標
と課題

各種研修や服務通知等による周知を継
続し、職員に対する更なる意識啓発を
行っていく。
また、フォローアップ制度の導入を検
討し、ハラスメント防止をさらに徹底
していく。

誰もが暮らし働きやすい社会を目指し
た情報発信を当課単独で行うことには
限界があることから、引き続き庁内の
関係部署や民間団体、民間企業と協働
しながら発信力を高め、市民や企業の
意識変容を促していく。

雇用機会均等法や育児・介護休業法な
どを広く伝え、仕事を続けやすい環境
づくりに関する情報を広く発信する。

関連計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間 令和５年度～令和９年度
①②③令和２年度～令和６年度
④令和６年度～令和10年度

A

➀

➀

①第２期さっぽろ未来創生プラン、②第４次さっぽろ子ど

も未来プラン、③さっぽろ建設産業活性化プラン、④第２

期さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

42 43 44

市民文化局 市民文化局 子ども未来局

男女共同参画室 男女共同参画室 子ども育成部

1-③ 1-③ 1-③

事業名
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus
企業認証制度の運用

ワーク・ライフ支援事業 育児休業取得助成事業

事業概要

ワーク・ライフ・バランスや女性の活
躍推進に積極的に取り組む企業を独自
の基準で認証する「札幌市ワーク・ラ
イフ・バランスplus企業認証制度」の
運用を行い、多様な支援を実施するほ
か、認証取得企業の広報啓発を行いま
す。

企業や組織におけるダイバーシティ推
進や女性活躍推進、男性の育休取得促
進などを企業に働きかけます。また、
起業、副業など、柔軟な働き方を支援
し、新しい価値を創造するビジネスの
創出を促進します。

仕事と子育ての両立支援に取り組む企
業を応援するため、ワーク・ライフ・
バランスplus認証企業を対象に、一定
の要件を満たした企業への助成を行い
ます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 4,743 1,384 15,125

実施
内容

令和５年度から「さっぽろ女性活躍・
働き方改革応援事業」を統合し、「男
女がともに活躍できる環境づくり応援
事業」として、企業認証制度の運用を
行った。
また、企業や社会保険労務士、業界団
体等への訪問等により制度を周知した
ほか、認証取得企業の特設サイトでの
情報発信や、認証企業等インタビュー
による取組事例紹介等を実施した。

企業・組織におけるダイバーシティ促
進や女性活躍促進、男性の育休促進な
どを目的として、企業に対する働きか
けを行った。
・企業向けセミナー(10回)

計10回

助成件数は以下のとおり。
①育児休業代替要員雇用助成金　８件
②男性の育児休業取得助成金　48件
③子の看護休暇有給制度創設助成金　
２件
なお、令和６年度は、「育児休業代替
要員雇用助成金」について、設定当初
からの最低賃金の上昇を考慮し、予算
額を拡充した。

自己評価 A A B

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

企業認証制度の運用に加えて、企業や
社会保険労務士、業界団体への訪問等
により制度を周知するほか、認証取得
企業の特設サイトでの情報発信や、認
証企業等インタビューによる取組事例
紹介等を実施する。

企業・組織におけるダイバーシティ促
進や女性活躍促進などを目的に、企業
に対する働きかけを行う。
・女性リーダー養成研修
・企業向けダイバーシティ研修
・フォローアップ研修

引き続き以下の助成を実施予定。
①育児休業代替要員雇用助成金
②男性の育児休業取得助成金
③子の看護等休暇有給制度創設助成金
令和７年度は、育児・介護休業法改正
に伴い、③の申請要件を見直し、企業
が休暇取得事由を広く定めることを要
件とする。

予算額
(千円) 4,824 1,283 30,000

今後の目標
と課題

認証制度の実施効果や市内企業の女性
活躍の現状を把握するため認証取得企
業を対象としたアンケート結果の分析
や企業で働く人たちの声を拾いなが
ら、課題解決に向けた整理を行ってい
く。

企業におけるダイバーシティ推進のた
め、多様なテーマに取り組み、多角的
な視点や課題への解像度を高め企業の
意識と行動変容につなげる。

育児・介護休業法が改正され、男性の
育児休業取得について、国としても推
進していく方向がある中、本事業につ
いても、随時見直しの検討を行ってい
く。
また、子の看護等休暇有給制度創設助
成金の申請が低調であったことを踏ま
え、引き続き事業周知に取り組む。

関連計画

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②③④令和２年度～令和６年度

①令和５年度～令和９年度
②③令和２年度～令和６年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラ

ン2023、②第２期さっぽろ未来創生プラン、③第４次さっ
ぽろ子ども未来プラン、④さっぽろ建設産業活性化プラン

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第４次さっぽろ子ども未来
プラン、③第２期さっぽろ未来創生プラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

45 46 47

経済観光局 経済観光局 建設局

産業振興部 産業振興部 土木部

1-③ 1-③ 1-③

事業名 働き方改革推進事業 建設産業活性化推進事業

事業概要

一般中小企業振興資金の「札幌みらい
資金」において、札幌市ワーク・ライ
フ・バランスplus企業の認証を取得し
た中小企業に対して金融支援を行いま
す。

テレワークの活用等による働き方改革
の促進により、個々のライフスタイル
に応じた多様な働き方が可能な社会を
実現するとともに、職場における労働
環境の改善を図ることで企業の人材確
保・定着を支援します。
※令和７年度から、「働き方改革・人
材確保支援事業」に名称変更し実施

建設産業における女性活躍の推進に向
け、女性からの改善を望む声が多い、
女性用のトイレや更衣室の設置及び作
業服などの装備品整備を行う企業に対
する助成を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円)

86,609,800 86,353 4,654

実施
内容

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生
活の調和）及び女性の職業生活におけ
る活躍を推進するための取り組みを行
い、札幌市ワーク・ライフ・バランス
plus企業認証の認証（ステップ２以
上）を取得した中小企業者等を「札幌
みらい資金」の融資対象とし、女性の
活躍推進に取り組む中小企業への金融
支援を実施。

１）札幌市が発注する工事の現場にお
いて、女性用トイレ・更衣室を設置す
る費用として、50万円を上限に助成
２）札幌市が発注する工事の受注業者
または同工事の下請け業者などが、女
性の作業服などの装備品を購入する際
の費用として、１人３万円（１企業15
万円）を上限に助成
【令和６年度実績】
１）８件、２）16件

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）及び女性の職業
生活における活躍を推進するための取
組を行い、札幌市ワーク・ライフ・バ
ランスplus企業認証の認証（ステップ
２以上）を取得した中小企業者等を
「札幌みらい資金」の融資対象とし、
女性の活躍推進に取り組む中小企業へ
の金融支援を実施する。

１）札幌市が発注する工事の現場にお
いて、女性用トイレ・更衣室を設置す
ると、設置費用について50万円を上限
に助成
２）札幌市が発注する工事の受注業者
または同工事の下請け業者などが、女
性の作業服などの装備品を購入する際
の費用として、１人３万円（１企業15
万円）を上限に助成
【令和7年度実施計画】
１）、２）合わせて25件の申請を予定す
る。

予算額
(千円)

92,771,000 104,000 4,040

今後の目標
と課題

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生
活の調和）及び女性の職業生活におけ
る活躍を推進するための取組を行い、
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus
企業認証の認証（ステップ２以上）を
取得した中小企業者等への融資制度の
情報提供などを行い、融資制度の利用
促進を図る。

これまでは、働き方改革推進に向けて
テレワーク導入を中心に支援を行って
きたが、現在、働き方改革に加え、人
材確保・定着に向けた取組を推進して
おり、より効果的な支援が行えるよう
検討する。

本制度は、２期目の計画である「さっ
ぽろ建設産業活性化プラン2025（計画
期間：令和７年度～令和11年度）」に基
づくものであり、利用拡大に向け「対
象の拡大」や「要件の緩和」といった
要綱の見直しを行ってきたが、今後も
より活用しやすい制度に向け、実績の
確認を含めた検討を行いながら更なる
利用拡大を目指していく。

関連計画 第２次札幌市産業振興ビジョン

計画期間 令和５年度～令和14年度 ①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

①②令和５年度～令和９年度
③④令和２年度～令和６年度

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業の認証を
取得した中小企業への融資

働き方改革や人材確保に課題を抱える市内中小企
業等を支援するため、「働き方改革・人材確保サ
ポートセンター」を運営し、以下の事業を実施。
①テレワーク導入補助金
・通常申請枠…補助率：２/３、上限額：40万円、
交付：20件
・専門家派遣枠…補助率：２/３、上限額：60万
円、交付：35件
②求人情報発信補助金…補助率：１/２、上限額：
15万円、交付：44件
③専門窓口「札幌市働き方改革・人材確保サポー
トセンター」の常設・運営
④セミナー開催：30回
⑤オンライン出前講座：10社
⑥コンサルティング支援：40社
⑦事例集の作成・好事例発表会の開催

働き方改革や人材確保に課題を抱える市内中小企
業等を支援するため、「働き方改革・人材確保サ
ポートセンター」を運営し、以下の事業を実施。
また、令和７年度からは、下記②を拡充し、人材
確保・定着に向けた支援を強化。
①テレワーク導入補助金
・通常申請枠…補助率：２/３、上限額：40万円、
交付枠：10件
・専門家派遣枠…補助率：２/３、上限額：60万
円、交付枠：10件
②求人情報発信補助金…補助率：１/２、上限額：
15万円、交付枠：100件
③専門窓口「札幌市働き方改革・人材確保サポー
トセンター」の常設・運営
④セミナー開催：30回
⑤オンライン出前講座：10社
⑥コンサルティング支援：40社
⑦事例集の作成・好事例発表会の開催

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第２期さっぽろ未来創生プ
ラン

（中小企業金融対策資金貸付事業）

（中小企業金融対策資金貸付事業）

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラ

ン2023、②札幌市強靭化計画、③第２期さっぽろ未来創生
プラン、④さっぽろ建設産業活性化プラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

－ 48 49

経済観光局 市民文化局 保健福祉局

産業振興部 男女共同参画室 ウェルネス推進部

1-③ ２-① ２-①

事業名 札幌企業SDGs推進事業 家庭責任の分担意識に係る啓発 男性料理サークル等の活動支援

事業概要

多様な働き方の推進やダイバーシティ
経営も含めたSDGsに取り組む企業を市
が登録し、「見える化」することで
SDGsに取り組む企業を支援します。

男女共同参画社会の実現のために、男
性に対し、家庭内での家事・育児・介
護などの意識を深めることを目的に各
種啓発を行います。

健康に関する食生活を学びながら調理
の実践を促し、地域の自主活動グルー
プ等へ参画していくこと等を目的とし
て、「男性の料理教室」の開催や、男
性料理グループの活動支援を行いま
す。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 22,078 － －

実施
内容

SDGs経営の普及啓発を目的に、企業の
自己評価により取組内容が一定の基準
を満たすかを判断する「登録制度」の
実施に加え、社会課題解決と企業成長
の同時実現に取り組む企業の取組内容
を第三者の評価により審査し、認証す
る「認証制度」を構築・実施。
【実績】（令和７年３月時点）
札幌SDGs登録企業：517社
札幌SDGs認証企業：13社

・ジェンダー平等やワークライフバラ
ンス、働き方改革の視点から講演を実
施した。

・学習アウトリーチ事業　国土交通省
北海道開発局「女性職員活躍・ワーク
ライフバランス推進に係るセミナー」

男性料理教室支援
■実施回数：14回
■参加人数：145人

男性料理サークルへの支援
■実施回数：1,313回
■参加人数：3,272人

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

SDGs経営の普及啓発を目的に、企業の
自己評価により取組内容が一定の基準
を満たすかを判断する「登録制度」の
実施に加え、社会課題解決と企業成長
の同時実現に取り組む企業の取組内容
を第三者の評価により審査し、認証す
る「認証制度」を構築・実施。

ジェンダー平等やワークライフバラン
ス、働き方改革の視点から男性の家
事・育児・介護への関わり方につい
て、市民や企業に向けて講演やワーク
ショップなどを実施し、啓発を行う。

対象を限定せずに多角的な支援を行う
こととし、男性に特化した支援は終了
とした。

予算額
(千円) 22,000 － －

今後の目標
と課題

令和９年度までに、札幌SDGs企業登
録・認証制度に認定された企業数が
1,000社以上、SDGsに取り組む市内企
業の割合が40％以上となることを目標
に定めており、SDGsに取り組む市内企
業の裾野拡大を目指して一層の事業周
知に取り組む。

ジェンダーに関心が低い層への発信強
化や啓発拡大を今後の目標とし、参加
者の行動変容につなげる工夫し効果測
定をしていく

関連計画 第２次札幌市産業振興ビジョン

計画期間 令和５年度～令和14年度
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

50 51 52

子ども未来局 子ども未来局 保健福祉局

子育て支援部 子育て支援部 ウェルネス推進部

２-① ２-① ２-①

事業名 マタニティ教室 ワーキング・マタニティスクール
若い世代の食育事業「本気（まじ）め
しプロジェクト」

事業概要

核家族化や共働き世帯の増加に伴い、
夫婦で協力して育児ができるよう、初
めてのお産を迎える妊婦とその夫を対
象に、育児に関する講話と実習を各区
保健センターで実施します。

勤労している初妊婦及び配偶者に対
し、妊娠・出産・育児に関する正しい
知識の普及啓発や育児と仕事の両立を
支援するために、妊娠中の健康管理や
育児に関する講話、交流の機会等を提
供します。

男女が協力して食事づくりに参加でき
るよう、高校生、大学生、専門学校
生、20代の若い世代を対象に、野菜摂
取や朝食の必要性及び共食の大切さな
ど、健康的な食事について学ぶ機会を
提供します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 2,226 2,190 －

実施
内容

１　実施回数　111回
２　参加者数　1870人（うち、夫の参
加838人）

※そのほか委託事業としてオンライン
マタニティ教室を実施。計６回実施
し、89人参加（うち夫40人）

１　実施回数　6回
２　参加者数　377人（うち、夫の参加
数176人　）

■実施回数；58回
■参加人数：13,282人

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

各区保健センターにおいてマタニティ
教室を開催し、講話、育児体験、交流
等を実施することで、妊娠・出産に関
する正しい知識や育児方法を普及する
とともに、父親の育児を促進する契機
とする。

業務委託により、勤労している初妊婦
とその配偶者が参加できるよう、土曜
日または日曜日に教室を開催し、来所
が困難な方もオンラインで参加できる
ようにする。妊娠・出産・育児に関す
る知識や情報が得られ、参加者同士の
交流が図られる機会とする。

各区管理栄養士による講話（朝食と野
菜摂取の啓発）と調理実習を中心と
し、実践につながる取組を実施する。

予算額
(千円) 2,226 2,500 －

今後の目標
と課題

妊娠・出産に関する正しい知識や育児
方法を普及するとともに、父親の育児
参加を促進する契機とする。

就労している妊婦が増加している昨
今、従来の教室内容を見直し、共働き
夫婦が仕事と育児を両立できるよう支
援する教室内容に見直していく。

食生活の課題が多い若い世代に対し、
食に関する関心を高め、健康な食習慣
を培い実践することができるよう、今
後も取り組みを進めていく。実施回数
は20回以上を目指す。

関連計画 第４次札幌市食育推進計画

計画期間 令和５年度～令和９年度
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

53 54 55

子ども未来局 保健福祉局 保健福祉局

子育て支援部 高齢保健福祉部 高齢保健福祉部

２-① ２-② ２-②

事業名 父親による子育て推進事業 介護に関する情報の効果的な提供
地域包括支援センターを核とした高齢
者の相談支援体制の充実

事業概要

父親の積極的な子育てを推進するため
に、父親の子育て参加に関する意識改
革・啓発や子育てに取り組む意欲を向
上させるための情報発信等を行いま
す。

介護サービスや支援を必要としている
方に関係する情報が行き届くよう、介
護保険制度や介護保険サービスに関し
て、パンフレットやホームページによ
る周知を行い、また、介護保険制度改
正時には説明会を開催するなど、効果
的な情報提供に努めます。

高齢者を始めとする市民からの相談
や、医療・介護・住民組織など関係機
関からの相談への対応、介護離職を防
止する観点から仕事と介護の両立不安
等に対する相談体制の強化を行うな
ど、高齢者の健康と福祉の向上、権利
擁護、介護者支援、ケアマネジャー支
援など、地域包括ケアの充実に努めま
す。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 1,426 3,558 1,770,186

実施
内容

１　父親向け講座（父子同室）
■夏季講座　10回（参加：152組）
■冬季講座　２回（参加：13組）

介護保険制度や介護サービスについて
のパンフレット「なるほど実になる介
護保険」を市民向けに配布するととも
に、ホームページ上で公開した。

高齢者をはじめとする市民からの相談
や、医療・介護・住民組織など関係機
関からの相談への対応を行うなど、高
齢者の健康と福祉の向上、権利擁護、
介護者支援、ケアマネジャー支援な
ど、地域包括ケアの充実に向けた取組
を行った。

令和６年度総合相談支援件数：36,042
件

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１　父親向け講座（父子同室）
■夏季講座　10回
■冬季講座　５回

保険料額、特定入所者介護サービス費
及び高額介護サービス費等の制度改正
を内容に取り入れた新年度版を作成
し、市民に向けた周知を継続して行
う。

引き続き高齢者や介護者支援等を通
じ、地域包括ケアの充実に向けた取組
を実施する。

予算額
(千円) 2,400 2,163 1,831,456

今後の目標
と課題

引き続き、父親が子どもと遊ぶきっか
けづくりとなるような講座を実施する
ことにより、父親がより楽しみながら
子育てと向き合い、各家庭における子
育て力の向上を目指す。

今後も介護保険制度の継続した周知に
取り組み、介護サービスを利用しない
方にも制度の必要性を理解してもらえ
ることを目指す。

今後、就労中の介護者の増加も見込ま
れるため、地域包括支援センターの機
能強化を行い、高齢者の支援体制の充
実や介護離職の防止を目指す。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 札幌市高齢者支援計画2024 札幌市高齢者支援計画2024

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和６年度～令和８年度 令和６年度～令和８年度
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

56 57 58

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子ども育成部 子ども育成部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名
児童クラブにおける長期休業期間中の
昼食提供

留守家庭児童対策事業の促進 一時預かり事業

事業概要

共働きの負担軽減及び女性の活躍支援
のため、長期休業期間に児童クラブに
て昼食を提供します。

放課後帰宅しても保護者が就労等によ
り不在である小学校児童の安全を確保
し、健全に育成するために児童会館で
開設する「児童クラブ」と、民間児童
育成会及び届出のあった放課後児童健
全育成事業所により事業を推進しま
す。

保護者の短時就労や傷病、リフレッ
シュなど一時的に保育が必要なときに
保育所や幼稚園等において保育を実施
します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 7,223 4,615,751 1,168,643

実施
内容

夏季休業期間に放課後児童クラブ200か
所（全館）を対象に５回、冬季休業期
間に放課後児童クラブ200か所を対象
に、８回（土日祝日を除く全日）昼食
提供事業を試行実施した。

児童会館112館、ミニ児童会館87館にて
「児童クラブ」を運営。

民間児童育成会（42か所）に対し運営
費を補助。

以下の施設で実施
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　　　　　103施設
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　199施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　284施設
（3）２歳児受入れ促進事業
　　・幼稚園　　　　　  ４施設

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

夏季休業期間は、放課後児童クラブ全
館200か所を対象に19回（土日祝日を
除く全日）昼食提供事業を試行実施す
る。
冬季休業期間についても、全館全日で
実施を予定している。

児童会館で開設する「児童クラブ」の
運営と、民間児童育成会への助成金交
付の２形態での事業を引き続き推進す
る。

以下の施設で実施
（1）一般型（非在園児対象）
　　・保育所　　　　　74施設
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　207施設
（2）幼稚園型（在園児対象）
　　・幼稚園・認定こども園
　　　　　　　　　　　310施設
（3）２歳児受入れ促進事業
　　・幼稚園　　　　　  ２施設

予算額
(千円) 8,000 4,284,481 1,389,000

今後の目標
と課題

アンケート調査による効果検証及び
ニーズ把握を踏まえた持続可能な事業
手法の検討

狭隘化が著しい児童クラブの対策の検
討

引き続き在園児、非在園児いずれにお
いても、子どもを一時的に預けたい保
護者が確実に預けられる環境の維持に
努めていく。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

59 60 61

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 家庭的保育事業（保育ママ） 休日保育事業 区保育・子育て支援センター事業

事業概要

保育ママの居宅において、補助者とと
もに、保育の必要性の認定を受けた3歳
未満の乳幼児の保育を実施します。

就労形態の多様化に伴い、休日におけ
る保育に常態的に欠ける乳幼児を対象
に休日保育を実施します。

安心して子どもを生み育てられる環境
づくりのため、従来の保育所機能に加
え、子育てサロンを始めとする様々な
子育て支援機能を有する施設を整備
し、子育て家庭に対する支援を進めま
す。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 91,811 1,212 1,414,667

実施
内容

保育ママ７人（定員総数35人）で実
施。

全区で実施。
１　保育所事業１施設当たりの定員120
人（清田（にじいろ）、厚別60人）、延
長・一時・障がい児保育を実施（北
区、豊平区、西区は休日保育も実施）
南区では、小規模保育A型（定員19
人）を実施。
２　子育て支援センター事業
（１）常設子育てサロン58,751組
（２）子育て相談4,901回
（３）子育て講座312回
　　参加者数4,944人

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

保育ママ６人（定員総数30人）で実
施。

公立保育園３園、私立保育園等８園に
て実施。
(1)実施施設及び受入人数
公立保育園：北区保育・子育て支援セ
ンター、豊平区保育・子育て支援セン
ター、西区保育・子育て支援センター
　各20人
私立保育園等：元町にこにこ保育園　
15人、青葉興正こども園　６人、認定
こども園北一条すずらん保育園　15
人、にこまるえん白石　13人
小規模保育事業A型：ちびっこ保育ルー
ム平岸ひまわり園　９人、にこまるえ
ん東白石、にこまるえん南郷、おーる
まいてぃ中央保育室　各６人
(2)開所日数 67日

１　保育所事業１施設当たりの定員120
人（清田（にじいろ）、厚別60人）、延
長・一時・障がい児保育を実施（北
区、豊平区、西区は休日保育も実施）
南区では、小規模保育A型（定員19
人）を実施。
２　子育て支援センター事業
令和６年度と同様に実施。

予算額
(千円) 92,204 3,819 1,503,911

今後の目標
と課題

多様化する保護者の保育ニーズに対応
し、保育所等待機児童数の減少につな
げていく。

保護者の就労形態の多様化に伴い、休
日における保育の必要性は一定程度需
要はあるものの、実施する保育園側の
職員確保及び維持という課題もあるた
め、需要の動向を見極めながら、供給
維持に努めていく。

参加者数増加に努めるほか、地域など
との連携をさらに推進し、子育て支援
の区の拠点施設としての役割・機能を
より強化する。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

公立保育園３園、私立保育園８園にて実施。
(1)実施施設及び受入人数
公立保育園：北区保育・子育て支援センター、豊
平区保育・子育て支援センター、西区保育・子育
て支援センター　各20人
私立保育園等：元町にこにこ保育園　15人、青葉
興正保育園　６人、認定こども園北一条すずらん
保育園　15人、にこまるえん白石　13人
小規模保育事業A型：ちびっこ保育ルーム平岸ひま
わり園　９人、にこまるえん東白石、にこまるえ
ん南郷、おーるまいてぃ中央保育室　各６人
(2)開所日数 67日
(3)利用人員 延べ　4,808人
（1日平均71.8人）
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

62 63 64

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 子育てサロン事業 時間外保育事業 事業所内保育事業

事業概要

NPO活動拠点等や児童会館を活用した
地域子育て支援拠点事業を実施しま
す。

保護者の就労形態の多様化等に伴う保
育時間の延長に対応するため、保育所
の自立的な延長保育への取組を促進し
ます。

主として従業員の子どもを対象とする
施設に、地域の保育を必要とする子ど
もの枠を設け保育を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 244,427 297,608 389,015

実施
内容

1 常設子育てサロンの運営
　 参加数　204,179人
２ 子育て講座　3,259回
    参加者数　339,605人
３ 相談件数　4,585件

11事業所で実施。
・定員203人（うち地域枠87人）
・保育日・保育時間（地域枠）
　月～土曜の７時から18時まで（ただ
し国民の祝日・年末年始を除く）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

１　 常設子育てサロンの運営
２　子育て講座開催
３　子育て相談
４　出張ひろばの実施

(1)公立保育所・認定こども園（18施
設）
すべて１時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（３施設）
午前８時から10時
(3)私立保育所・認定こども園（390施
設）
・１時間延長368施設
・２時間延長22施設
(4)私立地域型保育事業（128事業所）
・１間延長114事業所
・２時間延長14事業所

10事業所で実施。

予算額
(千円) 285,000 360,000 592,185

今後の目標
と課題

親子が必要とする支援を見極めなが
ら、社会全体で子育て家庭を支える取
組を進める。

時間外保育に対するニーズは依然とし
て増加しており、今後も保護者のニー
ズに応えるべく時間外保育実施施設の
拡大を図っていく。

多様化する保護者の保育ニーズに対応
し、保育所等待機児童数の減少につな
げていく。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

主に通常の開所時間（７時から18時）を超
えて1時間又は2時間の延長保育を実施。
(1)公立保育所・認定こども園（18施設）
すべて１時間延長
(2)公設民営（夜間保育園）（３施設）
午前８時から10時
(3)私立保育所・認定こども園（392施設）
・１時間延長368施設
・２時間延長24施設
(4)私立地域型保育事業（130事業所）
・１間延長115事業所
・２時間延長15事業所
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

65 66 67

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 小規模保育事業 助産施設の提供 私立保育所の整備

事業概要

交通利便性の高い地域の賃貸物件等
で、保育の必要性の認定を受けた３歳
未満の乳幼児の保育を実施します。

保健上、必要があるにもかかわらず、
経済的な理由により病院で入院助産を
受けることができない妊産婦に対し助
産を実施します。

保育所の整備を促進するために必要な
整備費を補助し、老朽化した施設を更
新して耐震性能を向上させ、安全な保
育環境を確保します。（令和７年度よ
り「地域型保育事業所の整備」「認定
こども園の整備」と統合し「私立保育
所等の整備」として実施）

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 5,101,678 61,204 1,474,442

実施
内容

123事業所で実施。
・定員　７～19人
・定員総数　2,071人
・保育日・保育時間
　月～土曜の７時から18時まで（ただ
し国民の祝日・年末年始を除く）

経済的に入院助産が困難な妊産婦に対
し助産を実施した。

１ 施設数  6施設
２ 利用人数 119人

令和６年度私立保育所等の整備件数
５件
【内訳】
・保育所等改築　１件
・幼保連携型認定こども園への移行　
４件

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

121事業所で実施。 6施設にて、経済的に入院助産が困難な
妊産婦に対する助産を令和6年度と同様
に実施する。

令和７年度私立保育所等の整備件数
９件
【内訳】
・保育所等改築　４件
・幼保連携型認定こども園への移行　
５件

予算額
(千円) 5,418,827 81,001 1,723,000

今後の目標
と課題

多様化する保護者の保育ニーズに対応
し、保育所等待機児童数の減少につな
げていく。

経済的に入院助産が困難な者に対する
当該施設の果たす役割は大きいため、
今後も事業を継続する。

私立保育所等の整備を促進するために
必要な整備費を補助し、既存幼稚園か
ら認定こども園への移行などにより保
育の受け皿を確保するとともに、老朽
化した施設を更新して耐震性能を向上
させ、必要な受け皿を維持していく。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

62



【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

68 69 70

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 地域型保育事業所の整備 地域子育て支援推進事業 認定こども園の整備

事業概要

地域型保育事業所の整備を促進するた
めに必要な整備費を補助し、低年齢児
の保育定員を拡大します。（令和７年
度より「私立保育所の整備」「認定こ
ども園の整備」と統合し「私立保育所
等の整備」として実施）

地域で安心して子育てができる環境づ
くりのため、就学前の子どもを育てて
いる家庭を対象に交流の場の提供、講
座の開催、相談、情報提供を行い、子
育てに関する不安感や負担感の軽減を
図るほか、関係機関のネットワークづ
くりを進めます。

幼保連携型認定こども園又は幼稚園型
認定こども園の整備を促進するため、
必要な整備費を補助し、保育定員を確
保するとともに、老朽化した施設を更
新して耐震性能を向上させ、安全な教
育・保育環境を確保します。（令和７
年度より「私立保育所の整備」「地域
型保育事業所の整備」と統合し「私立
保育所等の整備」として実施）

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 48,556 －

実施
内容

令和６年度より「私立保育所の整備」
「認定こども園の整備」と統合し「私
立保育所等の整備」として実施するた
め、事業番号67に記載。

1 子育て相談
相談件数 1,665件
2 情報提供
こそだてインフォメーション
利用者数60,579人
利用件数 28,041件
3 子育てサロン運営支援
3,413件
４ 子育て支援推進ネットワーク会議　
全体会議　７回
地区別会議　９回

令和６年度より「私立保育所の整備」
「地域型保育事業所の整備」と統合し
「私立保育所等の整備」として実施す
るため、事業番号67に記載。

自己評価 事業番号67参照 A 事業番号67参照

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

事業番号67参照 1 子育て相談
2 情報提供
3 子育てサロン運営支援
４ 子育て推進ネットワーク会議

事業番号67参照

予算額
(千円) 事業番号67参照 52,290 事業番号67参照

今後の目標
と課題

事業番号67参照 地域と行政が連携して、子育て家庭を
支える環境づくりにつながる事業を推
進していく。

事業番号67参照

関連計画 事業番号67参照 第４次さっぽろ子ども未来プラン 事業番号67参照

計画期間 事業番号67参照 令和２年度～令和６年度 事業番号67参照

63



【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

71 72 73

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 ひとり親家庭等日常生活支援事業 病後児デイサービス事業 ファミリー・サポート・センター事業

事業概要

ひとり親家庭等が、疾病などの事由に
より一時的に生活援助が必要な場合若
しくは生活環境等の激変により日常生
活を営むのに支障が生じている場合、
又は乳幼児又は小学校に就学する児童
を養育して
おり就業上の理由により帰宅時間が遅
くなる場合等、生活援助が必要な家庭
に家庭生活支援員を派遣します。

子育てと就労の両立を支援するため、
病気回復期にあって集団保育が困難な
児童を、勤務の都合等により、家庭で
保育できない保護者に代わり、病院等
に付設した施設で一時的に預かる事業
を推進します。

子育ての援助を受けたい人（依頼会
員）と援助をしたい人（提供会員）が
会員組織をつくり、子育て家庭を支援
する仕組みです。保育所の送り迎えな
どを行い、地域で子育て家庭を支えま
す。急な発病や緊急を要する子どもの
預かり等も行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 2,894 89,827 72,097

実施
内容

ひとり親家庭に家庭生活支援員の派遣
を行った。
1 派遣家庭件数
(1)母子家庭    134件
(2)寡婦        　  ０件
(3)父子家庭      8件
2 派遣延べ回数
(1)母子家庭    383件
(2)寡婦             ０件
(3)父子家庭       36件

・市内７施設で実施
(1)対象
市内在住の生後５か月から小学校６年
生までの児童。
(2)開所時間等
月～土曜日の８時から18時まで。（た
だし、国民の祝日、年末年始は除く）

男女の職業生活と家庭生活の両立と専
業主婦家庭を含めた、０歳から小学校
６年生まで子どもを育てている家庭の
支援を目的に実施した。

活動数　5,715回
会員数　18,903人

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

ひとり親家庭及び寡婦を対象として、
修学等の自立に必要な事由や疾病等に
より一時的に生活援助等が必要な場合
や、ひとり親家庭になって間がなく日
常生活を営むのに支障が生じている場
合などに、家庭生活支援員の派遣す
る。

・市内７施設で実施。
・インターネットによる予約サービス
を導入。
・実施施設を増やすため、医療機関に
開設を働き掛ける。

男女の職業生活と家庭生活の両立と専
業主婦家庭を含めた、０歳から小学校
６年生まで子どもを育てている家庭の
支援を目的として実施する。
平成25年３月に開始した病児・病後児
預かりにおける利用料補助制度を引き
続き実施する。

予算額
(千円) 9,592 120,000 79,000

今後の目標
と課題

母子家庭等の自立を支える事業である
ため、今後も継続する。

利用しやすい環境づくりのために、施
設の拡充が必要であることから、市内
の小児科併設病院に対し、事業開設に
向けた働きかけを行う。

活動数・会員数の増加に向け、事業周
知に努める。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

74 75 76

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

２-② ２-② ２-②

事業名 保育士等支援事業 保育人材確保緊急対策事業 夜間保育事業

事業概要

潜在保育士の復職や求職と求人のマッ
チング等を行う「保育士・保育所支援
センター」の運営、合同面接会や高校
生保育職場体験の実施、保育士資格を
取得する際に要する費用の補助などに
より保育人材の確保支援を行います。

一定の期間を勤続した保育士に一時金
を給付する「保育人材確保に向けた一
時金給付事業」、中高生やその保護者を
対象とした「保育人材イメージアップ
事業」等の実施により、保育人材確保
の支援を行います。

保護者の就労時間の多様化により、夜
間の保育を必要とする保護者のため
に、夜間保育を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 41,593 356,211 8,946

実施
内容

①保育人材支援センターさぽ笑みの運
営
　採用実績　177人
②合同就職説明会等開催
　対面式で２回開催。219人参加
③保育教諭資格取得補助
　実績なし
④保育士実態調査
　市内保育施設に対して調査を実施。

①札幌市保育支援者配置補助事業
　補助対象人数：617人
②札幌市保育人材確保に向けた一時金
給付事業
　給付人数　：1,257人
③札幌市潜在保育士短時間就労支援補
助事業
　補助対象人数：165人
④保育人材就職支度手当補助事業
　補助対象人数：189人
⑤保育人材イメージアップ事業
　SNS広告の実施、保育士登録者の実
態把握・人材確保施策のＰＲ等

夜間保育事業を３園で実施。

(1)札幌市大通保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～24:00
(2)札幌市しせいかん保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～22:00
(3)札幌市二十四軒南保育園
【標準時間】10:00～21:00
【時間外保育】①8:00～10:00
　　　　　　　②21:00～24:00

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和６年度と同内容で実施。 令和６年度と同内容で実施。 令和６年度と同内容で実施。

予算額
(千円) 45,000 424,000 9,200

今後の目標
と課題

保育人材確保に向け、各種事業を継続
して行っていく。

保育人材確保に向け、各種事業を継続
して行っていく。

今後も保護者のニーズに対応するた
め、夜間保育事業を継続していく。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

令和２年度～令和６年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第４次さっぽろ子ども未来
プラン

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第４次さっぽろ子ども未来
プラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

77 － 78

都市局 子ども未来局 経済観光局

市街地整備部 子育て支援部 産業振興部

２-② ２-② ３-①

事業名 市営住宅への優先入居の推進 こども誰でも通園制度 就業サポートセンター等事業

事業概要

生後６か月から満２歳までの未就園児
について、保護者の就労状況に関わら
ず、時間単位で保育施設等に通園でき
る事業を実施し、多様な働き方やライ
フスタイルに対応した支援を強化しま
す。

再就職を目指す方を対象に、再就職支
援セミナー、個別カウンセリング、職
業紹介を一体として行います。また、
労働・職場環境が厳しくなる中、面談
又は電話による相談に応じるととも
に、専門の相談機関を紹介するなど、
問題解決に向けて助言を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 21,373 189,224

実施
内容

子育て支援住宅（東雁来団地）及び若
年層世帯の特定申込枠を設定して募集
した。
さらに、ひとり親世帯や多子世帯は、
一般世帯より抽選番号を１個多く付与
し、当選確率が高まるよう優遇措置を
行った。

こども誰でも通園制度の試行事業の実
施
実施施設数　15施設
延べ利用人数　951人

自己評価 A B A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

上記支援事業を継続する。 令和８年度に子ども・子育て支援法に
基づき全国で実施予定であり、令和６
年度に引き続き令和７年度も実施す
る。
令和７年度は、市内２０か所程度の保
育施設等で実施予定。

引き続き、就業サポートセンター、あ
いワークにて、再就職を目指す方等
に、セミナー、個別カウンセリング、
職業相談、職業紹介を実施するほか、
求職者または在職者の労働問題・社会
保険などの働くこと全般に関する相談
に応じるため、社会保険労務士による
巡回相談を実施する。

予算額
(千円) － 120,000 194,000

今後の目標
と課題

今後も上記支援事業を継続し、必要に
応じて随時支援内容の見直しを行う。

令和８年度の本格実施に向けて、利用
ニーズに対応する分の受け皿を確保し
必要な支援を実施する。

利用者からの相談内容等を踏まえた効
果的な支援の在り方を検討していくほ
か、本事業の利用者増のための方策に
ついて検討する。

関連計画 札幌市住宅マスタープラン2018 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 平成30年度～令和９年度 令和２年度～令和６年度
①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

就業サポートセンター・あいワークに
て、再就職を目指す方等を対象に、セ
ミナー、個別カウンセリング、職業相
談、職業紹介を実施したほか、求職者
または在職者の解雇等の労働問題や健
康保険・年金などの社会保険に関する
悩みに対し、社会保険労務士による巡
回相談を実施した。
・職業相談件数　56,540件
・セミナー参加人数（延べ）1,245人　
・労働問題・社会保険等に関する相談
件数　533件
※各実績は男女の相談件数の合計値。

安心して子供を産み育てられる居住環境づくりの
一環として、東区の東雁来団地で入居対象を子育
て世帯に限定した募集を行います。また、一部の
市営住宅について、ひとり親世帯、多子世帯、小
学校卒業前の子供がいる世帯が優先入居できる若
年層世帯の特定申込枠を設定し、子育て世帯に配
慮した募集を行います。なお、全ての市営住宅の
入居者募集では、応募者多数の場合の抽選に際
し、ひとり親世帯や多子世帯の方等の当選確率が
高まるように優遇措置を行います。

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第２期さっぽろ未来創生プ
ラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

79 80 81

経済観光局 市民文化局 経済観光局

産業振興部 男女共同参画室 産業振興部

３-① ３-② ３-②

事業名 女性の多様な働き方支援窓口運営事業
女性のためのコワーキングスペース事
業

女性の起業に対する支援

事業概要

仕事と子育ての両立に不安を感じて就
職活動を始めることができずにいる女
性や、出産後も働き続けたいと希望す
る女性に対し、キャリアカウンセラー
による支援を行います。

起業を含めた柔軟な働き方を支援する
ことを目的に、コワーキングスペース
を運営します。

女性中小企業診断士による相談窓口を
開設し、女性の起業や経営に関する相
談を受けることにより支援します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 54,130 2,447 53,240

（中小企業支援センター運営費）

実施
内容

子育てと仕事の両立に不安を感じて就
職活動を始めることができずにいる女
性や、出産後も働き続けたいと希望す
る女性に対し、キャリアカウンセラー
による個別支援を実施。
新たな働き方であるギグワークの相談
対応を開始したほか、女性の多様な働
き方を紹介する事例集を作成し、周
知・啓発を実施する。
・新規登録者数　1,624人
・個別相談　2,647件
就職を希望する登録者のうち、就職活
動を始めた人数　428人

多様な働き方を支援するプラット
フォームとなり、繋がりの場を提供す
ることを目的に、起業やテレワーク、
地域活動、NPO活動等と子育ての両立
等の働き方を実現できる環境づくりを
行った。
・コワーキングスペースリラコワの運
営（利用者数1,572人）
・女性のための創業相談（２回）
・起業支援セミナー（３回）
・ワークショップ（１回）
・リラコワマルシェ（５回）

計11回

女性起業家や起業を志望する女性を対
象に、女性中小企業診断士による起業
や経営に関する相談窓口を開設（令和
６年度相談件数281件）。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

子育てと仕事の両立に不安を感じて就
職活動を始めることができずにいる女
性や、出産後も働き続けたいと希望す
る女性に対し、キャリアカウンセラー
による個別支援を実施。
今年度から新たにカウンセラーを１名
増員して在宅ワークやギグワーク等の
新たな働き方についての支援を強化し
ており、引き続き、個々の希望に沿っ
たきめ細かな支援を実施する。

起業や副業など多様で柔軟な働き方の
支援を行い、新たな価値を創造するビ
ジネスの創出やロールモデルの発信を
通して、多様な働き方について広く発
信する。また、コワーキングスペース
を運営し、多様な働き方を支援するプ
ラットフォームとなり、繋がりの場を
提供する。
・コワーキングスペース「リラコワ」
の運営
・学習会
・起業支援セミナー

引き続き、女性中小企業診断士による
起業や経営に関する相談窓口を開設す
る。

予算額
(千円) 58,000 2,462 42,432

（中小企業支援センター運営費）

今後の目標
と課題

個別相談やセミナーを充実させ、個々
の希望に沿ったきめ細かな支援を実施
する。また、利用者それぞれの就職活
開始までのフォローアップを引き続き
実施する。

起業初期の不安解消や販路開拓、資金
調達など成長段階の支援も充実させ、
実践的なロールモデルの発信を強化。
継続的な伴走支援と成果の可視化をお
こなっていく。

引き続き、女性の起業促進や経営改善
に向けた支援を継続して実施する。

関連計画 第２次札幌市産業振興ビジョン

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

令和５年度～令和14年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第２期さっぽろ未来創生プ
ラン
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【基本目標Ⅱ　あらゆる分野で男女共同参画の視点を反映させるための環境づくり】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

82 83 84

市民文化局 市民文化局 市民文化局

市民自治推進室 男女共同参画室 男女共同参画室

４-① ４-② ４-②

事業名
未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推
進事業

男女共同参画の視点に立った災害対応
のためのネットワーク事業

男女共同参画の視点を取り入れた災害
対策

事業概要

区や地域の特性を生かした笑顔があふ
れる地域づくりを推進するため、男女
共同参画の促進を含めた様々な地域の
主体的なまちづくり活動に対し、区へ
の予算措置による支援を行います。

「災害時における男女共同参画セン
ター等の相互支援ネットワーク（相互
支援ネット）」を活用し、男女共同参画
の視点に立った災害対応について全国
の男女共同参画関連施設や女性支援団
体等と情報共有を行います。

避難所運営研修や男女共同参画意識啓
発の機会を捉えて、男女共同参画の視
点での災害対応について考える機会を
創出し、平常時からの意識醸成を図り
ます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 339,185 － －

実施
内容

各区における地域の主体的なまちづく
り活動に対して、各区への予算措置に
よる支援を実施した。
≪令和６年度事業実績≫
・事業件数962件
・総参加者数約115万人

これにより各区では、パネル展や講演
会などの男女共同参画推進事業が行わ
れた。
※上記実績は、事業全体における数値
であり、男女共同参画の推進に関する
事業のみの数値ではない。

オンラインマガジン「note」を活用
し、男女共同参画の視点を取り入れた
災害対策として、避難所運営における
女性の意見反映や生理用品などの必要
物資の確保・配布の取り組みを紹介し
た。

男女共同参画センターのオンラインマ
ガジンにおいて、災害の発生に備えた
防災対策や被災後の復興支援で必要な
「男女共同参画の視点」とは何かを考
える記事を発信した

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、「未来へつなぐ笑顔のまち
づくり活動指針事業」として、地域が
主体となるまちづくり活動への予算措
置を通じて、地域活動における男女共
同参画の促進に対する支援を行う。

男女共同参画の視点を持った災害に関
する意識啓発などを行い、市民が自分
事としてジェンダー課題について考え
られる機会を作る、また「災害時にお
ける男女共同参画センター等の相互支
援ネットワーク」を活用し、全国の男
女共同参画センターや女性支援団体と
の情報共有を行う。

男女共同参画の視点からの防災につい
て情報発信を継続していくとともに、
男女共同参画センターが防災体制づく
りの中で果たすべき役割について検討
を進めていく。

予算額
(千円) 368,000 － －

今後の目標
と課題

「市民が主役のまちづくり」の実現に
向け、地域主体のまちづくり活動に対
する支援を継続していくことで、今後
も、地域活動における男女共同参画の
促進を図っていく。

災害時の対応について、ジェンダーの
視点を大切にしながら、さまざまな人
が安心して過ごせるような防災や支援
のあり方を検討する機会を作る。

避難所運営において固定的な性別役割
分担が当たり前となってしまっている
等の事例もあることから、男女共同参
画の視点からの防災について情報発信
を継続していくとともに、男女共同参
画センターが防災体制づくりの中で果
たすべき役割について検討を進めてい
く。

関連計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間 令和５年度～令和９年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

85 86 87

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-① 1-① 1-①

ＤＶ防止講座の実施
配偶者暴力根絶のための市民への普及
啓発

配偶者暴力に関する調査研究の推進

事業概要

若者の交際相手からの暴力（デートＤ
Ｖ）について正しく理解してもらうた
めに、学校や教育委員会と連携した学
生向けのＤＶ未然防止講座を実施しま
す。

配偶者暴力は犯罪となる行為をも含む
重大な人権侵害であることを理解して
もらうため、パンフレットや各種広報
媒体を活用した普及啓発を行います。
また、男女共同参画活動団体との共催
による講演会の実施など男女共同参画
センターにおける普及啓発活動を進め
ます。

被害者の視点に立った施策や効果的な
対策の推進や加害者対策について、国
内の動向を注視し情報収集に努めるこ
とが必要であるため、調査研究等の情
報の収集に努め、施策への反映につい
て検討します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 664 －

実施
内容

市内中学校、高校、大学、専門学校に
て、デートDV防止講座を実施した。
受講者数：8,213人
実施校数：46校（中学22校、高校22
校、大学１校、専門学校１校）

若年層がジェンダーについて発信でき
る場や若年層同士が繋がりジェンダー
課題を軸としたコミュニティ形成がで
きるきっかけの場を作り、継続的な繋
がりのプラットフォームとしてコミュ
ニティの支援を行った。

・子ども・若者のためのエンパワメン
ト事業（16回）

計16回

内閣府・厚労省の説明会及び民間支援
団体主催の意見交換会に出席し、現場
の実情や課題を共有するとともに、他
自治体の動向を把握した。また、必要
に応じて他自治体へのヒアリングも実
施し、今後の施策の参考とした。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、デートDV防止講座を実施予
定。
実施予定数：46校

DVや性暴力、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対す
る暴力を許さない社会をつくるため
に、若年層や男性も含め市民に広く意
識啓発を行う。

令和６年度に設置した「札幌市困難な
問題を抱える女性支援調整会議」も活
用し、関係団体との意見交換を行う。

予算額
(千円) 810 －

今後の目標
と課題

今後も、暴力の未然防止及び早期相談
につなげるため、交際相手からの暴力
についての講座を実施する。

関係機関や関係団体と連携し、女性に
対する暴力など、女性たちを取り巻く
環境についての学習機会を市民に向け
て実施していく。

今後も、国や他自治体、民間支援団体
との情報共有の機会を通して、施策遂
行に必要な情報収集を行う。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度

－

－
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

88 89 90

中央区 東区 白石区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

ＤＶ・性暴力根絶のための啓発事業
配偶者暴力根絶のための市民への普及
啓発

配偶者暴力根絶のための市民への普及
啓発

事業概要

配偶者・パートナー等に対するあらゆ
る暴力の根絶に向けて、区民の理解を
深め、意識を高めることを目的に、パ
ネル展を行います。

配偶者暴力根絶及び男女共同参画に関
して意識の啓発を図るためパネル展を
実施します。

性暴力について偏見を持たず、正しい
理解を持ってもらうため、「女性に対
する暴力をなくす運動」のパネル展を
開催し意識啓発を図ります。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － －

実施
内容

○女性に対する暴力をなくす運動パネル
展
　日程：11月15日（金）～19日（火）
　場所：中央区民センター
　内容；パネルの展示

男女共同参画パネル展
（気にしてみると気になる言葉）
（DV・デートDV)
期間：９月24日（火）～
　　　９月26日（木）（３日間）
会場：東区民センター１階ロビー

「女性に対する暴力をなくす運動」パ
ネル展

１　実施期間
11月12日（火）～11月15日（金）

２　実施場所
白石区民センター　ロビー

３　実施内容
配偶者等からの暴力に関する普及啓発
を目的としたパネル展を実施

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

○女性に対する暴力をなくす運動パネル
展
　日程：11月12日（水）～25日（火）
　場所：中央区複合庁舎１階
　内容；パネルの展示

男女共同参画パネル展
（気にしてみると気になる言葉）
（DV・デートDV)
期間：９月16日（火）～
　　　９月19日（金）（４日間）
会場：東区民センター１階ロビー

「女性に対する暴力をなくす運動」パ
ネル展

１　実施期間
11月12日（火）～11月25日（火）

２　実施場所
白石区複合庁舎

３　実施内容
配偶者等からの暴力に関する普及啓発
を目的としてデジタルサイネージに啓
発画像を掲載

予算額
(千円) － － －

今後の目標
と課題

区民に対し、女性への暴力の根絶の必
要性をより理解してもらうため、今後
も継続して広報及び啓発活動を実施し
たい。

配偶者暴力根絶や男女共同参画につい
て、より多くの区民に理解してもらえ
るよう今後も普及啓発活動を継続して
いく。

女性に対する暴力は、多くの人々に関
わる社会的問題であるという認識を区
民に広く浸透させるため、今後も継続
していく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

91 92 93

厚別区 豊平区 清田区

市民部 市民部 市民部

1-① 1-① 1-①

配偶者暴力根絶のための区民への啓発
推進

配偶者暴力根絶のための市民への普及
啓発

女性に対する暴力根絶のための市民へ
の普及啓発

事業概要

DVの知識を、区民に深く理解してもら
うため、パンフレットの配布や関係ポ
スターを使用しながら啓発活動の推進
を進めます。

配偶者暴力根絶を目指し、市民の意識
を高めるため、広報・啓発活動を実施
します。

女性に対する暴力の根絶を目指し、市
民の理解を深めるための啓発活動を展
開します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － ー

実施
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」啓
発事業
会場：厚別区役所、厚別図書館、地下
鉄駅構内
期間：11月12日（火）～25日（月）
内容：区役所庁舎内のデジタルサイ
ネージ及び戸籍住民課待合スペースの
モニターを活用した啓発画像の配信、
区役所庁舎内でのパネル展の実施、区
内地下鉄駅構内掲示板へのポスター掲
示、厚別図書館にて関連図書のミニ展
示、庁内放送の実施

区役所及び区民センターにて啓発ポス
ターの掲示及びパンフレットの配布を
行った。

「女性に対する暴力をなくす運動」ポ
スター掲示
期間：11月12日（火曜日）～25日（月
曜日）
会場：清田区役所１階ロビー

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」啓
発事業
会場：厚別区役所、厚別図書館、地下
鉄駅構内
期間：11月12日（水）～25日（火）
内容：令和６年度と同一の内容を実施
予定

「女性に対する暴力をなくす運動」ポ
スター掲示及びパンフレット配布
期間：11月12日（水）～25日（火）
場所：豊平区役所、豊平区民センター
内容：啓発ポスターの掲示及びパンフ
レット配布を実施。

「女性に対する暴力をなくす運動」ポ
スター掲示
期間：11月12日（水曜日）～25日（火
曜日）
会場：清田区役所１階ロビー

予算額
(千円) 30 － ー

今後の目標
と課題

今後も継続して広報・啓発に取組み、
より多くの区民の理解を深めることが
できるよう努める。

今後も継続して取り組み、女性に対す
る暴力について、より多くの区民の理
解を得られるよう、努めていく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

94 95 96

南区 手稲区 教育委員会

市民部 市民部 学校教育部

1-① 1-① 1-①

女性に対する暴力根絶のための市民へ
の普及啓発

配偶者等からの暴力根絶を目指した啓
発事業の開催

性に関する指導の充実

事業概要

女性の人権尊重に向けた意識啓発を行
うため、パンフレットの配布や関係ポ
スターを使用しながら啓発活動を推進
します。

配偶者等からの暴力について市民の理
解を深めるため、市民団体「ジェン
ダーフリーていね」との共催によりパ
ネル展や公開学習会などの各種事業を
実施します。

子どもの発達の段階や実態に応じた性
に関する指導が、学校の教育活動全体
を通じて推進されるよう、「性に関す
る指導の手引」を活用した指導の充実
を図ります。また、産婦人科医師や助
産師による講師を学校に派遣して、生
命の誕生やデートＤＶ等に関する講演
を行い、学校における性に関する指導
の充実を図ります。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 56 24 1,700

実施
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」パ
ネル展示
期間：11月２日（土）～11月６日
（水）
内容：
①パネルの掲示
②啓発品の配布

１.DV防止パネル展
期間：11月13日（月）～11月24日
（金）
場所：手稲駅自由通路「あいくる」

２.女性に対する暴力をなくす運動意見
交換会
日時：11月18日（月）
場所：区民センター３階　第５会議室

１　産婦人科医師及び助産師による講
師派遣事業
〇講師派遣校数
・小学校39校
・中学校44校
・高等学校２校

２　「人間尊重の教育」推進事業にお
いて、「多様な性」を切り口とした教
育活動を進める上で「性に関する指導
の手引」を活用した。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

「女性に対する暴力をなくす運動」パ
ネル展示
期間：11月上旬～11月下旬
内容：
①パネルの掲示
②啓発品の配布

１.DV防止パネル展
期間：１１月中
場所：手稲駅自由通路「あいくる」

１　産婦人科医師及び助産師による講
師派遣事業
○講師派遣校数
・小学校43校
・中学校42校
・高等学校１校

２　「人間尊重の教育」推進事業にお
いて、「多様な性」を切り口とした教
育活動を進める上で「性に関する指導
の手引」を活用予定。

予算額
(千円) 56 － 1,800

今後の目標
と課題

今後も継続して一人でも多くの区民
（市民）に関心を持ってもらい、理解
を得られるように取り組む。

配偶者等からの暴力根絶について、よ
り多くの区民に関心をもってもらえる
ようなパネル展示を行う

上記１の事業について、中学校におい
ては隔年で実施し、２年で全校へ派遣
する仕組みを継続していく。小学校に
おいては、抽選の結果、派遣校となら
ない学校が多いので、派遣校数の増加
や自校における取組の充実を進める。

関連計画 第２期札幌市教育振興基本計画

計画期間 令和６年度～令和15年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

97 98 99

デジタル戦略推進局 デジタル戦略推進局 市民文化局

スマートシティ推進部 スマートシティ推進部 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

住民基本台帳事務における支援措置 被害者の情報管理の徹底 安心できる迅速な一時保護体制づくり

事業概要

住民票の写し・戸籍の附票の写し等の
交付や住民基本台帳の一部の写しの閲
覧において、ＤＶ、ストーカー行為
等、児童虐待及びこれらに準ずる行為
の被害者保護のための措置を行いま
す。

被害者の情報保護のため、住民基本台
帳からの情報に基づいて事務処理を行
う部局との連携に努めます。また、住
民基本台帳の閲覧等の制限対象となっ
ている方に関する情報管理について、
更なる徹底を図ります。

加害者からの被害者に対する更なる暴
力を防ぐため、公的施設を補完する民
間シェルターに対し助成を行うほか、
相談機関に対し、被害者を安全かつ迅
速に一時保護施設に保護するための適
切な情報提供を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － － 3,700

実施
内容

支援措置対象者の方からの申出に基づ
き、住民票の写し・戸籍の附票の写し
等の交付や住民基本台帳の一部の写し
の閲覧において、支援措置対象者保護
のための措置を行った。

支援措置対象者保護に必要な情報につ
いて、住民基本台帳からの情報に基づ
いて事務処理を行う部局への情報提供
等、適切に連携を行った。

配偶者・パートナーから暴力を受けた
被害女性の一時保護や自立支援等を行
う民間支援団体へ、補助金を交付して
いる。

自己評価 Ａ Ａ A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

支援措置対象者の方からの申出に基づ
き、住民票の写し・戸籍の附票の写し
等の交付や住民基本台帳の一部の写し
の閲覧において、支援措置対象者保護
のための措置を行う。

支援措置対象者保護に必要な情報につ
いて、住民基本台帳からの情報に基づ
いて事務処理を行う部局への情報提供
等、適切に連携を行う。

引き続き、配偶者・パートナーから暴
力を受けた被害者を支援する民間支援
団体への補助金を継続する。

予算額
(千円) － － 3,700

今後の目標
と課題

今後も、支援措置対象者の方からの申
出に基づき、支援措置対象者保護のた
めの措置を行う。

今後も、関係部署との適切な連携に努
め、支援措置対象者の方に関する情報
管理について、更なる徹底を図る。

今後も引き続き補助金を交付し、民間
支援団体を支援していく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

100 101 102

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

カウンセリング事業 市職員庁内研修の強化 障がい者相談支援事業所との連携

事業概要

ＤＶ被害者の心身の健康を回復させる
ため、臨床心理士による心理学的指導
などを行います。

ＤＶに関する特性の理解、被害者の安
全確保、及び二次的被害の防止を図る
ため、ＤＶ被害者と接する職場の職員
に対し、ＤＶの実情と対策についての
研修を行います。

障がいのある人やその家族の地域生活
を支えるために、相談事業を行う障が
い者相談支援事業所と連携し、障がい
のあるＤＶ被害者の保護に努めます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 89 －

実施
内容

札幌市配偶者暴力相談センターにて、
臨床心理士によるカウンセリング業務
を実施した。
相談件数：46件

相談員の精神的ケアと資質向上のた
め、「配偶者等からの暴力相談関係職
員研修」を計５回実施。
実施日：９月27日（金）、10月24日
（木）、１月28日（火）、２月６日
（木）、２月25日（火）
受講者：札幌市配偶者暴力相談セン
ター相談員、各区母子・婦人相談員、
各区保健福祉部職員など

必要に応じ、障がい者相談支援事業所
等と情報共有を行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、札幌市配偶者暴力相談セン
ターにて、臨床心理士によるカウンセ
リング業務を実施する。

配偶者等からの暴力相談関係職員研修
を継続する。（５回開催予定）

障がいのある相談者への支援方法につ
いて、困難な問題を抱える女性支援調
整会議等を用いて情報共有を行う。

予算額
(千円) － 110 －

今後の目標
と課題

今後も引き続き、DV被害者の心身の健
康の回復を目指し、カウンセリング業
務を実施していく。

今後も引き続き、相談員の精神的ケア
と資質向上のため、研修を実施する。

今後も必要に応じて連携していく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

103 104 105

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

自立に向けた適切な情報提供及び各種
支援

相談等に携わる職員への研修等の充実 地域包括支援センターとの連携

事業概要

安全な住居の確保や離婚、子どもの養
育、就業など様々な問題に直面する被
害者に対し、適切な情報提供や助言を
行います。

配偶者暴力に関する特性の理解、被害
者の安全確保、被害者の状況や心身状
態への配慮のため相談員に対し、相談
技術の向上を図る研修等を実施しま
す。

高齢者やその家族が必要なサービスを
受けることができるように、介護や福
祉等に関する様々な相談に応じる地域
包括支援センターと連携し、高齢ＤＶ
被害者の保護に努めます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 20,500 89 387

実施
内容

札幌市配偶者暴力相談センターにて、
相談者に対し必要な情報提供や助言を
行ったほか、希望があれば行政手続き
等の同行支援を行った。また、DV被害
者の生活再建を支援するためのステッ
プハウスを運営し、入居者に対し生活
上の援助を行った。
配偶者暴力相談証明発行件数：485件
ステップハウス利用者数：２名（255
日）

相談員の精神的ケアと資質向上のた
め、「配偶者等からの暴力相談関係職
員研修」を計５回実施。
実施日：９月27日（金）、10月24日
（木）、１月28日（火）、２月６日
（木）、２月25日（火）
受講者：札幌市配偶者暴力相談セン
ター相談員、各区母子・婦人相談員、
各区保健福祉部職員など

必要に応じ、地域包括支援センターと
情報共有を行ったほか、地域包括支援
センター業務連絡会議に出席し、DV啓
発を行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、札幌市配偶者暴力相談セン
ター及びステップハウスを運営し、DV
被害者の支援を行う。

配偶者等からの暴力相談関係職員研修
を継続する。（５回開催予定）

地域包括支援センターとの意見交換会
等を通じ、高齢DV被害者の支援につい
て情報共有を行う。

予算額
(千円) 21,180 110 200

今後の目標
と課題

今後も適切な相談・支援体制を維持し
ていく。

今後も引き続き、相談員の精神的ケア
と資質向上のため、研修を実施する。

今後も引き続き連携していく。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

106 107 108

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

1-② 1-② 1-②

配偶者暴力関係機関との連携協力の強
化

配偶者暴力相談支援センター等の相談
体制の充実

配偶者暴力の早期発見のための啓発促
進

事業概要

「配偶者からの暴力関係機関会議」の
構成員の拡充など機能の充実を図ると
ともに、情報交換やワーキンググルー
プにおける個別事例の検討により、被
害者や子どもへの適切な対応のための
連携強化に努めます。

札幌市配偶者暴力相談センター等にお
ける相談業務を実施し、支援機能の充
実に努めるとともに、配偶者暴力相談
状況の検証を行い、相談体制の充実、
相談内容に合わせた適切な情報提供や
助言を行います。

配偶者暴力被害の深刻化の防止には、
配偶者暴力を早期に発見し、警察や支
援センターなどへの通報や相談を促す
必要があるため、配偶者暴力を発見し
やすい立場にある関係機関に対して啓
発を進め、通報や相談の必要性につい
て周知を図ります。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 18,700 －

実施
内容

困難女性支援法施行に伴い、「札幌市
困難な問題を抱える女性支援調整会
議」を設置。本会議においてDV対策を
含めた包括的な女性支援体制について
協議するため、役割が重複する「配偶
者からの暴力関係機関会議」は廃止し
た。
「札幌市困難な問題を抱える女性支援
調整会議」において、各関係機関と意
見交換及び情報共有を行った。

札幌市配偶者暴力相談センターでの相
談業務を実施した。
相談件数：1,061件
カウンセリング件数：46件
※各区母子・婦人相談員への相談件数
：1,658件

＃SAPPORO DIVERSITY　FORUMに
て市民向けセミナー
「デートDVって？～子どもが被害者に
も加害者にもならないために～」を１
月29日（水）に実施。
デートDVに関する基礎知識や、発生の
要因、実際に子どもが当事者になった
場合の対応について講義を行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、「札幌市困難な問題を抱え
る女性支援調整会議」において、各関
係機関と意見交換及び情報共有を行
う。

配偶者暴力相談センター等での相談業
務を継続実施する。

＃SAPPORO DIVERSITY　FORUMに
て市民向けセミナー「パートナーシッ
プのアップデート～DVに気づく、しな
い、させない～」を実施予定。DVの基
礎知識やパートナーとの対等な関係性
についてをテーマに講義を行う。

予算額
(千円) － 19,341 －

今後の目標
と課題

今後も、「札幌市困難な問題を抱える
女性支援調整会議」において、各関係
機関との連携を図る。

今後も適切な相談・支援体制を維持し
ていく。

今後も、暴力の未然防止及び早期相談
につなげるため、講座等を通じて通報
や相談の必要性について周知を図る。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

109 110 111

保健福祉局 子ども未来局 子ども未来局

高齢保健福祉部 子育て支援部 子育て支援部

1-② 1-② 1-②

民生委員による巡回相談 ひとり親家庭への経済的支援の推進 母子緊急一時保護事業

事業概要

民生委員がひとり暮らしの高齢者等の
ご家庭を定期的に訪問し、様々な相談
に応じるとともに、安否確認や見守り
を行います。

ＤＶ被害者がひとり親家庭等になった
場合に、その経済的自立を促すため、
母子父子寡婦福祉資金貸付制度、児童
扶養手当及び児童手当制度の情報を提
供し、支給等を行います。

夫の暴力等を受けた女性及びその方の
監護する児童の緊急時における安全確
保を図るために避難場所を提供し、必
要な支援を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 6,784 34,675,461 6,661

実施
内容

民生委員が見守り・安否確認のための
訪問を行うことにより、一人暮らしの
高齢者等が地域から孤立することな
く、安心して生活を営むことができる
よう支援した。

民生委員による訪問延べ回数（月平
均）36,800回

夫の暴力等により緊急に保護を必要と
する女性及びその者の監護する児童
を、一時的に保護し、相談、指導、援
護を実施した。

1 施設数 １施設（２室）
2 入所件数 ９件
3 入所日数 延べ204日（年間）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

民生委員が見守り・安否確認のための
訪問を行うことにより、一人暮らしの
高齢者等が地域から孤立することな
く、安心して生活を営むことができる
よう支援する。

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、福
祉を増進するために必要な12種類の資
金の貸付を実施するほか、対象者へ児
童扶養手当及び児童手当の情報を提供
し、支給等を行う。

ひとり親家庭に住まい・就業の支援や
親子関係の再構築等に係る生活環境を
整えるための支援を実施する。また、
住居について緊急の必要がある場合、
自立の目途がつくまでの期間に限り、
居室を提供する。
※令和７年度より「ひとり親家庭地域
生活支援事業」に事業名称が変更と
なった。

予算額
(千円) 7,007 42,619,314 9,982

今後の目標
と課題

今後も民生委員が見守り・安否確認の
ための訪問を行うことにより、一人暮
らしの高齢者等が地域から孤立するこ
となく、安心して生活を営むことがで
きるよう支援する。

支援を必要としている人に情報を届け
るため、広報を充実させていく必要が
ある。

ひとり親家庭は、住まいや就業・親子
関係・経済的困窮など、生活環境全般
に多くの問題を抱えていることから、
離婚前後において、一定期間、母子生
活支援施設等を活用し、離婚後の住ま
い・就業の支援や同居する親子関係の
再構築を含めた家庭・生活環境を整え
る必要がある。

関連計画 札幌市高齢者支援計画2024 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和６年度～令和８年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、福祉を増進す
るために必要な12種類の資金の貸付を実施
したほか、対象者へ児童扶養手当及び児童手
当の支給を行った。
1 貸付件数 82件（母子 74件、父子 ７件、寡
婦 １件）
2 貸付金額 母子 35,387千円、父子 3,296千
円、寡婦　260千円
３支給実績
(1)児童扶養手当（延べ）　
97,665件　8,401,573千円
(2)児童手当
2,257,694人（延べ児童数）
26,234,945千円
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

112 113 114

子ども未来局 子ども未来局 都市局

子育て支援部 児童相談所 市街地整備部

1-② 1-② 1-②

ひとり親・婦人相談の推進 子育て短期支援事業
配偶者暴力被害者の市営住宅への優先
入居の推進

事業概要

ひとり親家庭等に対する母子父子寡婦
福祉資金の貸付や生活全般に関する相
談、DV被害者に対する適切な情報提供
や助言を行います。

児童を養育している家庭の保護者が、
疾病等の社会的な事由により家庭にお
ける児童の養育が一時的に困難となっ
た場合に、児童養護施設等において児
童を一時的に養育します。

配偶者暴力被害者の居住の安定を図
り、その自立を支援するために、市営
住宅の入居者募集に際し、一定の要件
を満たす配偶者暴力被害者について
は、当選確率が高まるよう優遇措置を
行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 79,728 17,054 ー

実施
内容

各区に配置する母子・婦人相談員によ
り、母子家庭及び寡婦、ＤＶ被害者等
に対する各種相談、援助、指導等を実
施した。

１相談員数 18人
２相談件数 年間10,510件

市内乳児院（１か所）、児童養護施設（
5か所）等で事業を実施。
利用延べ日数：2,768日

市営住宅の入居者選考は公開抽選によ
り実施しているが、一定の要件を満た
す配偶者暴力被害者を優遇対象として
おり、抽選番号を一般世帯より１個多
く付与している。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

各区に配置する母子・婦人相談員によ
り、母子家庭及び寡婦、ＤＶ被害者等
に対する各種相談、援助、指導等を実
施する。
相談員数20人

市内乳児院（１か所）、児童養護施設
（５か所）等で事業を実施。
利用延べ日数（見込）：2,920日

上記支援事業を継続する。

予算額
(千円) 82,727 16,775 ー

今後の目標
と課題

ＤＶ相談・女性（婦人）相談を含め、
当該ＤＶ・女性施策所管課と事業の在
り方や連携については引き続き検討課
題とする。

今後も、引き続き当該事業を実施して
いく。

今後も上記支援事業を継続し、必要に
応じて随時支援内容の見直しを行う。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

115 116 117

市民文化局 保健福祉局 子ども未来局

男女共同参画室 総務部 児童相談所

1-③ 1-③ 1-③

要保護児童対策地域協議会との連携協
力の強化

札幌まなびのサポート事業 子ども安心ホットライン

事業概要

要保護児童対策地域協議会に参加し、
必要な情報の共有や連携を行います。

生活困窮世帯の中学生に対し、学習習
慣の定着を図り高校進学を実現すると
ともに、自己肯定感を持てるような居
場所の提供を目的とした学習支援を行
います。

児童虐待を未然に防ぐため、児童相談
所に24時間365日の相談受付体制を整
備し、緊急案件のほか、養育相談等に
も対応します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 56,010 30,267

実施
内容

札幌市要保護児童対策地域協議会代表
者会議構成員として会議に出席し、各
関係機関との情報交換を行った。

生活保護受給世帯及び就学援助利用世
帯の中学生を対象に市内40会場（約15
人/会場）実施
参加者：556人
年度末まで参加した中学３年生の高校
等進学率：100%

令和４年度より事業の通年実施とし、
前年度継続者は４月から、新規参加者
は５月より個別学習支援を開始した。
また、令和６年度より保護者向け進路
相談会を実施。

年間電話相談受付件数：2,768件

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、要保護児童対策地域協議会
に出席し、各関係機関と情報共有を行
う。

引き続き、生活保護受給世帯及び就学
援助利用世帯の中学生を対象とし、学
習支援を実施する。
実施規模は昨年同様、市内40会場で実
施。600人の参加を見込んでいる。
個別学習支援の開始時期について、令
和６年度と同様、前年度継続者は４月
開始、新規参加者は５月開始とする。
今後は保護者に対しても、進路相談会
を実施する。
また、高校進学後のフォローアップを
実施することで中退防止に向けた取り
組みも行っていく。

昨年度と同様に、相談電話や虐待通告
に24時間365日対応していく。
また、休日夜間のみならず平日の開庁
時間においても、専門の電話相談員を
配置し、更なる電話相談対応の向上に
取り組む。

予算額
(千円) － 58,000 35,626

今後の目標
と課題

今後も引き続き連携していく。 参加者によっては、人との関わりや学
習自体に忌避感を抱いており、参加中
止となる場合がある。また、進学後の
高校生活に馴染めずに中退してしまう
場合もあることから、現参加者だけで
はなく、過去に参加していたものの中
止となった者や高校進学者に対して
も、関係機関と連携しながら、定期的
な声掛けや見守りを行う必要がある。

ホットラインの周知を引き続き行うと
ともに、今後も同じ体制を維持してい
く。

関連計画

計画期間
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

118 119 120

子ども未来局 教育委員会 教育委員会

児童相談所 学校教育部 学校教育部

1-③ 1-③ 1-③

児童相談所・区役所家庭児童相談室 スクールカウンセラー活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

事業概要

18歳未満の児童に関する各種相談を行
います。また、家庭児童相談室で子ど
もの福祉に関する身近な相談に対応し
ます。

スクールカウンセラーの専門性を生か
して、不安や悩みを抱えている児童生
徒やその保護者に対する相談支援を行
います。また、各校の相談対応力を向
上させるため、スクールカウンセラー
が、児童生徒への関わり方についての
教職員への助言などを行います。

スクールソーシャルワーカーが、児童
生徒を取り巻く環境（家庭、学校等）
の問題に働きかけたり、関係機関等と
連携するなどして、いじめや不登校、
暴力行為、児童虐待などの解決に向け
た支援を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 101,354 314,325 61,260

実施
内容

年間相談件数：4,615件（10区家庭児童
相談室分合計、速報値）
※前年度以前からの継続ケースは計上
していない

・小学校（年間140時間）
・中学校（年間280時間）
・義務教育学校（年間480時間）
・中等教育学校（年間560時間）
・高等学校（年間280時間）
・特別支援学校（５校で年間840時間）

・スクールソーシャルワーカー・スー
パーバイザー（SSWSV）･･･５人（週
30時間）
・担当スクールソーシャルワーカー（
SSW）･･･10人（週30時間）
・巡回スクールソーシャルワーカー
（巡回SSW）･･･５人（年間630時間）
・スクールソーシャルワーカー・外部
SV･･･３人（年間180時間を３人で分
担）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和６年４月から、各区健康・子ども
課に、全ての妊産婦、子育て世帯、子
どもに対し、母子保健・児童福祉の両
機能が一体的に相談支援を行う「こど
も家庭センター」の機能を位置付け
た。母子保健・児童福祉の両機能の連
携・協働をさらに深め、切れ目のな
い、一貫性・整合性のある支援を継続
していく。

・小学校（年間140時間）
・中学校（年間280時間）
・義務教育学校（年間480時間）
・中等教育学校（年間560時間）
・高等学校（年間280時間）
・特別支援学校（５校で年間840時間）

・スクールソーシャルワーカー・スー
パーバイザー（SSWSV）･･･５人（週
30時間）
・担当スクールソーシャルワーカー（
SSW）･･･15人（週30時間）
・スクールソーシャルワーカー・外部
SV･･･３人（年間180時間を３人で分
担）

予算額
(千円) 105,484 321,000 89,000

今後の目標
と課題

こども家庭センターの機能を十分に発
揮するため、各種相談体制や専門性の
強化を図っていく。

大規模校において相談待ちが常態化し
ていることが課題となっており、今後
は、大規模校における相談待ちの状況
を調査し、SCの適切な配置時間数につ
いて検討するなど、よりよい相談体制
づくりを目指す。

関連計画 第２期札幌市教育振興基本計画 第２期札幌市教育振興基本計画

計画期間 令和６年度～令和15年度 令和６年度～令和15年度

相談内容が多岐に渡るなど学校だけでは対
応が困難なケースを福祉の専門家として支
援し、解決につなげることを目指す。一方
で、学校いじめ対策組織の必須の構成員であ
るが、月１回のいじめ対策会議の日時が担当
校で重なるなどして、全ての会議に参加する
ということが難しい状況である。支援を必
要とする児童生徒がおかれた環境を改善す
るために、スクールソーシャルワーカーの支
援が行き届くことを目指したい。
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

121 122 123

市民文化局 市民文化局 市民文化局

地域振興部 男女共同参画室 男女共同参画室

1-④ 1-④ 1-④

犯罪被害者等支援制度 女性のための性暴力被害相談
性暴力に関する知識や相談窓口の普及
啓発

事業概要

犯罪被害者が犯罪被害直後に被る経済
的負担の軽減や精神的被害の回復を図
るため、支援金の支給の他、家事や介
護の支援費用、住居の転居費用、精神
医療に要した費用などを助成します。

精神的ダメージが大きく、一人でその
苦痛を抱え込むことが多い性暴力の被
害者が相談しやすい環境を整えるた
め、専門相談員による相談を実施しま
す。

重大な人権侵害行為である性暴力に関
する正しい知識の普及と性暴力被害者
のための相談窓口の周知のため、パン
フレットや各種広報媒体などを活用
し、普及啓発活動を進めます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 12,048 0 －

実施
内容

犯罪被害に遭われた被害者へ補助金を
支給
・各種支援金（遺族、重傷病、性被
害）　 101件　10,300千円
・家事関連（ホームヘルプ、配食、一
時保育）　１件　50千円
・住宅関連（転居、ハウスクリーニン
グ、家賃）　11件　1,526千円
・精神被害等（精神医療、カウンセリ
ング、真相究明等）　９件　172千円

北海道と共同設置の「性暴力被害者支
援センター北海道SACRACH（さくら
こ）」にて相談業務を実施。相談者に対
し、必要な情報提供や助言を行ったほ
か、希望があれば医療機関等への付添
支援を行った。
相談件数：1,303件

リーフレットの配布や、スマートフォ
ンサイト及びホームページを活用し、
性暴力被害に関する周知啓発を行っ
た。
また、内閣府が主唱する「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間（11月12日
～11月25日）に合わせて、デジタルサ
イネージや地域情報紙に相談窓口を掲
載し、普及啓発を行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

犯罪被害に遭われた被害者へ補助金を
支給
・各種支援金（遺族、重傷病、性被
害）
・家事・教育関連（ホームヘルプ、配
食、一時保育、教育）
・住宅関連（転居、ハウスクリーニン
グ、家賃）
・精神被害等（精神医療、カウンセリ
ング、真相究明等）

性暴力被害者支援センター北海道
SACRACHでの相談業務を継続実施す
る。

引き続き、様々な媒体を活用し、性暴
力及び相談窓口の周知啓発を行う。

予算額
(千円) 10,000 4,000 －

今後の目標
と課題

他都市の状況等を注視しつつ、今後も
被害者への効果的な支援を行えるよう
努めていく。

今後も適切な相談・支援体制を維持し
ていく。

今後も継続的な普及啓発活動を進め
る。

関連計画
第３次札幌市犯罪のない安全で安心な
まちづくり等基本計画

第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

124 125 126

総務局 市民文化局 市民文化局

職員部 男女共同参画室 男女共同参画室

2-① 2-① 2-①

性的マイノリティに関する研修 性的マイノリティに関する研修 性的マイノリティの理解促進

事業概要

職位に応じて必要な知識等を学ぶ研修
において「性的マイノリティへの理解
と配慮」に係る講義を実施し、職員の
理解を促進します。

基本的な知識の習得、市民応対や職場
において必要な配慮のポイントについ
て学ぶ、職員向け研修を行います。

性的マイノリティの理解促進を図るた
めに、ホームページやリーフレットな
どを活用して広報啓発を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) ー 213 3,380

実施
内容

・新規採用された職員に対し、研修を
実施（動画研修）
→受講者数426人
・新しく昇任した係長職に対し、研修
を実施（動画研修）
→受講者数：168人

各局区から推薦の職員に対し、当事者
の外部講師２人による研修を実施し
た。
・管理職向け研修（１月29日（水）実
施）
→受講者数：37人
・係長職・一般職向け研修（２月６日
（木）実施）
→受講者数：47人

性的マイノリティに関する正しい知識
の普及を目的として、リーフレット等
の作成・配布、地下鉄広告の掲出や、
９月に行われたさっぽろレインボープ
ライド2024にブース出展をするなど、
広報啓発を行った。
また、市民・企業向け講演会を開催し
た。

自己評価 Ａ A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

・新規採用された職員に対し、研修を
実施（動画研修）
・新しく昇任した係長職に対し、研修
を実施（動画研修）

各局区から推薦の職員に対し、当事者
の外部講師による研修を実施する。
・役職者向け研修
・一般職向け研修

各種広報媒体等を活用した取組を継続
し、理解促進を図る。

予算額
(千円) － 109 3,480

今後の目標
と課題

・今後も継続的に研修を実施予定 今後も性的マイノリティに関する職員
の理解を促すため、性的マイノリティ
が抱える様々な困難の解消に繋がるよ
う効果的な研修を行う。

今後も性的マイノリティに関する市民
理解を促すほか、性的マイノリティが
抱える様々な困難の解消につながるよ
う取組を行う。

関連計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間 令和５年度～令和９年度
①令和５年度～令和９年度
②令和６年度～令和10年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②札幌市自殺総合対策行動計
画2024
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

127 128 129

教育委員会 教育委員会 市民文化局

学校教育部 中央図書館 男女共同参画室

2-① 2-① 2-②

人間尊重の教育に関する研修 ＬＧＢＴコーナーの設置
札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度
の運用

事業概要

教職員を対象に、人間尊重の教育に関
する研修（人権課題としての性的マイ
ノリティを含む）を実施します。

LGBTコーナーを設置し関連図書を展示
することで、市民にLGBTに対する理解
を深めてもらうとともに、当事者に対
しては、情報提供に加え、図書館が
LGBTフレンドリーな場所であることを
周知します。

性的マイノリティに関する企業での取
組や対応を促すため、取組状況に応じ
て、LGBTフレンドリー企業として登録
をします。登録企業の情報について、
積極的に広報啓発を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 979 － 3,221

実施
内容

・札幌市学校教育の基盤に位置付け、
ガイドラインの活用促進や「人間尊重
の教育」フォーラムなどを実施し、教
職員の意識の向上を図った。
・「人間尊重の教育」推進事業を実施
し、「多様な性」「アイヌ民族」「子
どもの権利」をテーマに研究推進校に
よる実践研究を進めた。
※基本目標Ⅰ事業番号20「人間尊重の
教育」の事業内で一体的に実施。予算
額も同事業のもの。

・図書室内にLGBTコーナーを設置し、
関連図書を集約・展示するとともにパ
ンフレット等を配架することにより、
当事者や一般利用者への情報提供を
行った。

令和５年度に引き続き、社会全体への
更なる理解の広がりを目指し、市内企
業へ制度の登録勧奨や研修講師の派遣
による登録企業の拡大を図り、37社の
企業が登録した。（平成29年10月１日
の制度開始から累計137社）
また、企業の取組拡大のきっかけづく
りとして、当事者を交えた企業同士の
意見交換会を実施した。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

・札幌市学校教育の基盤に位置付け、
ガイドラインの活用促進や「人間尊重
の教育」フォーラムなどを実施し、教
職員の意識の向上を図る。
・「人間尊重の教育」推進事業を実施
し、研究推進として「多様性に向き合
う学校教育の推進」、自治的な活動推進
として、「『子どもの声を聴く』学校教
育の推進」をテーマに、研究推進校に
よる実践研究を進める。
※基本目標Ⅰ事業番号20「人間尊重の
教育」の事業内で一体的に実施。予算
額も同事業のもの。

・引き続きLGBTコーナーを維持し、関
連図書の充実を図る。

制度の運用を継続し、企業での取組や
対応を促す。
また、市内企業への登録勧奨や研修講
師の派遣、意見交換会を実施し、登録
企業の更なる拡大を図る。

予算額
(千円) 1,800 － 3,241

今後の目標
と課題

・引き続き、「人間尊重の教育」を基
盤に位置付け、全ての教育活動におい
て充実が図られるよう継続する。
・教職員のより一層の意識の向上を図
るために、「人間尊重の教育」フォー
ラムや推進事業の充実を図る。

LGBTの理解促進に寄与する図書を選書
し収集に努める。
今まで興味・関心のなかった層にも
LGBT関連の図書やパンフレットを手に
取ってもらえるよう館内資料展示等の
実施も検討する。

今後も性的マイノリティに関する市民
理解を促すため、制度登録企業の拡大
を図り、性的マイノリティの方々への
理解が社会全体に更に広がるよう取組
を行う。

関連計画 第２期札幌市教育振興基本計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間 令和６年度～令和15年度 令和５年度～令和９年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

130 131 132

市民文化局 市民文化局 市民文化局

男女共同参画室 男女共同参画室 男女共同参画室

2-② 2-② 3-①

札幌市パートナーシップ宣誓制度の運
用

性的マイノリティ電話相談事業 困難を抱える女性支援事業

事業概要

一方又は双方が性的マイノリティの二
人が、互いを人生のパートナーとして
約束した関係であることを宣誓する制
度により、性的マイノリティの方の思
いを受け止めるとともに、市民理解の
増進及び人権尊重意識の醸成を図りま
す。

性的マイノリティの方が抱える困難の
解消につなげるため、誰もが気軽に相
談できる電話相談窓口を開設し、正し
い知識の普及啓発を図ります。

孤独・孤立し不安を抱える女性に対す
る支援を行うため、悩みを語ることが
できる場を創設するほか、相談窓口を
開設し、孤独・孤立状態の解消を図り
ます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 566 1,388 8,054

実施
内容

令和６年度は33組の方々が宣誓を行っ
た。（平成29年6月1日の制度開始から
累計244組）
市外への転居時に手続きを簡素化でき
るよう、道内の制度導入自治体（上川
町、網走市、斜里町、清里町、小清水
町、大空町、北広島市）と連携協定を
締結した。
また、制度を活用した企業での取組を
進めるため、企業の取組事例集を作成
した。

令和６年度は実施回数を毎週から月２
回に変更し、113件の相談が寄せられ
た。（平成29年６月1日の開設から累計
1,565件）
また、多様なニーズに対応するため、
LINE相談を２月18日（火）・３月20日
（木・祝）に試行実施し、10件の相談
が寄せられた。

SNS相談を実施したほか、生理用品等
の配布を伴う相談会や、居場所づくり
のためのワークショップを開催。相談
先の紹介や助言、希望があれば行政手
続き等の同行支援を行った。
また、市内女性の生活状況を把握する
ため、「成人女性を対象とした生活状
況に関する調査」を行った。
SNS相談件数：460件
相談会：４回（参加者198人）
ワークショップ：２回（参加者134人）

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

制度の運用を継続し、市民理解の増進
及び人権尊重意識の醸成を図る。
制度導入自治体との連携については自
治体間連携の全国的な枠組みとなって
いるパートナーシップ制度自治体間連
携ネットワークに加入し、連携先を道
外に拡大する。
また、令和６年度に作成した企業の取
組事例集を印刷し、配布する。

誰もが気軽に相談できる窓口を開設す
ることで、正しい知識の普及啓発を図
る。
また、電話相談のほかLINEによる相談
事業を実施する。

引き続き、SNS相談と相談会等のイベ
ントを実施する。
また、「成人女性を対象とした生活状
況に関する調査」の調査結果を踏ま
え、より効果的な女性支援を検討す
る。

予算額
(千円) 342 2,017 6,600

今後の目標
と課題

今後も性的マイノリティに関する市民
理解を促すほか、性的マイノリティが
抱える様々な困難の解消に繋がるよう
取組を行う。

今後も性的マイノリティに関する市民
理解を促すほか、当事者や関係する方
の不安を解消するため、効果的な相談
事業の構築を図る。

今後も適切な相談・支援体制を維持し
ていく。また、調査結果を踏まえ、よ
り効果的な女性支援を検討する。

関連計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間 令和５年度～令和９年度
①令和５年度～令和９年度
②令和６年度～令和10年度 令和５年度～令和９年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②札幌市自殺総合対策行動計
画2024
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

133 134 135

保健福祉局 保健福祉局 子ども未来局

総務部 保険医療部 子ども育成部

3-① 3-① 3-①

生活困窮者自立相談支援事業 ひとり親家庭等医療費助成事業 困難を抱える若年女性支援事業

事業概要

生活保護に至る前の段階での自立支援
を実施するため、生活困窮者からの相
談を幅広く受け入れる相談窓口を設置
し、就労の支援その他の自立に関する
問題について、情報提供、支援計画の
作成、支援計画に基づく就労支援など
の支援を行います。

ひとり親家庭等の親及び子の保健の向
上や福祉の増進を図るため、医療費の
一部を助成します。

暴力被害や性的搾取を含めた身体的・
心理的な被害に遭っている又は遭う可
能性のある10代後半から20代の思春
期・若年期の女性を対象とした、アウ
トリーチ型支援等を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 258,529 788,126 17,960

実施
内容

新規相談件数：自立相談支援事業所
（ステップ）4,347件、自立相談支援事
業所（JOIN）871件
ステップの出張相談会：147回

ひとり親家庭または両親のいない家庭
の子と、その子を扶養している親に係
る医療費のうち、保険診療の自己負担
額の一部を助成。
生計維持者が住民税非課税の場合の親
については、令和６年８月から、これ
までの入院・訪問看護に加え、通院に
係る医療費も助成対象とした。
なお、生計維持者が住民税課税の場合
の親については、引き続き入院・訪問
看護のみ助成。
・助成件数　　310,661件

アウトリーチ支援（夜間見回り：12
回、SNS見回り：48回、相談及び面談
の実施状況：184人）
居場所の提供（短期５回、長期２回）
自立支援（計画策定人数：２人）
関係機関との連携状況（６回）
令和６年度は、新たに市内地下鉄駅構
内の女性用トイレ及びユニバーサルト
イレの各個室に広報ステッカーを掲
示。掲示以降の相談数の増加といった
効果があった。

自己評価 Ａ A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

２か所の自立相談支援事業所（ステッ
プ、JOIN）にて引き続き相談を受け付
けるほか、市内各所での出張相談・巡
回相談を行う。

ひとり親家庭または両親のいない家庭
の子と、その子を扶養している親に係
る医療費のうち、保険診療の自己負担
額の一部を助成。
（生計維持者が住民税課税の場合の親
の通院を除く）

以下を実施することにより、困難を抱
える若年女性を支援する。
〇アウトリーチ支援
・夜間見回り
・市内繁華街等における臨時相談ブー
スの設置
・SNS見回り
・相談及び面談の実施
・出張相談会の実施
・事業周知
〇居場所の提供
〇自立支援
〇関係機関との連携

予算額
(千円) 256,952 1,259,862 18,000

今後の目標
と課題

生活困窮者への支援は一定の成果を上
げているが、様々な理由で未だ支援に
つながっていない困窮者も存在するこ
とから、関係機関と連携した支援を行
う。

ひとり親家庭等の親及び子の保健の向
上や福祉の増進を図るため、今後も当
該事業を継続する。

・アウトリーチ支援の新たな手法とし
て、市内繁華街等における臨時相談
ブースを設置し、若年女性とつながる
機会の充実を図る。
・より効果的に事業周知をするための
手法を検討する。

関連計画

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和６年度～令和11年度

①令和５年度～令和９年度
②③令和２年度～令和６年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②札幌市地域福祉社会計画
2024

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第４次さっぽろ子ども未来
プラン、③第２期さっぽろ未来創生プラン
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

136 137 138

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

3-① 3-① 3-①

ひとり親家庭学習支援ボランティア事
業

ひとり親家庭支援センターにおける特
別相談・土日夜間相談業務

ひとり親家庭等養育費確保支援事業

事業概要

ひとり親家庭の児童に対する学習支援
を行い、学習習慣を身に付けさせ基礎
的な学力の向上を図るとともに、進学
や進路等の相談を通じひとり親家庭の
不安感を解消、ひとり親家庭の自立を
促進するため、学習支援ボランティア
事業を実施します。

ひとり親家庭等の様々な問題に対応す
るため、ひとり親家庭支援センターに
おいて弁護士による法律相談や臨床心
理士による診療相談を行うほか、夜
間、休日に行う相談業務を推進しま
す。

ひとり親家庭等の子どもの養育費の取
決めや確保を支援するため、公正証書
の作成、調停等に要する費用の一部を
補助します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 6,778 ー 4,802

実施
内容

小学３年生から中学３年生を対象とし
て、市内10区（10か所）の会場におい
て、大学生等のボランティアによる学
習支援を実施した。
登録児童生徒数（３月末時点）228人
年間参加人数　延べ3,635人

ひとり親家庭等を対象として、生活一
般に係る悩みごとや養育費に関するこ
と、離婚等に係るメンタルケアなど、
諸問題の解決に向けて、相談業務を実
施した。
一般相談　延べ3,427件
法律相談（月４回実施）延べ274件
心療相談（月２回実施）延べ24件

養育費の取決めや確保に向けた手続き
等に係る以下の費用に対して補助を実
施した。また、令和６年12月より、不
払い発生時における強制執行手続きに
かかる費用の一部補助も実施してい
る。
①民間ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続
き）による養育費の取決めに向けた協
議　０件
②養育費に係る公正証書等の作成　210
件
③養育費の支払に係る保証会社との養
育費保証契約の締結　１件
④強制執行手続き　０件

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

市内全10区で小学３年生から中学３年
生を対象として、大学生等のボラン
ティアによる学習支援を行い、学習習
慣を身に付けさせ基礎的な学力の向上
を図るとともに、進学や進路等の相談
を実施する。また、令和６年度より
きょうだいが登録・出席している小学
１・２年生および中学３年生時に本事
業に参加していた高校１年生も対象に
追加している。

ひとり親家庭等を対象に、生活や養育
費、離婚等に係るメンタルケアなどに
係る相談業務を実施する。

養育費の取決めや確保に向けた手続き
等に係る以下の費用に対して補助を実
施する。
①民間ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続
き）による養育費の取決めに向けた協
議
②養育費に係る公正証書等の作成
③養育費の支払に係る保証会社との養
育費保証契約の締結
④不払い発生時における強制執行手続
き

予算額
(千円) 6,900 ー 6,400

今後の目標
と課題

参加児童数を増やすことができるよ
う、LINE等を活用した広報を積極的に
行う。

ひとり親家庭支援センターの認知度向
上を図るため、広報を充実させてい
く。

より多くの人に利用してもらえるよ
う、広報活動を積極的に行う。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

139 140 141

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

3-① 3-① 3-①

保育所の優先入所 母子生活支援施設の運営
母子生活支援施設を活用した女性支援
事業

事業概要

ひとり親家庭の仕事と家庭の両立を支
援するため、就職活動中や就職確定後
の保育所入所の優遇制度を継続しま
す。

配偶者のいない女子又はこれに準ずる
事情がある女子が、生活、住宅、就職
等の解決困難な問題を持っているた
め、児童の福祉に欠ける場合に、その
女子と児童を保護するとともに、自立
促進のための生活を支援し、相談、指
導等を行います。

DV被害などにより不安を抱える母子や
産前産後の母子に対する支援体制強化
のため、母子生活支援施設への職員配
置の強化や、妊娠期から出産後までの
継続した支援を実施する産前産後母子
支援事業を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) － 287,729 －

実施
内容

ひとり親家庭に対する利用調整基準点
の加点（120点）

配偶者のいない女性又はこれに準ずる
事情にある女性が生活や住宅、就職等
解決困難な問題を抱えているため、児
童の福祉に欠ける場合、その女性と児
童を当該施設において保護し、自立の
ための支援を行った。

施設数 　　４施設
定員 　　　80世帯
入所世帯数 延794世帯（年間）

令和６年度は試行実施であり、実施期
間が２か月のみであったため利用実績
なし。

自己評価 A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

令和６年度と同内容で実施。 生活や住宅、就職等解決困難な問題を
抱え、児童の福祉に欠ける母子世帯を
当該施設において保護し、自立に向け
た支援を行う。

DV被害などにより不安を抱える母子や
困難を抱える妊婦に対する支援体制強
化のため、母子生活支援施設への職員
配置の強化や、妊娠期から出産後まで
の継続した支援を実施する。

予算額
(千円) － 330,655 4,600

今後の目標
と課題

今後も当該制度を継続していく 生活、住宅、就職等に問題を抱える母
子家庭の母と児童の保護及び自立促進
のために当施設の果たす役割は大きい
ため、今後も事業を継続する。

DV被害などにより不安を抱える母子や
困難を抱える妊婦に対する支援体制強
化のため、事業周知などにより事業の
利用を推進する。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

B

87



【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

142 112 143

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

3-① 3-① 3-①

母子父子寡婦福祉資金の貸付 ひとり親・婦人相談の推進（再掲） 養育費相談の推進

事業概要

母子家庭、父子家庭、寡婦に経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図るため
に事業や修学などの各種資金の貸付を
行います。

ひとり親家庭等に対する母子父子寡婦
福祉資金の貸付や生活全般に関する相
談、DV被害者に対する適切な情報提供
や助言を行います。

養育費に関する情報提供を図るため、
各区の母子・婦人相談員、ひとり親家
庭支援センターでの一般相談、弁護士
等による特別相談などの制度の周知を
進めます。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 38,943 79,728 ー

実施
内容

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、福
祉を増進するために必要な12種類の資
金の貸付を実施した。
1 貸付件数 　82件
(1)母子 　74件
(2)父子 　７件
(3)寡婦 　１件
2 貸付金額
(1)母子　35,387千円
(2)父子    3,296千円
(3)寡婦        260千円

各区に配置する母子・婦人相談員によ
り、母子家庭及び寡婦、DV被害者等に
対する各種相談、援助、指導等を実施
した。

１相談員数 18人
２相談件数 年間10,510件

各区の母子・婦人相談員、ひとり親家
庭支援センターでの一般相談、弁護士
等による特別相談等で、養育費相談を
実施した。
養育費相談件数
１ひとり親家庭支援センター
　633件
２母子・婦人相談員
　760件
また、養育費の相談を受ける相談員
は、養育費に関する研修を受講した。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

母子家庭、父子家庭、寡婦の経済的自
立の助成と生活意欲の助長を図り、福
祉を増進するために必要な12種類の資
金の貸付を実施する。

各区に配置する母子・婦人相談員によ
り、母子家庭及び寡婦、DV被害者等に
対する各種相談、援助、指導等を実施
する。
相談員数20人

各区の母子・婦人相談員、ひとり親家
庭支援センターでの一般相談、弁護士
等による特別相談等で、養育費相談を
実施する。また、養育費の相談を受け
る相談員は、養育費に関する研修を受
講する。

予算額
(千円) 74,000 82,727 ー

今後の目標
と課題

ひとり親家庭等の経済的自立を図り、
扶養している児童の福祉を増進するた
めに有効な事業であるため、今後も継
続する。

DV相談・女性（婦人）相談を含め、当
該DV・女性施策所管課と事業の在り方
や連携については引き続き検討課題と
する。

母子家庭等の自立を支える事業である
ため、今後も継続する。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

144 145 146

子ども未来局 子ども未来局 子ども未来局

子育て支援部 子育て支援部 子育て支援部

3-② 3-② 3-②

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸
付金事業

ひとり親家庭自立支援給付金事業 ひとり親家庭等就業支援事業の充実

事業概要

高等職業訓練促進給付金を受給してい
て、就職に有利な資格の取得を目指す
ひとり親家庭の親に対し、修学を容易
にすることにより、資格取得を促進す
るため、入学準備金と就職準備金の貸
付を行います。

ひとり親家庭等の就労による自立促進
のため、就労に関する各種相談、求人
情報の提供、希望する雇用条件等を登
録した方への就職斡旋、母子・父子自
立支援プログラムの推進、セミナー開
催、知識や技能を習得する各種講習会
の開催等により就業支援を実施しま
す。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 38,583 259,406 38,802

実施
内容

入学準備金と就職準備金、住宅資金貸
付を実施した。
①入学準備金
（１）貸付件数　15件
（２）金額　7,500千円
②就職準備金
（１）貸付件数　10件
（２）金額　2,000千円
③住宅資金貸付
（１）貸付件数　197件
（２）金額　29,085千円

就職に有利な資格取得を支援するた
め、①～③の給付金事業を行った。
①自立支援教育訓練給付金事業
支給人数　43人
②高等職業訓練促進給付金事業
支給人数　248人
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業
支給人数　4人

就労に関する各種相談、求人情報の提
供等の就業支援を実施した。
就業相談　延べ2,820件
就業情報の提供　延べ868人
母子・父子自立支援プログラム策定数
　66件
就業支援講習会　13講座開催
就業支援講習会参加者　延べ2,777人　

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

入学準備金と就職準備金、住宅資金貸
付を引き続き実施する。

就職に有利な資格取得を支援するた
め、①～③の給付金事業を行う。
①自立支援教育訓練給付金事業
②高等職業訓練促進給付金事業
③ひとり親家庭高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業

ひとり親家庭等の就労による自立促進
のため、就労に関する各種相談、求人
情報の提供等に応じるほか、就業支援
講習会、就職準備・離転職セミナー等
の実施やハローワークと連携して就業
支援を行う母子・父子自立支援プログ
ラム策定事業を実施する。

予算額
(千円) 80,892 301,000 39,811

今後の目標
と課題

母子家庭等の自立を支える事業である
ため、今後も継続する。

母子家庭等の自立を支える事業である
ため、今後も継続する。

ひとり親家庭支援センターの認知度向
上を図るため、広報を充実させてい
く。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度 令和２年度～令和６年度

①自立支援教育訓練給付金事業ひとり親家庭の親
の資格取得を支援するため、市の指定講座の受講
終了後に、給付金を支給します。
②高等職業訓練促進給付金事業ひとり親家庭の親
が一定要件を満たす養成機関に通う際に、生活の
負担軽減のため、給付金を支給します。
③ひとり親家庭高等学校卒業程度
認定試験合格支援事業ひとり親家庭の親又は子の
学び直しを支援するため、高等学校卒業程度認定
試験の対策講座の受講費用などを支援します。
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

78 147 148

経済観光局 総務局 市民文化局

産業振興部 国際部 市民生活部

3-② 3-③ 3-③

就業サポートセンター等事業（再掲） さっぽろ外国人相談窓口の運営 アイヌ生活相談員の配置

事業概要

再就職を目指す方を対象に、再就職支
援セミナー、個別カウンセリング、職
業紹介を一体として行います。また、
労働・職場環境が厳しくなる中、面談
又は電話による相談に応じるととも
に、専門の相談機関を紹介するなど、
問題解決に向けて助言を行います。

外国人生活者を対象として、行政手続
きや暮らしに関する情報提供、相談対
応を多言語で一元的に実施します。

アイヌ民族の生活実態の把握や、各種
生活相談に対応するため、アイヌ生活
相談員を配置します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 189,224 32,043 －

実施
内容

就業サポートセンター・あいワークに
て、再就職を目指す方等を対象に、セ
ミナー、個別カウンセリング、職業相
談、職業紹介を実施したほか、求職者
または在職者の解雇等の労働問題や健
康保険・年金などの社会保険に関する
悩みに対し、社会保険労務士による巡
回相談を実施した。
・職業相談件数　56,540件
・セミナー参加人数（延べ）1,245人　
・労働問題・社会保険等に関する相談
件数　533件
※各実績は男女の相談件数の合計値。

　札幌に住む外国人が日常生活におい
て直面する課題について、相談者自ら
が解決に向けた行動が出来るような助
言や提案を行った。
　その中で、出産に関すること等の女
性特有の相談にも、令和６年度中に250
件対応した（令和６年度の相談件数は
計1,616件）。

アイヌ生活相談員を札幌市アイヌ文化
交流センター及び札幌市共同利用館に
１名ずつ配置し、各種生活相談等を
行った。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、就業サポートセンター、あ
いワークにて、再就職を目指す方等
に、セミナー、個別カウンセリング、
職業相談、職業紹介を実施するほか、
求職者または在職者の労働問題・社会
保険などの働くこと全般に関する相談
に応じるため、社会保険労務士による
巡回相談を実施する。

　引き続き、関係機関と連携しなが
ら、相談者への助言・提案等、きめ細
やかに対応する。

アイヌ生活相談員を札幌市アイヌ文化
交流センター及び札幌市共同利用館に
１名ずつ配置し、各種生活相談等を行
う。

予算額
(千円) 194,000 32,289 －

今後の目標
と課題

利用者からの相談内容等を踏まえた効
果的な支援の在り方を検討していくほ
か、本事業の利用者増のための方策に
ついて検討する。

　札幌市の外国籍市民は過去最多の２
万人に到達し、今後も増加が見込まれ
る。
　外国人の数が増えることに伴う相談
内容の多様化への対応、在留制度変更
の把握等、効果的な相談事業の体制構
築を図っていく。

アイヌ生活相談員について広く市民に
周知していく。

関連計画 札幌市多文化共生・国際交流基本方針 第２次札幌市アイヌ施策推進計画

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和２年度～令和６年度

令和５年度～令和14年度 令和３年度～令和12年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第２期さっぽろ未来創生プ
ラン
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

131 132 135

市民文化局 市民文化局 子ども未来局

男女共同参画室 男女共同参画室 子ども育成部

3-③ 3-③ 3-③

性的マイノリティ電話相談事業（再
掲）

困難を抱える女性支援事業（再掲）
困難を抱える若年女性支援事業（再
掲）

事業概要

性的マイノリティの方が抱える困難の
解消につなげるため、誰もが気軽に相
談できる電話相談窓口を開設し、正し
い知識の普及啓発を図ります。

孤独・孤立し不安を抱える女性に対す
る支援を行うため、悩みを語ることが
できる場を創設するほか、相談窓口を
開設し、孤独・孤立状態の解消を図り
ます。

暴力被害や性的搾取を含めた身体的・
心理的な被害に遭っている又は遭う可
能性のある10代後半から20代の思春
期・若年期の女性を対象とした、アウ
トリーチ型支援等を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 1,388 8,054 17,960

実施
内容

令和６年度は実施回数を毎週から月２
回に変更し、113件の相談が寄せられ
た。（平成29年６月1日の開設から累計
1,565件）
また、多様なニーズに対応するため、
LINE相談を２月18日（火）・３月20日
（木・祝）に試行実施し、10件の相談
が寄せられた。

SNS相談を実施したほか、生理用品等
の配布を伴う相談会や、居場所づくり
のためのワークショップを開催。相談
先の紹介や助言、希望があれば行政手
続き等の同行支援を行った。
また、市内女性の生活状況を把握する
ため、「成人女性を対象とした生活状
況に関する調査」を行った。
SNS相談件数：460件
相談会：４回（参加者198人）
ワークショップ：２回（参加者134人）

アウトリーチ支援（夜間見回り：12
回、SNS見回り：48回、相談及び面談
の実施状況：184人）
居場所の提供（短期５回、長期２回）
自立支援（計画策定人数：２人）
関係機関との連携状況（６回）
令和６年度は、新たに市内地下鉄駅構
内の女性用トイレ及びユニバーサルト
イレの各個室に広報ステッカーを掲
示。掲示以降の相談数の増加といった
効果があった。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

誰もが気軽に相談できる窓口を開設す
ることで、正しい知識の普及啓発を図
る。
また、電話相談のほかLINEによる相談
事業を実施する。

引き続き、SNS相談と相談会等のイベ
ントを実施する。
また、「成人女性を対象とした生活状
況に関する調査」の調査結果を踏ま
え、より効果的な女性支援を検討す
る。

以下を実施することにより、困難を抱
える若年女性を支援する。
〇アウトリーチ支援
・夜間見回り
・市内繁華街等における臨時ブースの
設置
・SNS見回り
・相談及び面談の実施
・出張相談会の実施
・事業周知
〇居場所の提供
〇自立支援
〇関係機関との連携

予算額
(千円) 2,017 6,600 18,000

今後の目標
と課題

今後も性的マイノリティに関する市民
理解を促すほか、当事者や関係する方
の不安を解消するため、効果的な相談
事業の構築を図る。

今後も適切な相談・支援体制を維持し
ていく。また、調査結果を踏まえ、よ
り効果的な女性支援を検討する。

・アウトリーチ支援の新たな手法とし
て、市内繁華街等における臨時ブース
を設置し、若年女性とつながる機会の
充実を図る。
・より効果的に事業周知をするための
手法を検討する。

関連計画
第２次札幌市まちづくり戦略ビジョ
ン・アクションプラン2023

計画期間
①令和５年度～令和９年度
②令和６年度～令和10年度 令和５年度～令和９年度

①令和５年度～令和９年度
②③令和２年度～令和６年度

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②札幌市自殺総合対策行動計
画2024

①第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アク
ションプラン2023、②第４次さっぽろ子ども未来
プラン、③第２期さっぽろ未来創生プラン
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

149 150 96

市民文化局 子ども未来局 教育委員会

男女共同参画室 子育て支援部 学校教育部

4-① 4-① 4-①

健康支援事業
思春期から若者世代を対象とした性に
関する正しい知識の普及啓発

性に関する指導の充実（再掲）

事業概要

性と生殖に関する健康と権利について
意識の普及を目的に、講座・セミナー
等を実施します。

10～20代の人工妊娠中絶及び性感染症
の罹患・反復防止のため、医療機関と
保健センターが連携し正しい避妊方法
や性感染症予防のための相談・指導を
行います。

子どもの発達の段階や実態に応じた性
に関する指導が、学校の教育活動全体
を通じて推進されるよう、「性に関す
る指導の手引」を活用した指導の充実
を図ります。また、産婦人科医師や助
産師による講師を学校に派遣して、生
命の誕生やデートＤＶ等に関する講演
を行い、学校における性に関する指導
の充実を図ります。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 71 1,252 1,700

実施
内容

教育関係者向けの包括的性教育に関す
る情報サービスを開設する準備期間と
して、道内の包括的性教育実践者にご
助言をいただきながら教育現場におけ
る包括的性教育の課題とニーズを調査
することを目的に関係者と情報交換等
を行った。

1　人工妊娠中絶・性感染症の予防に関
する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談　1,094件
・保健センターによる相談　126件
２　普及啓発
小中高校生、大学・専門学校の学生及
び児童・生徒の保護者への普及啓発　
29,005件
３　職員研修

１　産婦人科医師及び助産師による講
師派遣事業
○講師派遣校数
・小学校39校
・中学校44校
・高等学校２校

２　「人間尊重の教育」推進事業にお
いて、「多様な性」を切り口とした教
育活動を進める上で「性に関する指導
の手引」を活用した。

自己評価 B A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

市民が知識・情報、悩みを相談する支
援先にアクセスしやすい情報サービス
の構築、リプロダクティブ・ヘルス/ラ
イツの情報にアクセスできる情報源を
設置する他、市民への学習機会の提供
を行う。

１　人工妊娠中絶・性感染症の予防に
関する保健指導の実施
・医療機関による指導・相談
・保健センターによる相談
２　普及啓発
小中高校生、大学・専門学校の学生及
び児童・生徒の保護者への普及啓発
３　職員研修の実施

１　産婦人科医師及び助産師による講
師派遣事業
○講師派遣校数
・小学校43校
・中学校42校
・高等学校１校

２　「人間尊重の教育」推進事業にお
いて、「多様な性」を切り口とした教
育活動を進める上で「性に関する指導
の手引」を活用予定。

予算額
(千円) 196 2,140 1,800

今後の目標
と課題

包括的性教育について、ニーズや認知
度の調査を行うことで現状の把握に努
めること、併せて実践者と連携をし
て、包括的性教育の正しい知識を市民
に広く伝えていくための事業を展開し
ていく。

地域や学校等の関係機関との連携によ
り、思春期保健の課題を共有し、地域
特性に応じた普及啓発や支援を行って
いく。

上記１の事業について、中学校におい
ては隔年で実施し、２年で全校へ派遣
する仕組みを継続していく。小学校に
おいては、抽選の結果、派遣校となら
ない学校が多いので、派遣校数の増加
や自校における取組の充実を進める。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン 第２期札幌市教育振興基本計画

計画期間 令和２年度～令和６年度 令和６年度～令和15年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

151 152 153

保健福祉局 保健福祉局 子ども未来局

ウェルネス推進部 ウェルネス推進部 子育て支援部

4-② 4-② 4-②

産婦人科救急コーディネート事業 女性のフレッシュ健診 妊娠期からの相談支援の充実

事業概要

産婦人科救急医療機関への搬送依頼に
迅速に対応するため、空きベッド状況
を確認し搬送コーディネートをする
「産婦人科救急情報オペレート業務」
及び産婦人科疾患に関する相談を受け
ることで相
談者の不安を解消する「産婦人科救急
相談電話」を実施します。

職場等で健康診断を受ける機会のない
18～39歳までの家庭の主婦、自営業の
女性等を対象とし、札幌市中央健康づ
くりセンターで健康診査を実施しま
す。

安心・安全な妊娠・出産及び児童虐待
予防のために、母子健康手帳交付時に
妊婦と面接し、妊婦の不安を軽減する
とともに、リスクアセスメントを実施
することで、ハイリスク妊婦を早期に
把握し、継続的な支援を行います。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業 プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 149,707 ー 3,063

実施
内容

産婦人科救急医療機関への搬送依頼に
迅速に対応するため、空きベッド状況
を確認し搬送コーディネートをする
「産婦人科救急情報オペレート業務」
及び産婦人科疾患に関する相談を受け
ることで相談者の不安を解消する「産
婦人科救急相談電話」を引き続き実施
した。

相談時間：19時から翌日９時
相談件数：1,035件

健康診断（血液検査など）骨密度測定
の同時受診。
令和５年10月から中央健康づくりセン
ターが保全改修工事で休館のため令和
６年は西健康づくりセンターで実施。
・実施回数
　48回
・受診者数
　585人

母子健康手帳交付時に対象者と面接を
実施（9,916件）。また、面接時のリス
クアセスメントにより把握したハイリ
スク妊婦に対して継続支援を実施（
2,318件）。

自己評価 A A A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

引き続き、「産婦人科救急情報オペ
レート業務」、「産婦人科救急相談電
話」を実施し、必要な方へ適切な救急
医療の提供を図っていく。

中央健康づくりセンターの保全改修工
事終了に伴い、５月から中央健康づく
りセンターで実施。

継続して母子健康手帳交付時に保健師
や母子保健相談員が面接し、相談・助
言・保健指導を行う。

予算額
(千円) 162,810 ー 3,690

今後の目標
と課題

早急な受診が必要と考えられる患者の
受入れを行う産婦人科救急医療機関の
安定的な確保に努めていく。

広報さっぽろでの周知等を行い受診者
数の増加を目指しながら、引き続き事
業を実施する。

今後も母子手帳交付時に全ての妊婦と
面談し、リスクアセスメントを実施
し、ハイリスク妊婦を早期に把握し支
援につなぐ。

関連計画 さっぽろ医療計画2024 健康さっぽろ21（第三次） 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和６年度～令和11年度 令和７年度～令和18年度 令和２年度～令和６年度
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【基本目標Ⅲ　誰もが尊厳と誇りを持って安心して生きられる社会の実現】

事業番号

担当局・区

担当部・室

基本的方向
-施策の柱

事業名

154

子ども未来局

子育て支援部

4-②

母子訪問指導事業の推進

事業概要

保健師や母子保健訪問指導員の訪問 に
より、妊娠・出産・育児などに関する
正しい知識の普及啓発とともに、乳児
及び妊産婦の心身の状況や養育環境の
把握を行うなど、育児相談・保健指導
を実施します。

プラン掲載
の有無

プラン掲載事業・掲載外事業

令
和
６
年
度
実
績

決算額
(千円) 66,909

実施
内容

母子保健訪問指導事業
・妊婦訪問件数
　4,156件（延べ）
・乳児家庭全戸訪問件数
　未確定

自己評価 A

令
和
７
年
度
実
施
計
画

計画
内容

妊娠届出書、出産連絡票等を基に対象
者に訪問指導を行う。

予算額
(千円) 78,539

今後の目標
と課題

乳児家庭全戸訪問の訪問実施率は高い
水準を維持しているため、現状を維持
していく。
妊婦訪問事業は令和５年度からは支援
を必要とする経妊婦の訪問を開始して
いる。初妊婦の訪問実施率は年々増加
しており、引き続き実施率向上に努め
ていく。

関連計画 第４次さっぽろ子ども未来プラン

計画期間 令和２年度～令和６年度
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２　部局別掲載事業一覧

　①　第５次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

市民文化局 男女共同参画室 子ども向け男女共同参画意識啓発事業 1 Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 子ども・若者への男女共同参画啓発事業 2 Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 生涯学習情報の提供 3 Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 4 Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する啓発事業の開催 5 Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画に関する講座の推進 6 Ⅰ 1 ①

中央区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業 7 Ⅰ 1 ①

中央区 市民部 中央区みんなの講演会 8 Ⅰ 1 ①

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 Ⅰ 1 ①

東区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 10 Ⅰ 1 ①

白石区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 Ⅰ 1 ①

厚別区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 Ⅰ 1 ①

豊平区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 Ⅰ 1 ①

清田区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 Ⅰ 1 ①

南区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 Ⅰ 1 ①

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 Ⅰ 1 ①

手稲区 市民部 男女共同参画等に関する学習事業の実施 17 Ⅰ 1 ①

手稲区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 Ⅰ 1 ①

教育委員会 総務部 さっぽろ市民カレッジ 19 Ⅰ 1 ①

教育委員会 学校教育部 人間尊重の教育 20 Ⅰ 1 ①

まちづくり政策
局

政策企画部ユニ
バーサル推進室

ユニバーサル推進事業 － Ⅰ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 公的な催事における託児の実施 21 Ⅰ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 国際社会と連動した情報発信 22 Ⅰ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画活動団体とのネットワーク構築・強化 23 Ⅰ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画活動団体への支援 24 Ⅰ 1 ②

東区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 25 Ⅰ 1 ②

厚別区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 26 Ⅰ 1 ②

豊平区 市民部 各種女性団体・グループへの支援 27 Ⅰ 1 ②

南区 市民部 各種サークル等の交流事業の支援 28 Ⅰ 1 ②

南区 市民部 各種女性スポーツ団体・グループへの支援 29 Ⅰ 1 ②

手稲区 市民部 各種市民団体・グループへの支援 30 Ⅰ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画センター相談事業の推進 31 Ⅰ 1 ③

市民文化局 男女共同参画室 テクノロジー分野における男女格差の解消 32 Ⅰ 1 ③

市民文化局 男女共同参画室 ホームページや情報システムによる情報収集・提供 33 Ⅰ 1 ③

総務局 職員部 札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 34 Ⅱ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 意思決定過程への女性の参画の推進 35 Ⅱ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 女性の人材発掘とデータの収集・整備 36 Ⅱ 1 ①
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２　部局別掲載事業一覧

　①　第５次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

市民文化局 男女共同参画室 審議会等委員への女性の登用促進 37 Ⅱ 1 ①

人事委員会事務
局

人事委員会事務
局

市職員の昇任意欲を喚起する取組 38 Ⅱ 1 ①

消防局 総務部 女性消防吏員の増員に向けた広報 － Ⅱ 1 ①

総務局 職員部 市職員のセクシュアルハラスメント等の防止に関する啓発 39 Ⅱ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 男女が共に活躍するための意識啓発 40 Ⅱ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 女性の継続就業に関する啓発 41 Ⅱ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度の運用 42 Ⅱ 1 ③

市民文化局 男女共同参画室 ワーク・ライフ支援事業 43 Ⅱ 1 ③

子ども未来局 子ども育成部 育児休業取得助成事業 44 Ⅱ 1 ③

経済観光局 産業振興部 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業の認証を取得した中小
企業への融資

45 Ⅱ 1 ③

経済観光局 産業振興部 働き方改革推進事業 46 Ⅱ 1 ③

建設局 土木部 建設産業活性化推進事業 47 Ⅱ 1 ③

経済観光局 産業振興部 札幌企業SDGs推進事業 － Ⅱ 1 ③

市民文化局 男女共同参画室 家庭責任の分担意識にかかる啓発 48 Ⅱ 2 ①

保健福祉局 ウェルネス推進
部

男性料理サークル等の活動支援 49 Ⅱ 2 ①

子ども未来局 子育て支援部 マタニティ教室 50 Ⅱ 2 ①

子ども未来局 子育て支援部 ワーキング・マタニティスクール 51 Ⅱ 2 ①

保健福祉局 ウェルネス推進
部

若い世代の食育事業「本気（まじ）めしプロジェクト」 52 Ⅱ 2 ①

子ども未来局 子育て支援部 父親による子育て推進事業 53 Ⅱ 2 ①

保健福祉局 高齢保健福祉部 介護に関する情報の効果的な提供 54 Ⅱ 2 ②

保健福祉局 高齢保健福祉部 地域包括支援センターを核とした高齢者の相談支援体制の充実 55 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子ども育成部 児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供 56 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子ども育成部 留守家庭児童対策事業の促進 57 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 一時預かり事業 58 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 家庭的保育事業（保育ママ） 59 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 休日保育事業 60 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 区保育･子育て支援センター事業 61 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 子育てサロン事業 62 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 時間外保育事業 63 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 事業所内保育事業 64 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 小規模保育事業 65 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 助産施設の提供 66 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 私立保育所の整備 67 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 地域型保育事業所の整備 68 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 地域子育て支援推進事業 69 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 認定こども園の整備 70 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等日常生活支援事業 71 Ⅱ 2 ②
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２　部局別掲載事業一覧

　①　第５次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

子ども未来局 子育て支援部 病後児デイサービス事業 72 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 ファミリー・サポート・センター事業 73 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 保育士等支援事業 74 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 保育人材確保緊急対策事業 75 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 夜間保育事業 76 Ⅱ 2 ②

都市局 市街地整備部 市営住宅への優先入居の推進 77 Ⅱ 2 ②

子ども未来局 子育て支援部 こども誰でも通園制度 － Ⅱ 2 ②

経済観光局 産業振興部 就業サポートセンター等事業 78 Ⅱ 3 ①

経済観光局 産業振興部 女性の多様な働き方支援窓口運営事業 79 Ⅱ 3 ①

市民文化局 男女共同参画室 女性のためのコワーキングスペース事業 80 Ⅱ 3 ②

経済観光局 産業振興部 女性の起業に対する支援 81 Ⅱ 3 ②

市民文化局 市民自治推進室 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業 82 Ⅱ 4 ①

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画の視点に立った災害対応のためのネットワーク事業 83 Ⅱ 4 ②

市民文化局 男女共同参画室 男女共同参画の視点を取り入れた災害対策 84 Ⅱ 4 ②

市民文化局 男女共同参画室 ＤＶ防止講座の実施 85 Ⅲ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 86 Ⅲ 1 ①

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力に関する調査研究の推進 87 Ⅲ 1 ①

中央区 市民部 ＤＶ・性暴力根絶のための啓発事業 88 Ⅲ 1 ①

東区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 89 Ⅲ 1 ①

白石区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90 Ⅲ 1 ①

厚別区 市民部 配偶者暴力根絶のための区民への啓発推進 91 Ⅲ 1 ①

豊平区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 92 Ⅲ 1 ①

清田区 市民部 女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 93 Ⅲ 1 ①

南区 市民部 女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 94 Ⅲ 1 ①

手稲区 市民部 配偶者等からの暴力根絶を目指した啓発事業の開催 95 Ⅲ 1 ①

教育委員会 学校教育部 性に関する指導の充実 96 Ⅲ 1 ①

デジタル戦略推
進局

スマートシティ
推進部

住民基本台帳事務における支援措置 97 Ⅲ 1 ②

デジタル戦略推
進局

スマートシティ
推進部

被害者の情報管理の徹底 98 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 安心できる迅速な一時保護体制づくり 99 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 カウンセリング事業 100 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 市職員庁内研修の強化 101 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 障がい者相談支援事業所との連携 102 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 自立に向けた適切な情報提供及び各種支援 103 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 相談等に携わる職員への研修等の充実 104 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 地域包括支援センターとの連携 105 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 106 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 107 Ⅲ 1 ②
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２　部局別掲載事業一覧

　①　第５次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

市民文化局 男女共同参画室 配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 108 Ⅲ 1 ②

保健福祉局 高齢保健福祉部 民生委員による巡回相談 109 Ⅲ 1 ②

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭への経済的支援の推進 110 Ⅲ 1 ②

子ども未来局 子育て支援部 母子緊急一時保護事業 111 Ⅲ 1 ②

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親・婦人相談の推進 112 Ⅲ 1 ②

子ども未来局 児童相談所 子育て短期支援事業 113 Ⅲ 1 ②

都市局 市街地整備部 配偶者暴力被害者の市営住宅への優先入居の推進 114 Ⅲ 1 ②

市民文化局 男女共同参画室 要保護児童対策地域協議会との連携協力の強化 115 Ⅲ 1 ③

保健福祉局 総務部 札幌まなびのサポート事業 116 Ⅲ 1 ③

子ども未来局 児童相談所 子ども安心ホットライン 117 Ⅲ 1 ③

子ども未来局 児童相談所 児童相談所・区役所家庭児童相談室 118 Ⅲ 1 ③

教育委員会 学校教育部 スクールカウンセラー活用事業 119 Ⅲ 1 ③

教育委員会 学校教育部 スクールソーシャルワーカー活用事業 120 Ⅲ 1 ③

市民文化局 地域振興部 犯罪被害者等支援制度 121 Ⅲ 1 ④

市民文化局 男女共同参画室 女性のための性暴力被害相談 122 Ⅲ 1 ④

市民文化局 男女共同参画室 性暴力に関する知識や相談窓口の普及啓発 123 Ⅲ 1 ④

総務局 職員部 性的マイノリティに関する研修 124 Ⅲ 2 ①

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティに関する研修 125 Ⅲ 2 ①

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティの理解促進 126 Ⅲ 2 ①

教育委員会 学校教育部 人間尊重の教育に関する研修 127 Ⅲ 2 ①

教育委員会 中央図書館 ＬＧＢＴコーナーの設置 128 Ⅲ 2 ①

市民文化局 男女共同参画室 札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度の運用 129 Ⅲ 2 ②

市民文化局 男女共同参画室 札幌市パートナーシップ宣誓制度の運用 130 Ⅲ 2 ②

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティ電話相談事業 131 Ⅲ 2 ②

市民文化局 男女共同参画室 困難を抱える女性支援事業 132 Ⅲ 3 ①

保健福祉局 総務部 生活困窮者自立相談支援事業 133 Ⅲ 3 ①

保健福祉局 保険医療部 ひとり親家庭等医療費助成事業 134 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子ども育成部 困難を抱える若年女性支援事業 135 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 136 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭支援センターにおける特別相談・土日夜間相談業務 137 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等養育費確保支援事業 138 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 保育所の優先入所 139 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設の運営 140 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 母子生活支援施設を活用した女性支援事業 141 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 母子父子寡婦福祉資金の貸付 142 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親・婦人相談の推進（再掲） 112 Ⅲ 3 ①

子ども未来局 子育て支援部 養育費相談の推進 143 Ⅲ 3 ①
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２　部局別掲載事業一覧

　①　第５次男女共同参画さっぽろプラン体系順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業 144 Ⅲ 3 ②

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭自立支援給付金事業 145 Ⅲ 3 ②

子ども未来局 子育て支援部 ひとり親家庭等就業支援事業の充実 146 Ⅲ 3 ②

経済観光局 産業振興部 就業サポートセンター等事業（再掲） 78 Ⅲ 3 ②

総務局 国際部 さっぽろ外国人相談窓口の運営 147 Ⅲ 3 ③

市民文化局 市民生活部 アイヌ生活相談員の配置 148 Ⅲ 3 ③

市民文化局 男女共同参画室 性的マイノリティ電話相談事業（再掲） 131 Ⅲ 3 ③

市民文化局 男女共同参画室 困難を抱える女性支援事業（再掲） 132 Ⅲ 3 ③

子ども未来局 子ども育成部 困難を抱える若年女性支援事業（再掲） 135 Ⅲ 3 ③

市民文化局 男女共同参画室 健康支援事業 149 Ⅲ 4 ①

子ども未来局 子育て支援部 思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓
発

150 Ⅲ 4 ①

教育委員会 学校教育部 性に関する指導の充実（再掲） 96 Ⅲ 4 ①

保健福祉局 ウェルネス推進
部

産婦人科救急コーディネート事業 151 Ⅲ 4 ②

保健福祉局 ウェルネス推進
部

女性のフレッシュ健診 152 Ⅲ 4 ②

子ども未来局 子育て支援部 妊娠期からの相談支援の充実 153 Ⅲ 4 ②

子ども未来局 子育て支援部 母子訪問指導事業の推進 154 Ⅲ 4 ②
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２　部局別掲載事業一覧

　②　機構順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

総務局

国際部 さっぽろ外国人相談窓口の運営 147 Ⅲ 3 ③

職員部

札幌市女性職員の登用促進と職域拡大 34 Ⅱ 1 ①

市職員のセクシュアルハラスメント等の防止に関する啓発 39 Ⅱ 1 ②

性的マイノリティに関する研修 124 Ⅲ 2 ①

デジタル戦略推
進局

スマートシティ
推進部

住民基本台帳事務における支援措置 97 Ⅲ 1 ②

被害者の情報管理の徹底 98 Ⅲ 1 ②

まちづくり政策
局

政策企画部ユニ
バーサル推進室

ユニバーサル推進事業 － Ⅰ 1 ①

市民文化局

地域振興部 犯罪被害者等支援制度 121 Ⅲ 1 ④

市民自治推進室 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業 82 Ⅱ 4 ①

市民生活部 アイヌ生活相談員の配置 148 Ⅲ 3 ③

男女共同参画室

子ども向け男女共同参画意識啓発事業 1 Ⅰ 1 ①

子ども・若者への男女共同参画啓発事業 2 Ⅰ 1 ①

生涯学習情報の提供 3 Ⅰ 1 ①

男女共同参画に関する各種啓発資料の充実 4 Ⅰ 1 ①

男女共同参画に関する啓発事業の開催 5 Ⅰ 1 ①

男女共同参画に関する講座の推進 6 Ⅰ 1 ①

公的な催事における託児の実施 21 Ⅰ 1 ②

国際社会と連動した情報発信 22 Ⅰ 1 ②

男女共同参画活動団体とのネットワーク構築・強化 23 Ⅰ 1 ②

男女共同参画活動団体への支援 24 Ⅰ 1 ②

男女共同参画センター相談事業の推進 31 Ⅰ 1 ③

テクノロジー分野における男女格差の解消 32 Ⅰ 1 ③

ホームページや情報システムによる情報収集・提供 33 Ⅰ 1 ③

意思決定過程への女性の参画の推進 35 Ⅱ 1 ①

女性の人材発掘とデータの収集・整備 36 Ⅱ 1 ①

審議会等委員への女性の登用促進 37 Ⅱ 1 ①

男女が共に活躍するための意識啓発 40 Ⅱ 1 ②

女性の継続就業に関する啓発 41 Ⅱ 1 ②

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度の運用 42 Ⅱ 1 ③

ワーク・ライフ支援事業 43 Ⅱ 1 ③

家庭責任の分担意識にかかる啓発 48 Ⅱ 2 ①

女性のためのコワーキングスペース事業 80 Ⅱ 3 ②

男女共同参画の視点に立った災害対応のためのネットワーク事業 83 Ⅱ 4 ②

男女共同参画の視点を取り入れた災害対策 84 Ⅱ 4 ②

ＤＶ防止講座の実施 85 Ⅲ 1 ①

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 86 Ⅲ 1 ①

配偶者暴力に関する調査研究の推進 87 Ⅲ 1 ①
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２　部局別掲載事業一覧

　②　機構順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

市民文化局 男女共同参画室

安心できる迅速な一時保護体制づくり 99 Ⅲ 1 ②

カウンセリング事業 100 Ⅲ 1 ②

市職員庁内研修の強化 101 Ⅲ 1 ②

障がい者相談支援事業所との連携 102 Ⅲ 1 ②

自立に向けた適切な情報提供及び各種支援 103 Ⅲ 1 ②

相談等に携わる職員への研修等の充実 104 Ⅲ 1 ②

地域包括支援センターとの連携 105 Ⅲ 1 ②

配偶者暴力関係機関との連携協力の強化 106 Ⅲ 1 ②

配偶者暴力相談支援センター等の相談体制の充実 107 Ⅲ 1 ②

配偶者暴力の早期発見のための啓発促進 108 Ⅲ 1 ②

要保護児童対策地域協議会との連携協力の強化 115 Ⅲ 1 ③

女性のための性暴力被害相談 122 Ⅲ 1 ④

性暴力に関する知識や相談窓口の普及啓発 123 Ⅲ 1 ④

性的マイノリティに関する研修 125 Ⅲ 2 ①

性的マイノリティの理解促進 126 Ⅲ 2 ①

札幌市ＬＧＢＴフレンドリー指標制度の運用 129 Ⅲ 2 ②

札幌市パートナーシップ宣誓制度の運用 130 Ⅲ 2 ②

性的マイノリティ電話相談事業 131 Ⅲ 2 ②

困難を抱える女性支援事業 132 Ⅲ 3 ①

性的マイノリティ電話相談事業（再掲） 131 Ⅲ 3 ③

困難を抱える女性支援事業（再掲） 132 Ⅲ 3 ③

健康支援事業 149 Ⅲ 4 ①

保健福祉局

総務部
札幌まなびのサポート事業 116 Ⅲ 1 ③

生活困窮者自立相談支援事業 133 Ⅲ 3 ①

高齢保健福祉部

介護に関する情報の効果的な提供 54 Ⅱ 2 ②

地域包括支援センターを核とした高齢者の相談支援体制の充実 55 Ⅱ 2 ②

民生委員による巡回相談 109 Ⅲ 1 ②

保険医療部 ひとり親家庭等医療費助成事業 134 Ⅲ 3 ①

ウェルネス推進
部

男性料理サークル等の活動支援 49 Ⅱ 2 ①

若い世代の食育事業「本気（まじ）めしプロジェクト」 52 Ⅱ 2 ①

産婦人科救急コーディネート事業 151 Ⅲ 4 ②

女性のフレッシュ健診 152 Ⅲ 4 ②

子ども未来局 子ども育成部

育児休業取得助成事業 44 Ⅱ 1 ③

児童クラブにおける長期休業期間中の昼食提供 56 Ⅱ 2 ②

留守家庭児童対策事業の促進 57 Ⅱ 2 ②

困難を抱える若年女性支援事業 135 Ⅲ 3 ①

困難を抱える若年女性支援事業（再掲） 135 Ⅲ 3 ③
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２　部局別掲載事業一覧

　②　機構順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

子ども未来局 子育て支援部

マタニティ教室 50 Ⅱ 2 ①

ワーキング・マタニティスクール 51 Ⅱ 2 ①

父親による子育て推進事業 53 Ⅱ 2 ①

一時預かり事業 58 Ⅱ 2 ②

家庭的保育事業（保育ママ） 59 Ⅱ 2 ②

休日保育事業 60 Ⅱ 2 ②

区保育･子育て支援センター事業 61 Ⅱ 2 ②

子育てサロン事業 62 Ⅱ 2 ②

時間外保育事業 63 Ⅱ 2 ②

事業所内保育事業 64 Ⅱ 2 ②

小規模保育事業 65 Ⅱ 2 ②

助産施設の提供 66 Ⅱ 2 ②

私立保育所の整備 67 Ⅱ 2 ②

地域型保育事業所の整備 68 Ⅱ 2 ②

地域子育て支援推進事業 69 Ⅱ 2 ②

認定こども園の整備 70 Ⅱ 2 ②

ひとり親家庭等日常生活支援事業 71 Ⅱ 2 ②

病後児デイサービス事業 72 Ⅱ 2 ②

ファミリー・サポート・センター事業 73 Ⅱ 2 ②

保育士等支援事業 74 Ⅱ 2 ②

保育人材確保緊急対策事業 75 Ⅱ 2 ②

夜間保育事業 76 Ⅱ 2 ②

こども誰でも通園制度 － Ⅱ 2 ②

ひとり親家庭への経済的支援の推進 110 Ⅲ 1 ②

母子緊急一時保護事業 111 Ⅲ 1 ②

ひとり親・婦人相談の推進 112 Ⅲ 1 ②

ひとり親家庭学習支援ボランティア事業 136 Ⅲ 3 ①

ひとり親家庭支援センターにおける特別相談・土日夜間相談業務 137 Ⅲ 3 ①

ひとり親家庭等養育費確保支援事業 138 Ⅲ 3 ①

保育所の優先入所 139 Ⅲ 3 ①

母子生活支援施設の運営 140 Ⅲ 3 ①

母子生活支援施設を活用した女性支援事業 141 Ⅲ 3 ①

母子父子寡婦福祉資金の貸付 142 Ⅲ 3 ①

ひとり親・婦人相談の推進（再掲） 112 Ⅲ 3 ①

養育費相談の推進 143 Ⅲ 3 ①

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金事業 144 Ⅲ 3 ②

ひとり親家庭自立支援給付金事業 145 Ⅲ 3 ②
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２　部局別掲載事業一覧

　②　機構順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

子ども未来局

子育て支援部

ひとり親家庭等就業支援事業の充実 146 Ⅲ 3 ②

思春期から若者世代を対象とした性に関する正しい知識の普及啓
発

150 Ⅲ 4 ①

妊娠期からの相談支援の充実 153 Ⅲ 4 ②

母子訪問指導事業の推進 154 Ⅲ 4 ②

児童相談所

子育て短期支援事業 113 Ⅲ 1 ②

子ども安心ホットライン 117 Ⅲ 1 ③

児童相談所・区役所家庭児童相談室 118 Ⅲ 1 ③

経済観光局 産業振興部

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業の認証を取得した中小
企業への融資

45 Ⅱ 1 ③

働き方改革推進事業 46 Ⅱ 1 ③

札幌企業SDGs推進事業 － Ⅱ 1 ③

就業サポートセンター等事業 78 Ⅱ 3 ①

女性の多様な働き方支援窓口運営事業 79 Ⅱ 3 ①

女性の起業に対する支援 81 Ⅱ 3 ②

就業サポートセンター等事業（再掲） 78 Ⅲ 3 ②

建設局 土木部 建設産業活性化推進事業 47 Ⅱ 1 ③

都市局 市街地整備部
市営住宅への優先入居の推進 77 Ⅱ 2 ②

配偶者暴力被害者の市営住宅への優先入居の推進 114 Ⅲ 1 ②

消防局 総務部 女性消防吏員の増員に向けた広報 － Ⅱ 1 ①

中央区 市民部

男女共同参画に関する啓発事業 7 Ⅰ 1 ①

中央区みんなの講演会 8 Ⅰ 1 ①

ＤＶ・性暴力根絶のための啓発事業 88 Ⅲ 1 ①

北区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 9 Ⅰ 1 ①

東区 市民部
男女共同参画に関する啓発事業の開催 10 Ⅰ 1 ①

各種女性団体・グループへの支援 25 Ⅰ 1 ②

東区 市民部 配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 89 Ⅲ 1 ①

白石区 市民部
男女共同参画に関する啓発事業の開催 11 Ⅰ 1 ①

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 90 Ⅲ 1 ①

厚別区 市民部

男女共同参画に関する啓発事業の開催 12 Ⅰ 1 ①

各種女性団体・グループへの支援 26 Ⅰ 1 ②

配偶者暴力根絶のための区民への啓発推進 91 Ⅲ 1 ①

豊平区 市民部

男女共同参画に関する啓発事業の開催 13 Ⅰ 1 ①

各種女性団体・グループへの支援 27 Ⅰ 1 ②

配偶者暴力根絶のための市民への普及啓発 92 Ⅲ 1 ①

清田区 市民部
男女共同参画に関する啓発事業の開催 14 Ⅰ 1 ①

女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 93 Ⅲ 1 ①

南区 市民部
男女共同参画に関する啓発事業の開催 15 Ⅰ 1 ①

各種サークル等の交流事業の支援 28 Ⅰ 1 ②
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２　部局別掲載事業一覧

　②　機構順一覧

局 部 事　　業　　名 事業
番号

基本
目標

基本的
方向

施策
の柱

南区 市民部
各種女性スポーツ団体・グループへの支援 29 Ⅰ 1 ②

女性に対する暴力根絶のための市民への普及啓発 94 Ⅲ 1 ①

西区 市民部 男女共同参画に関する啓発事業の開催 16 Ⅰ 1 ①

手稲区 市民部

男女共同参画等に関する学習事業の実施 17 Ⅰ 1 ①

男女共同参画に関する啓発事業の開催 18 Ⅰ 1 ①

各種市民団体・グループへの支援 30 Ⅰ 1 ②

配偶者等からの暴力根絶を目指した啓発事業の開催 95 Ⅲ 1 ①

教育委員会

総務部 さっぽろ市民カレッジ 19 Ⅰ 1 ①

学校教育部

人間尊重の教育 20 Ⅰ 1 ①

性に関する指導の充実 96 Ⅲ 1 ①

スクールカウンセラー活用事業 119 Ⅲ 1 ③

スクールソーシャルワーカー活用事業 120 Ⅲ 1 ③

人間尊重の教育に関する研修 127 Ⅲ 2 ①

性に関する指導の充実（再掲） 96 Ⅲ 4 ①

中央図書館 ＬＧＢＴコーナーの設置 128 Ⅲ 2 ①

人事委員会事務
局

人事委員会事務
局

市職員の昇任意欲を喚起する取組 38 Ⅱ 1 ①
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​札幌市男女共同参画推進条例​

​平成14年10月７日​

​条例第27号​

​目次​

​前文​

​第１章　総則(第１条―第７条)​

​第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策(第８条―第19条)​

​第３章　札幌市男女共同参画審議会(第20条)​

​第４章　雑則(第21条)​

​附則​

​日本国憲法では、すべての国民の基本的人権の尊重と法の下の平等がうたわれ、男​

​女は、性別により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないこととさ​

​れている。​

​そして、国においては、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批​

​准、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び男女共​

​同参画社会基本法の制定等、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合​

​い、その個性と能力を十分に発揮し、利益を均等に享受することができる男女共同参​

​画社会の実現に向けた取組が進んでいる。​

​また、札幌市においても、これまで、女性の自立と地位向上を図り、さらには、男​

​女共同参画を推進するため、さまざまな施策を長期的、総合的に進めてきたところで​

​ある。​

​しかし、社会全体では、男女の人権の尊重に関する認識がいまだ十分であるとは言​

​えず、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度・慣行や男女間の不平等​

​な取扱いが依然として根強く残っていることから、男女平等の達成にはなお一層の努​

​力が必要である。加えて、少子高齢化の進行、経済環境の変化や情報社会の進展等の​

​社会情勢に対応する上でも、男女共同参画をより一層推進し、男女共同参画社会を実​

​現することが緊要な課題となっている。​

​ここに札幌市は、男女共同参画を推進することにより、男女の人権が十分尊重さ​

​れ、豊かで活力のある社会を実現することが重要であるという認識の下、男女共同参​

​画社会の実現を目指し、この条例を制定する。​

​第１章　総則​

​(目的)​
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​第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事​

​業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることによ​

​り、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現す​

​ることを目的とする。​

​(定義)​

​第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ​

​ろによる。​

​(1)　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社​

​会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に​

​政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任​

​を担うことをいう。​

​(2)　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必​

​要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する​

​ことをいう。​

​(3)　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動により当該言動を受けた個人に不​

​快感を与え、その者の職場などの生活環境を害すること又は性的な言動を受けた​

​個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。​

​(基本理念)​

​第３条　男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならな​

​い。​

​(1)　男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的にも間接的にも​

​性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として性別にとらわれるこ​

​となく能力を発揮できる機会が確保されることその他の男女の人権が尊重される​

​こと。​

​(2)　社会における制度及び慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、​

​男女共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会のあらゆる​

​分野における活動の選択に関して、男女が、制度及び慣行によって直接的又は間​

​接的に差別されないよう配慮されること。​

​(3)　男女が、社会の対等な構成員として、市における政策及び民間の団体におけ​

​る方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。​

​(4)　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子の養育、家族の介​

​護その他の家庭生活における共同責任を担い、かつ、職場、学校、地域その他の​

​社会における家庭以外のあらゆる分野において活動を行うことができるよう配慮​

​されること。​

​(5)　男女が互いの性に関する理解を深め、性に関する個人の意思が尊重されると​

​ともに、女性の性と生殖に関する健康と権利が生涯にわたり尊重されること。​
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​(市の責務)​

​第４条　市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女​

​共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を策定し、及び​

​実施しなければならない。​

​(市民の責務)​

​第５条　市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあら​

​ゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。​

​２　市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけ​

​ればならない。​

​(事業者の責務)​

​第６条　事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参​

​画の推進に関する取組(積極的改善措置を含む。)を行うよう努めなければならな​

​い。​

​２　事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めな​

​ければならない。​

​(性別による権利侵害の禁止)​

​第７条　何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、直​

​接的にも間接的にも性別を理由とする差別的取扱いを行ってはならない。​

​２　何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、セク​

​シュアル・ハラスメントを行ってはならない。​

​３　何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、配偶者​

​等に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為その他の男女共同参画を阻害する​

​暴力的行為を行ってはならない。​

​第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策​

​(男女共同参画計画)​

​第８条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた​

​めの基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならな​

​い。​

​２　市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、札幌市男女共同参画審議会​

​の意見を聴かなければならない。​

​３　市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、市民、事業者及び民間の団​

​体(以下「市民等」という。)の意見を反映させることができるよう適切な措置を講​

​じなければならない。​

​４　市長は、男女共同参画計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければ​

​ならない。​

​５　前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。​
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​(年次報告)​

​第９条　市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、年次報告書​

​を作成し、これを公表しなければならない。​

​(推進体制の整備及び財政上の措置)​

​第10条　市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び実​

​施するための推進体制を整備するものとする。​

​２　市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を​

​講ずるよう努めるものとする。​

​(施策の策定等に当たっての配慮)​

​第11条　市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施す​

​るに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。​

​(調査研究)​

​第12条　市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うもの​

​とする。​

​(審議会等における男女共同参画の推進)​

​第13条　市は、市が設置する審議会等の委員の委嘱等を行う場合には、男女の委員の​

​数の均衡を図るよう努めなければならない。​

​(広報及び啓発)​

​第14条　市は、情報提供、広報活動等を通じて、家庭、職場、学校、地域その他の社​

​会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に関する市民等の理解を深めるよ​

​う適切な広報及び啓発を行うものとする。​

​(教育及び学習の振興)​

​第15条　市は、市立学校等において、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振​

​興を図るよう必要な措置を講ずるものとする。​

​２　学校その他の民間の団体及び事業者は、男女共同参画の推進に関する教育及び学​

​習の振興を図るよう努めるものとし、市は、それに対する必要な支援を行うよう努​

​めなければならない。​

​(市民等に対する支援等)​

​第16条　市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援し、又はそれと​

​連携するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。​

​２　市は、別に条例で定めるところにより、市民等が行う男女共同参画の推進に関す​

​る活動の総合的な拠点施設を設置するものとする。​

​(雇用の分野における男女共同参画の推進)​

​第17条　市は、事業者に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるよう​

​に、情報提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。​

​２　市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の実態を把握す​
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​るための調査について、協力を求めることができる。​

​(苦情等の申出)​

​第18条　市民等は、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情等がある​

​とき、又は男女共同参画の推進を阻害すると認められるものがあるときは、その旨​

​を市長に申し出ることができる。​

​２　市長は、前項の規定による申出を受ける相談窓口を設置するとともに、当該申出​

​を受けたときは、関係機関と連携して適切な措置を講ずるよう努めるものとする。​

​(国際的協調)​

​第19条　市は、男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係があること​

​を考慮し、男女共同参画の推進に当たっては、国際的連携を図るなど国際的協調に​

​努めるものとする。​

​第３章　札幌市男女共同参画審議会​

​(札幌市男女共同参画審議会)​

​第20条　市長の附属機関として、札幌市男女共同参画審議会(以下「審議会」とい​

​う。)を置く。​

​２　審議会は、次に掲げる事務を行う。​

​(1)　市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策に​

​関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。​

​(2)　男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について調査審議し、及び意見​

​を述べること。​

​３　審議会は、市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。この場合において、​

​委員の一部は、公募した市民の中から委嘱しなければならない。​

​４　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満であってはならな​

​い。​

​５　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任​

​期は、前任者の残任期間とする。​

​６　委員は、再任されることができる。​

​７　前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が​

​定める。​

​第４章　雑則​

​(委任)​

​第21条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。​

​附　則​

​(施行期日)​

​１　この条例は、平成15年１月１日から施行する。​

​(委員の任期に関する特例)​
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​２　第20条第３項の規定によりこの条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期​

​は、同条第５項の規定にかかわらず、平成17年３月31日までとする。​

​(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)​

​３　札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のよう​

​に改正する。​

​別表その他の附属機関の委員の項中「中高層建築物紛争調整委員会委員」を「／​

​中高層建築物紛争調整委員会委員／男女共同参画審議会委員／」に改める。​
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​男女共同参画行政関係年表​

​年​ ​世界​ ​日本​ ​札幌市​

​1974年​

​(昭和49)​

​■厚生局婦人主査設置​

​1975年​

​(昭和50)​

​■国際婦人年世界会議開催​

​（メキシコシティ）。「世界​

​行動計画」採択​

​■「婦人問題企画推進本部」及び​

​「総理府婦人問題担当室」設置​

​■「婦人問題企画推進会議」ス​

​タート​

​■市民局青少年婦人部青少年婦人​

​主幹新設​

​■「札幌市婦人会館」市民局へ移​

​管​

​1976年​

​(昭和51)​

​■「国連婦人の十年」スター​

​ト​

​■民法等の一部を改正する法律成​

​立（離婚復氏制度）​

​■各区に「区青少年婦人活動推進​

​員」を設置​

​1977年​

​(昭和52)​

​■「国内行動計画」策定​

​■「国立婦人教育会館」開館​

​■「女性のための講演会」(後に​

​「女と男のための講演会」に改​

​称)開催​

​1978年​

​(昭和53)​

​■「婦人白書」発表​ ​■札幌・ポートランド婦人交流事​

​業開始​

​1979年​

​(昭和54)​

​■第34回国連総会「女子に対​

​するあらゆる形態の差別撤廃​

​条約」採択​

​■「婦人の現状調査研究」発行​

​1980年​

​(昭和55)​

​■「国連婦人の十年」中間年​

​世​​界​​会​​議​​開​​催​ ​(コ​​ペ​​ン​​ハー​​ゲ​

​ン)。「国連婦人の十年後半​

​期行動プログラム」採択​

​■「女子差別撤廃条約」署名​

​■「女子差別撤廃条約」署名​

​■「民法及び家事審判法の一部を​

​改正する法律」 成立​

​（配偶者の相続分引上げ等）​

​■市民局青少年婦人部婦人主幹新​

​設​

​■「百万都市の婦人―婦人の生活​

​構造と生活志向に関する報告書」​

​発行​

​1981年​

​(昭和56)​

​■「女子差別撤廃条約」発効​

​■ＩＬＯ156号条約採択​

​■「国内行動計画後期重点目標」​

​決定​

​■「札幌市婦人特定調査報告書」​

​発行​

​■「札幌市婦人問題懇話会」発足​

​■「札幌市婦人文化センター」開​

​館​

​1982年​

​(昭和57)​

​■札幌市婦人問題懇話会。「札幌​

​市の女性のための施策への提言－​

​女性の自立と地位向上をめざし​

​て」を提出​

​1984年​

​(昭和59)​

​■国連婦人の十年エスカップ​

​地域政府間準備会議開催（東​

​京）​

​■「国籍法及び戸籍法の一部を改​

​正する法律」成立（父母両系主義​

​へ）​

​■「札幌市女性のための計画」策​

​定​

​■「札幌市女性のための行政推進​

​会議」設置​

​1985年​

​(昭和60)​

​■「国連婦人の十年」世界会​

​議開催 (ナイロビ)​

​■「婦人の地位向上のための​

​ナイロビ将来戦略」 採択​

​■「国籍法」改正​

​■「男女雇用機会均等法」公布​

​■「女子差別撤廃条約」批准​

​■サッポロフォーラム（後に「女​

​と男のトークセッション」に改​

​称）開催​

​■女性消防吏員採用開始​

​■ナイロビ世界会議ＮＧＯフォー​

​ラムに女性8名を派遣​

​1986年​

​(昭和61)​

​■「婦人問題企画推進有識者会​

​議」開催​

​■「男女雇用機会均等法」施行​

​■市民局青少年婦人部婦人課婦人​

​係新設​

​■「札幌市女性のための計画推進​

​懇談会」開催​

​■「男女平等教育指導資料」（教​

​師用）作成​

​1987年​

​(昭和62)​

​■「西暦2000年に向けての新国内​

​行​​動​​計​​画​ ​－​​男​​女​​共​​同​​参​​加​​型​​社​​会​

​の形成を目指す」策定​

​■男女平等教育副読本「むすぶ心​

​ひろがる未来」発行​

​1989年​

​(昭和64)​

​(平成元)​

​■国連総会「子どもの権利条​

​約」採択​

​■新学習指導要領告示（家庭科の​

​男女共修）​

​■「札幌市審議会等委員への女性​

​登用促進要綱」制定​

​■婦人文化センター拡充​

​■現業職員の採用選考基準の改正​

​（市長部局の現業職員の採用にあ​

​たり、男女の性区分を撤廃）​
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​1990年​

​(平成2)​

​■国連経社理「婦人の地位向​

​上のためのナイロビ将来戦略​

​に関する第1回見直しと評価​

​に伴う勧告及び結論」採択​

​■水道局現業職員の女性受験制限​

​撤廃​

​1991年​

​(平成3)​

​■「西暦2000年に向けての新国内​

​行動計画（第一次改定）－男女の​

​共​​同​​参​​画​​型​​社​​会​​の​​形​​成​ ​を​​目​​指​​す」​

​策定​

​■「育児休業法」公布​

​■「札幌市女性計画提言委員会」​

​発足​

​1992年​

​(平成4)​

​■「環境と開発に関する国連​

​会議」開催（リオデジャネイ​

​ロ）​

​■「育児休業法」施行​

​■婦人問題担当大臣の任命​

​■「女性問題に関する市民意識調​

​査​

​報告書」発行​

​■部課係名を「青少年女性部」​

​「女性企画課」「推推係」に名称​

​変更​

​■婦人文化センターを女性セン​

​ターに名称変更​

​1993年​

​(平成5)​

​■「国連世界人権会議」開催​

​（ウィーン）​

​■国連総会「女性に対する暴​

​力の撤廃に関する宣言」採択​

​■「パートタイム労働法」成立・​

​施行​

​■札幌市女性計画提言委員会「第2​

​次札幌市女性計画への提言－男女​

​の共同参画によって築き上げる社​

​会を目指して」を提出​

​1994年​

​(平成6)​

​■国際家族年​

​■ＩＬＯ総会「パートタイム​

​に関する条約」採択​

​■「国際人口・開発会議」開​

​催（カイロ）​

​■総理府に「男女共同参画室」及​

​び「男女共同参画審議会」を設置​

​■内閣総理大臣を本部長とし閣僚​

​を本部員とする「男女共同参画推​

​進本部」を内閣に設置​

​■「男女の共同参画型社会を目指​

​す  さっぽろ計画」策定​

​1995年​

​(平成7)​

​■「社会開発サミット」開催​

​（コペンハーゲン）​

​■国連人権委員会「女性に対​

​する暴力をなくす決議」採択​

​■「第4回世界女性会議」開​

​催（北京）。「北京宣言及び​

​行動綱領」採択​

​■「ＩＬＯ156号条約（家族的責任​

​を有する男女労働者の機会及び待​

​遇の均等に関する条約）」批准​

​■「育児・介護休業法」成立・施​

​行（「育児休業法」の改正）​

​■「男女雇用機会均等法」の見直​

​し作業開始​

​■「女性計画推進懇話会」設置​

​■戦後50年記念事業「女性たちの​

​歩み、そして未来」（講演会）開​

​催​

​■「ＮＧＯフォーラム北京’95」​

​に女性14名を派遣​

​1996年​

​(平成8)​

​■法制審議会「民法の一部を改正​

​する法律案要綱」を法務大臣に答​

​申​

​■男女共同参画審議会「男女共同​

​参画ビジョン」を答申​

​■「男女共同参画2000年プラン」​

​策定​

​■男女共同参画推進連携会（えが​

​りてネットワーク）発足​

​■「第2女性センター基本構想検討​

​委員会」設置​

​■同委員会「第2女性センター基本​

​構想」を提出​

​■北海道・東北・関東甲信越地区​

​男女共同参画推進地域会議開催​

​1997年​

​(平成9)​

​■第41回婦人の地位向上委員​

​会開催（ニューヨーク）​

​■男女共同参画審議会設置（法​

​律）​

​■「男女雇用機会均等法」改正​

​■「介護保険法」公布​

​■労働基準法の女子保護規定の一​

​部改正​

​■男女共同参画白書発表​

​■女性問題に関する市民意識調査​

​実施​

​■「女性への暴力（家庭内暴​

​力）」対策関係機関会議の設置​

​■女性計画推進懇話会に公募市民​

​枠を設定​

​■小学校用男女平等教育副読本​

​「心のハーモニー」発行​

​1998年​

​(平成10)​

​■男女共同参画審議会「男女共同​

​参画社会基本法－男女共同参画社​

​会を形成するための基礎的条件づ​

​くり－」答申​

​■機構改革により女性企画室を設​

​置。これに伴い女性企画課を男女​

​共同参画課へ名称変更​

​■「女性のための心とからだの相​

​談員」「男女共同参画推進員」設​

​置​

​■女性への暴力に関する調査研究​

​報告書発行​
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​1999年​

​(平成11)​

​■エスキャップハイレベル政​

​府間会議（バンコク）​

​■「男女共同参画社会基本法」公​

​布、施行​

​■「食料・農業・農村基本法」の​

​公布、施行（女性の参画促進を想​

​定）​

​■男女共同参画審議会「女性に対​

​する暴力のない社会を目指して」​

​答申​

​■（仮称）男女共同参画センター​

​基本計画の策定​

​■男女共同参画に関する企業意識​

​調査実施​

​2000年​

​(平成12)​

​■国連特別総会「女性2000年​

​会議」（ニューヨーク）にお​

​いて「政治宣言」及び「成果​

​文書」採択​

​■「ストーカー行為等の規制等に​

​関する法律」、「児童虐待の防止​

​等に関する法律」成立（平成12年​

​11月施行）​

​■男女共同参画審議会「女性に対​

​する暴力に関する基本的方策につ​

​いて」 答申​

​■男女共同参画審議会「男女共同​

​参画基本計画策定に当たっての基​

​本的な考え方」答申​

​■「男女共同参画基本計画」閣議​

​決定​

​■「男女共同参画週間について」​

​男女共同参画推進本部決定​

​■女性企画室を男女共同参画推進​

​室へ名称変更​

​■女性計画推進懇話会を男女共同​

​参画推進懇話会に名称変更​

​■「札幌市女性計画行政推進会​

​議」を「札幌市男女共同参画行政​

​推進会議」に名称変更​

​■札幌市男女共同参画推進懇話​

​会。「21世紀における札幌市の男​

​女共同参画社会の形成に向けて」​

​諮問​

​■「人権フォーラム」開催​

​2001年​

​(平成13)​

​■「男女共同参画会議」設置​

​■内閣府男女共同参画局設置​

​■「男女共同参画週間」開始​

​■「配偶者からの暴力の防止及び​

​被害者の保護に関する法律」成立​

​（平成13年10月施行；一部平成14​

​年4月施行）​

​■(仮称)札幌市男女共同参画セン​

​ター実施事業検討会議設置​

​■男女共同参画に関する市民意識​

​調査の実施​

​■札幌市女性センター開館20周年​

​記念女性センターフェスティバル​

​開催​

​2002年​

​(平成14)​

​■アフガニスタンの女性支援に関​

​する懇談会設置​

​■札幌市男女共同参画推進懇話会​

​から「21世紀における札幌市の男​

​女共同参画社会の形成に向けて」​

​を答申​

​■（仮称）札幌市男女共同参画事​

​業運営会議設置​

​■「札幌市男女共同参画推進条​

​例」公布（平成14年10月７日）、​

​施行（平成15年1月1日）​

​■「札幌市男女共同参画推進懇話​

​会」廃止​

​2003年​

​(平成15)​

​■「次世代育成支援対策推進」成​

​立（平成15年7月施行）​

​■「性同一性障害者の性別の取扱​

​いの特例に関する法律」成立（平​

​成16年7月施行）​

​■「女性のチャレンジ支援策の推​

​進について」男女共同参画推進本​

​部決定​

​■第4回、5回女子差別撤廃条約実​

​施状況報告審議​

​■「男女共同参画さっぽろプラ​

​ン」​

​策定（平成15年1月）、施行（4​

​月）​

​■札幌市男女共同参画審議会設​

​置。「（仮称）札幌市男女共同参​

​画計画素案について」諮問・答申​

​■自営業者の家族従業者等実態調​

​査の実施​

​■札幌市女性センター閉館​

​■札幌市男女共同参画センター開​

​館​

​2004年​

​(平成16)​

​■「女性国家公務員の採用・登用​

​の拡大等について」男女共同参画​

​推進本部決定​

​■「配偶者からの暴力の防止及び​

​被害者の保護に関する法律」改正​

​（平成16年12月2日施行）​

​■札幌・ポートランド男女共同参​

​画交流事業(派遣)実施​

​■男女共同参画に関する企業の意​

​識調査の実施​
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​2005年​

​(平成17)​

​■第49回国連婦人の地位委員​

​会（国連「北京＋10」世界閣​

​僚級会合）（ニューヨーク）​

​■「男女共同参画基本計画（第２​

​次）」閣議決定​

​■「女性の再チャレンジ支援プラ​

​ン」策定​

​■札幌市男女共同参画審議会「札​

​幌市のＤＶ対策の方向性につい​

​て」諮問・答申​

​■札幌市配偶者暴力相談ｾﾝﾀｰ開設​

​■札幌市男女共同参画審議会「札​

​幌市男女共同参画センター使用料​

​の一部変更について」諮問・答申​

​■札幌市男女共同参画センター条​

​例改正（女性料金制度廃止、指定​

​管理者制度導入）​

​■札幌市男女共同参画審議会「男​

​女共同参画さっぽろプランの見直​

​しについて」諮問​

​2006年​

​(平成18)​

​■「国の審議会等における女性委​

​員の登用の促進について」男女共​

​同参画推進本部決定​

​■「男女雇用機会均等法」改正​

​■「東アジア男女共同参画担当大​

​臣会合」開催​

​■「女性の再チャレンジ支援プラ​

​ン」改訂​

​■「札幌市配偶者暴力の防止及び​

​被害者の支援に関する方針」策定​

​■男女共同参画に関する市民意識​

​調査の実施​

​■札幌市男女共同参画審議会「男​

​女共同参画さっぽろプランの見直​

​しについて」答申​

​2007年​

​(平成19)​

​■「配偶者からの暴力の防止及び​

​被害者の保護に関する法律」改正​

​■「短時間労働者の雇用管理の改​

​善等に関する法律」改正​

​■「子どもと家族を応援する日​

​本」重点戦略取りまとめ​

​■「仕事と生活の調和（ワーク・​

​ライフ・バランス）憲章」及び​

​「仕事と生活の調和推進のための​

​行動指針」策定​

​■男女共同参画さっぽろプラン​

​（第2次）策定（平成19年3月）、​

​施行（平成19年4月）​

​■「男女平等教育指導資料」（教​

​師用）改訂​

​2008年​

​(平成20)​

​■「配偶者からの暴力の防止及び​

​被害者の保護のための施策に関す​

​る基本的な方針」改訂​

​■「女性の参画加速プログラム」​

​男女共同参画推進本部決定​

​■女子差別撤廃条約実施状況第6回​

​報告提出​

​■男女共同参画審議会「札幌市に​

​おける配偶者暴力対策の基本的方​

​向性について」諮問、答申​

​2009年​

​(平成21)​

​■育児・介護休業法の一部改正公​

​布​

​■女子差別撤廃条約実施状況第6回​

​報告に対する女子差別撤廃委員会​

​の最終見解公表​

​■「札幌市配偶者等からの暴力の​

​防止及び被害者の支援に関する基​

​本計画」策定、施行​

​■男女共同参画に関する企業の意​

​識調査の実施​

​2010年​

​(平成22)​

​■第54回国連婦人の地位委員​

​会（国連「北京+15」記念会​

​合）（ニューヨーク）​

​■「第3次男女共同参画基本計画」​

​策定​

​2011年​

​(平成23)​

​■男女共同参画に関する市民意識​

​調査の実施​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」諮問​

​2012年​

​(平成24)​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」答申​

​2013年​

​(平成25)​

​■「第3次男女共同参画さっぽろプ​

​ラン」策定、施行（平成25年4月）​
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​2014年​

​(平成26)​

​■第１回「女性が輝く社会に​

​向けた国際シンポジウム」（​

​WAW!​ ​Tokyo​ ​2014​​）​​開​​催​​（東​

​京）​

​■日本女性会議2014札幌開催（平​

​成26年10月）​

​■「第2次札幌市配偶者等からの暴​

​力の防止及び被害者の支援に関す​

​る基本計画」策定、施行​

​2015年​

​(平成27)​

​■第59回国連婦人の地位委員​

​会（国連「北京+20」記念会​

​合）（ニューヨーク）​

​■「女性の職業生活における活躍​

​の推進に関する法律」公布、施行​

​■「第4次男女共同参画基本計画」​

​策定​

​2016年​

​(平成28)​

​■第１回「東アジア家族・男​

​女共同参画担当大臣フォーラ​

​ム」開催​

​■「ストーカー行為等の規制等に​

​関する法律」改正​

​■「育児・介護休業法」改正​

​■男女共同参画に関する市民意識​

​調査の実施​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」諮問​

​■「札幌市パートナーシップの宣​

​誓の取扱いに関する要綱」制定​

​2017年​

​(平成29)​

​■「子育て安心プラン」公表​

​■「刑法の一部を改正する法律」​

​公布・施行​

​■「札幌市パートナーシップ宣誓​

​制度」の運用開始​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」答申​

​2018年​

​(平成30)​

​■「政治分野における男女共同参​

​画の推進に関する法律」公布・施​

​行​

​■「働き方改革関連法」成立​

​■第4次男女共同参画さっぽろプラ​

​ン策定（平成30年3月）、施行（平​

​成30年4月）​

​2019年​

​(平成31)​

​(令和元)​

​■男女共同参画担当大臣会合​

​（パリ）において、「男女平​

​等に関するパリ宣言」が取り​

​まとめられる。​

​■「女性の職業生活における活躍​

​の推進に関する法律等の一部を改​

​正する法律」公布​

​■配偶者暴力防止法の一部改正を​

​含む「児童虐待防止対策の強化を​

​図るための児童福祉法等の一部を​

​改正する法律」成立​

​2020年​

​(令和2)​

​■第64回国連女性の地位委員​

​会（国連「北京+25」記念会​

​合）（ニューヨーク）​

​■「第5次男女共同参画基本計画」​

​策定​

​2021年​

​(令和3)​

​■「政治分野における男女共同参​

​画の推進に関する法律の一部を改​

​正する法律」が公布・施行​

​■「育児・介護休業法」改正​

​■男女共同参画に関する市民意識​

​調査の実施​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」諮問​

​2022年​

​(令和4)​

​■「困難な問題を抱える女性への​

​支援に関する法律」成立​

​■札幌市男女共同参画審議会「次​

​期男女共同参画さっぽろプランの​

​基本的方向性について」答申​

​2023年​

​(令和5)​

​■「性的指向及びジェンダーアイ​

​デンティティの多様性に関する国​

​民の理解の増進に関する法律」が​

​公布・施行​

​■第5次男女共同参画さっぽろプラ​

​ン策定（令和5年3月）、施行（令​

​和5年4月）​

​■男女共同参画センター開館20周​

​年​

​2024年​

​(令和6)​

​■「育児・介護休業法」改正​

​■「次世代育成支援対策推進法」​

​改正​
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